
平成30年12月26日

平成30年度新任判事補研修

研修参加に当たって

司法研修所第一部教官室

第11 事前の準備等について

1 自己紹介（平成31年1月17日 （木） ）

「自己紹介」では，各研修員から，一人1分半程度で自己紹介をしてもらい

ます。 自己紹介の順は当日に発表します。各研修員から提出された「自己紹介

書」を取りまとめた上，研修員全員に配布しますので， 当日はそれを前提に自

己紹介をしてください。

2 「合議における判例調査の在り方」 （班別） （平成31年1月21日 （月） ）

このカリキュラムでは，左陪席裁判官として，いかにして事件と関連する判

例調査を行い，それを合議資料として役に立てるかについて，具体的な判例を

取り上げて検討します。当日は，民事配属の者と刑事配属の者に分かれてカリ

キュラムに参加しますが，現時点では配属は未定ですので，添付資料1 （民事

裁判）及び2（刑事裁判）の裁判例をいずれも事前に熟読しておいてください。

3 「令状実務の留意点」 （班別） （平成31年1月22日 （火） ）

このカリキュラムでは，地方裁判所で実際に令状事件を扱っている裁判官及

び司研教官を講師として，実務上の基本的な問題を検討します。研修員は，別

紙「 「令状実務の留意点」設問」について，意見を述べられるよう，あらかじ

め検討しておいてください。

4修習開始時に配布済みの「10訂民事判決起案の手引」及び「平成19年

版刑事判決書起案の手引」は，研修員の皆さんが民事事件又は刑事事件のい

ずれを担当する場合であっても，裁判官として最低限押さえておくべき重要な



事項が記載されていますので，いずれも事前に熟読しておいてください。

第2 その他

研修開始前及び研修期間を通じて，不明な点があれば，第一部教官室所付

（■■■■)又は企画第一課企画係(■■■■■■)に問い合わせてくだ
さい。



(別紙）

(平成31年1月22日使用）

平成30年度新任判事補研修

｢令状実務の留意点」設問

設問1

覚せい剤取締法違反（譲渡）被疑事件の捜索差押許可状の捜索すべき場所とし

て「○○ホテル内のA室, B室その他差し押さえるべき物件が存在すると思料さ

れる場所」 ，差し押さえるべき物として「覚せい剤，注射器その他本件に関連す

ると思料される一切の物」 と記載することができるか。

設問2

次の場合において，勾留期間の延長を認めてよいか。

(1) 勾留事実はA事実であるところ, B事実の取調べ未了を理由として10日間

の勾留期間延長請求があった場合

（2） 共犯者とされている者が未検挙であり， 同人の取調べ未了を理由として10

日間の勾留期間延長請求があった場合

＄



添付資料1

平成30年度新任判事補研修

参照判例（民事裁判）
｢合議における判例調査の在り方」

6

－1月21日 （月）使用一

①損害賠償鯖求事件

［昭和58年5月27日・昭和55年（オ）第579号・最高裁判所第2小法廷判決］
（民蕊37巻4号477頁）

②損害賠償錆求事件

［平成28年4月21日・平成26年（受）第755号・最高裁判所第1'j,法廷判決］
（民銀70#4号1029R)



①
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上
告
代
理
人
ロ
野
昌
三
の
上
告
理
由
第
一
点
に
つ
い
て

国
は
、
公
務
員
程
対
し
、
国
が
公
務
遂
行
の
た
め
に
醗
置
す
べ
き
場
斑
施
段
若
し
く
は
器
具
等
の
畿
置
管
理
又
睦
公
我
員
が

国
若
し
く
は
上
司
の
指
示
の
も
と
に
遂
行
す
る
公
務
の
管
理
に
当
た
っ
て
、
‐
公
務
員
の
生
命
及
び
睦
康
等
を
危
険
か
ら
保
麓
ず
る

よ
う
麗
慮
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
霊
高
裁
昭
和
四
八
年
鋤
第
三
△
一
寡
聞
五
○
年
二
月
一
宝
伺
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
築

一
充
巻
二
号
一
理
一
責
）
。
右
銭
務
は
、
国
が
公
務
遂
行
に
当
た
っ
て
支
麗
管
理
す
る
人
的
及
び
物
的
環
境
か
ら
生
じ
う
べ
誉
危

険
の
防
止
に
つ
い
て
信
義
則
上
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
か
《
凰
国
は
、
自
衛
隊
貝
を
自
衛
像
車
両
に
公
務
の
遂
行
と
し
て
乗
車
さ

せ
る
場
合
に
肱
、
右
自
衛
殿
員
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
と
し
て
、
車
両
の
整
傭
を
十
全
な
ら
し
め
て
車
両
自
体
か
ら
生
ず
べ
き

危
険
を
防
止
し
、
車
両
の
運
雷
者
と
し
て
そ
の
任
に
適
す
る
技
能
を
有
す
る
者
遼
選
任
し
、
．
か
つ
、
当
酸
車
両
を
運
転
す
る
上
で

特
に
必
要
な
安
全
上
の
注
意
を
与
え
て
車
両
の
運
行
か
ら
生
ず
る
危
険
を
防
止
す
べ
き
義
務
を
負
う
が
、
・
運
転
渚
に
お
い
て
道
路

交
通
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
い
て
当
然
に
負
う
べ
き
亀
の
と
さ
れ
る
通
備
の
注
意
譲
務
建
右
安
全
配
慮
義
務
の
内
容
に
含
堂

自
衛
隊
画
会
計
隊
長
が
筒
隊
の
自
動
車
を
運
転
し
、
隊
員
輸
送
の
任
務
を
終
了
し
た

偲
途
塞
面
が
雨
で
溺
れ
、
か
更
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
が
荷
蒲
し
之
極
め
て
滑
走
し
易
い
・
状

況
に
あ
る
こ
と
を
看
遜
し
意
に
顛
速
し
た
等
運
転
蓋
と
し
て
道
路
交
霊
法
上
当
然

に
負
う
べ
き
通
常
の
注
窓
残
務
を
怠
っ
た
一
』
と
に
よ
り
右
自
励
車
を
反
対
車
線
に

進
入
さ
せ
て
対
向
車
に
衝
突
さ
せ
、
そ
の
衝
撃
に
よ
つ
・
て
右
自
衛
隊
の
自
動
車
に
同

蕊
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
を
禿
と
さ
ぜ
準
・
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
国
に
右
同
桑
者
に
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議
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誌
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議
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遜
じ
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自
撚
隊
の
自
動
車
の
運
零
着
が
運
転
上
の
注
意
謹
務
壱
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ

た
同
乗
蜜
の
死
亡
事
故
と
国
の
右
同
乗
者
に
対
す
．
る
安
全
配
慮
義
誇
違
反
の
成
否

■
■

○
判
決
要
旨

○
判
示
事
・
唄

曰



四
八
○
（
唾
）

ハ
ン
ド
ル
を
切
り
返
し
て
進
路
を
正
常
に
復
さ
せ
る
余
裕
も
な
い
ま
震
、
本
件
亭
故
車
逹
遣
路
上
で
回
転
さ
せ
て
反
対
車
線
に
進

入
さ
費
折
か
ら
対
面
進
行
し
て
誉
た
訴
錐
由
■
■
■
運
転
の
大
型
貨
物
自
動
車
の
右
前
部
鴫
自
率
右
側
面
部
を
衝
突
せ
し

め
、
そ
の
墓
に
よ
っ
て
《
毒
霊
麦
塁
し
て
い
を
■
景
蓋
塵
墨
藍
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謹
負
霊
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濤
旦
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・
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豊
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露
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霊
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，
蓑
、
右

補
修
工
議
に
際
し
補
修
部
分
胆
塗
布
し
た
ア
ス
マ
．
ア
ル
ト
が
本
件
事
鑿
早
の
進
路
の
舗
装
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に
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．
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っ
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落
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右
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．
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滑
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危
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、
漫
然
ア
ク
．
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ル
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踏
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速
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、
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い
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あ
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う
く
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も
の

と
さ
れ
石
遥
常
の
注
意
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
発
嬢
し
だ
も
の
で
あ
る
に
と
が
朗
ら
か
で
あ
っ
て
、
他
腱
国
の
安
全
配
慮
義

務
の
不
履
行
の
点
は
認
め
難
い
か
ら
、
国
の
安
全
配
慮
鋳
務
違
反
は
な
い
と
し
た
原
審
の
判
醗
曜
正
当
と
し
て
暴
露
す
る
と
と

が
で
勢
忌
原
判
決
漣
所
諦
の
逢
法
は
な
い
。
講
旨
建
探
用
す
る
こ
●
と
が
で
き
な
い
。
、

同
鐘
竺
点
旛
つ
い
で
．
・

所
誇
の
点
禧
関
ず
る
原
審
の
認
定
判
断
は
、
原
判
決
雲
示
の
証
拠
関
係
に
照
ら
し
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
壁
、
そ

の
過
種
に
所
溌
の
違
法
朧
な
い
。
齢
皆
は
、
ひ
つ
き
よ
２
原
審
の
専
梅
に
属
す
る
証
拠
の
取
捨
判
転
事
実
の
寵
定
を
非
難
す

る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
採
用
ず
る
こ
と
が
で
葱
な
い
。

同
第
三
点
に
つ
い
て

れ
る
も
の
で
ば
な
く
、
震
た
、
右
安
全
配
慮
鏡
務
の
履
行
補
助
者
が
右
車
両
胆
承
ず
か
ら
運
転
者
と
し
て
乗
車
す
る
場
合
で
あ
つ

・
て
も
、
右
履
行
補
助
者
に
連
転
者
と
し
て
の
右
の
よ
う
な
運
転
上
の
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
国
の
安
全
配
慮

義
務
違
反
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

・
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
蕊
る
喝
原
審
が
適
法
挺
砿
定
し
だ
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
仰
陸
上
自
衛
隊
第
三
三
会
計
隊
長
で
あ

ｂ
●

る
訴
外
■
■
■
■
一
等
陸
尉
（
以
下
「
｜
■
■
一
尉
』
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
四
二
年
六
月
二
九
日
、
北
海
道
岩
見
沢
の
第
三
二
七

壽
蒙
ら
濤
霧
責
濤
雲
遥
と
じ
素
誓
れ
て
曾
て
い
た
■
雲
墜
豊
霊
県
零
ｋ
の
で
同
人

を
原
隊
に
送
り
届
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
当
時
茎
三
一
会
計
隊
に
は
自
衛
隊
の
車
両
操
凝
手
の
資
格
を
有
し
て
い
る
者
が
な

く
、
蕊
で
衾
寶
含
襄
諄
鳥
し
て
い
る
■
言
畠
県
奪
ぁ
っ
提
珍
と
霧
篝
嘉
童
芸
菫

員
会
の
襄
諄
薯
し
て
い
る
■
一
尉
が
自
ら
運
季
る
こ
と
と
し
た
、
②
苫
際
■
一
塁
会
註
曇
と
し
て
、

約
一
か
月
前
に
公
宍
委
員
会
の
運
転
免
胖
を
取
得
し
、
、
将
来
操
縦
手
の
資
格
を
取
得
さ
ぜ
よ
う
と
考
え
て
い
た
亡
』
■
■
■
に
対

し
、
そ
の
教
育
準
備
と
し
て
質
路
状
況
の
把
鍾
車
両
操
縦
の
実
地
の
見
学
や
霊
一
三
七
会
計
隊
の
見
学
等
の
確
か
運
転
助
手
を

勤
め
さ
せ
る
目
的
で
、
第
三
三
隊
装
備
の
四
分
の
一
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
箪
番
○
一
’
五
一
五
四
量
以
下
「
本
件
事
故
車
」
と

い
う
．
）
腱
同
乗
毒
じ
た
、
柳
■
一
鷺
、
毒
事
故
車
謹
雲
し
て
■
一
等
壁
臺
三
七
壽
戯
邊
り
属
け

た
の
ち
帰
途
に
つ
営
、
同
日
午
後
一
時
四
０
分
こ
ろ
、
北
海
道
岩
見
沢
市
■
■
■
■
■
■
車
国
道
一
一
喜
線
上
を
岩
見
沢
市
方
面

か
ら
幌
別
市
方
面
へ
向
け
進
行
屯
国
道
補
修
工
事
の
た
め
鋪
装
部
分
の
幅
が
狭
く
な
っ
た
道
路
部
分
に
さ
し
か
か
り
、
同
所
を

時
速
迩
一
宝
な
い
し
四
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
通
過
し
た
が
、
そ
の
宣
蕊
道
路
の
舗
蓉
靭
分
の
聰
が
広
く
《
な
っ
た
と
こ
ろ

に
出
て
時
速
約
四
五
な
い
し
五
○
キ
．
ロ
メ
ー
ト
ル
淀
急
加
速
し
た
た
廼
本
娃
議
故
車
の
鯵
霧
を
左
艇
滑
楚
さ
せ
、
狼
狽
の
余
り

鶏
霧
鶏
蕊
譜
議
蕊
誌
蕊
蕊
瀧
譲
蕊
雛
遜
腰
た
同
四
七
九
（
三
）



四
八
二
（
表
）

関
し
て
負
っ
て
い
る
注
意
義
務
は
、
自
動
車
運
転
者
が
右
の
よ
う
な
管
理
楢
と
は
無
関
係
に
道
路
交
通
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
い

て
運
転
上
負
っ
て
い
る
注
意
義
務
と
は
、
そ
の
性
質
両
法
的
根
拠
及
び
内
容
を
異
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
に
運
転
者
と
し

て
の
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
。
直
ち
に
国
の
安
全
配
慮
義
務
の
面
で
も
履
行
補
助
者
と
し
て
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
絵
飴
苓
け

得
な
い
」
と
い
い
、
．
「
■
■
一
尉
の
過
失
は
同
人
が
国
の
履
行
補
助
者
と
し
て
公
務
に
つ
き
有
し
て
い
た
管
理
権
と
は
無
関
係
の

運
転
土
の
注
意
義
務
を
怠
っ
た
も
の
で
あ
る
（
園
ハ
丁
表
六
行
目
同
丁
裏
六
行
）
」
か
ら
安
全
配
慮
義
務
の
違
背
は
な
い
と
い
う
。

３
し
か
し
な
が
皇
本
件
の
よ
う
に
履
行
補
助
着
が
稜
害
者
に
同
乗
を
命
じ
て
自
か
ら
事
故
車
を
運
転
し
た
場
合
摸
運
転
上

の
過
失
も
同
乗
被
害
者
に
対
す
馬
安
全
配
慮
鑑
務
の
達
背
と
な
る
。

即
ち
．
塞
騒
霧
農
嘉
雲
と
し
て
の
■
言
臓
、
篝
堯
る
■
蔚
爵
し
、
霞
皇
簔
防
学
る
に

必
要
な
基
体
的
措
置
を
と
る
べ
き
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
運
転
者
と
同
一
人
で
あ
る
履
宥
補
助
者
と
し
て
危
険
な
運
転
を
捌
止

（
減
速
等
の
措
置
を
と
ら
せ
る
）
し
う
る
の
に
こ
れ
を
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
、
履
行
補
助
者
と
し
て
の
過
失
で
あ
り
、
安
全
配
慮

畿
務
違
背
の
害
垂
世
が
あ
る
心

履
行
補
助
者
と
運
転
者
が
同
一
人
で
あ
る
の
で
、
別
人
の
同
乗
運
転
者
に
対
す
る
時
の
よ
う
に
本
件
事
故
を
防
止
す
る
の
に
時
間

的
余
裕
な
ど
の
必
要
も
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
運
装
着
と
し
て
の
過
失
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
時
に
同
一
人
た
る
安
全
配
慮
義

務
の
履
行
補
助
者
に
と
っ
て
ば
危
険
な
運
転
を
阻
止
し
な
か
っ
た
過
失
と
な
る
。

蕨
判
決
塔
』
の
点
の
解
淑
適
用
を
誤
っ
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

４
本
件
事
故
発
生
時
の
道
路
の
状
況
は
■
■
一
尉
の
事
故
調
査
官
に
対
す
る
事
故
当
時
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
事
故
車
の
進
行
し

て
来
た
岩
見
沢
か
ら
事
故
発
生
地
点
に
向
か
い
二
一
○
○
’
四
○
○
メ
ー
ト
ル
の
工
事
中
の
舗
装
の
巾
を
狭
く
な
っ
た
地
華
（
二
一
分

・
上
告
代
理
人
画
野
昌
三
の
上
告
理
由

第
一
点
原
判
決
嬢
判
決
腱
影
樗
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
の
違
背
が
あ
る
。

１
．
国
ほ
国
家
公
誘
員
に
対
し
、
そ
の
公
務
遂
行
の
た
あ
の
場
透
施
謹
若
し
く
は
器
具
等
の
設
置
管
理
又
ほ
そ
の
遂
行
す
る
公

務
の
管
理
に
あ
た
っ
て
、
国
家
公
務
員
の
生
命
及
び
健
康
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
錠
務
を
信
義
則
上
（
民
法

一
条
二
項
）
．
負
や
竜
い
る
。
．
。
・

原
審
が
、
一
■
■
一
厨
の
安
全
配
慮
義
務
違
背
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
講
求
権
巻
査
正
し
た
判
断
は
、
、
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
っ

た
も
の
で
お
る
ｂ
・

２
・
原
判
快
は
、
｜
■
■
一
尉
は
国
の
安
全
配
慮
義
務
の
履
行
補
助
者
と
し
て
へ
自
ら
本
件
事
故
草
を
運
転
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

運
義
中
に
お
い
て
も
、
運
転
着
と
し
て
の
注
意
義
務
の
象
で
な
く
、
鵜
合
に
よ
っ
て
は
国
の
安
全
配
慮
義
務
の
侭
行
総
勤
審
と
し

元
危
険
の
発
生
巷
防
止
す
る
に
必
要
性
具
体
的
措
置
を
と
る
．
べ
き
義
雷
左
負
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
原
審
判
撰
五
丁
裏

八
行
目
エ
リ
六
丁
毒
・
一
行
目
）
』
と
し
●
な
が
ら
、
「
国
の
安
全
配
慮
蕊
諮
の
履
行
補
助
者
が
公
務
の
執
行
と
し
て
自
動
車
の
運
行
糎

鶏
鰯
鶏
篭
鶚
議
蕊
鮎
蕊
蕊
瀧
溌
謹
雛
翌
じ
た
厨
四
八
一
（
垂
）

原
審
が
所
論
の
主
張
を
排
斥
し
て
い
、
る
こ
と
建
原
判
決
麓
通
覧
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
詮
旨
は
、
原
判
決
を
正
解
し
な
い

で
そ
の
不
当
を
い
う
も
の
に
す
ぎ
ず
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

よ
っ
て
、
民
蘇
壁
四
○
一
条
、
九
五
鍵
八
九
条
、
九
三
条
に
従
い
、
我
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す

愚
。
．

（
裁
判
長
裁
判
官
鐘
野
宜
慶
裁
判
官
木
下
忠
良
裁
判
官
宮
蹄
梧
一
裁
判
官
大
橘
進
・
裁
判
官
牧
部
圭
次
）



，
四
八
四
（
八
）

も
し
こ
れ
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
安
全
配
慮
義
務
の
履
行
補
助
者
と
し
て
過
失
が
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

鍵
っ
這
慕
雲
と
し
て
の
■
蟇
、
譽
鬘
る
■
｜
屋
、
引
警
篝
し
て
春
し
清
書
題
言
よ
う
注

意
す
べ
き
で
あ
る
。
に
、
運
転
雲
る
■
雷
が
無
藍
も
逆
に
加
季
曼
童
に
放
唇
た
た
め
（
こ
の
様
な
書
で
こ
の

よ
う
な
運
転
を
す
る
こ
と
は
運
義
署
と
し
て
も
経
験
則
上
自
衛
隊
車
両
の
操
縦
着
と
し
て
の
資
格
を
欠
く
と
判
断
さ
れ
る
）
、
自

車
を
一
フ
三
回
く
る
く
る
回
転
さ
せ
て
対
向
車
線
踵
入
り
対
向
車
と
街
突
き
詮
る
事
故
を
発
生
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
安
全
配
慮

篝
の
暑
蕊
薯
あ
て
の
■
言
の
雲
遼
匿
農
で
あ
る
？

郎
潜
本
件
婁
合
、
襄
雲
る
■
一
尉
の
雲
上
の
過
失
と
貞
婁
全
霞
簔
農
嘉
薯
と
し
て
の
■
一
雷

義
務
違
背
と
が
共
に
存
す
る
も
の
で
あ
つ
電
こ
の
よ
う
な
、
履
行
補
助
者
が
自
か
ら
事
故
車
の
運
転
者
で
あ
る
場
合
に
は
鏡
一

審
判
決
の
と
鹸
以
履
行
縮
助
者
の
連
装
上
の
過
失
ほ
安
全
配
慮
義
務
の
不
履
行
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
↑
原
判
決
は
．
こ
の
点
の
判
断

を
誤
っ
た
も
の
で
、
こ
の
渓
は
判
決
腱
影
密
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
点
・
原
判
決
建
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
寮
翼
の
誤
認
が
あ
る
。

一
、
原
判
決
ば
、
■
一
震
、
壽
賢
と
し
て
隊
の
公
務
の
篝
茎
璽
篁
し
、
毒
事
蓋
豊
行
謹
察
し
て
富
ら

そ
の
襄
者
と
涯
り
、
亡
■
鶏
し
車
両
雲
の
雲
薯
の
た
碧
蕎
に
風
琴
命
じ
た
の
蓋
ろ
奮
、
■
言

国
婁
蓋
慮
讓
農
行
補
譽
と
し
て
↓
亡
■
に
対
し
、
枩
讓
車
墨
逗
っ
婁
簔
霞
す
べ
き
雲
貰
っ

て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
原
判
決
四
丁
湊
五
行
目
以
下
末
行
震
で
）
、
と
Ｌ
な
が
ら
、
二
■
■
一
厨
は
本
件
事
故
車
の

運
稜
に
。
つ
き
そ
の
適
格
を
宿
し
て
い
た
も
の
と
い
っ
て
妨
げ
な
く
、
同
一
尉
が
自
ら
を
運
転
者
と
し
て
選
任
し
た
こ
と
を
も
っ
て

安
全
配
慮
義
務
違
反
で
あ
る
と
い
易
こ
と
ば
で
き
な
い
」
と
し
て
上
告
人
（
被
控
蘇
人
）
の
主
張
を
排
斥
し
た
。

の
一
が
通
行
禁
止
、
中
央
三
分
の
一
が
錨
塗
が
終
り
、
右
三
分
の
一
が
旧
舗
装
の
童
誉
〕
を
時
雲
一
宝
な
い
し
四
五
キ
戸
メ
ー
ト

ル
で
通
り
こ
し
て
、
全
面
舗
装
と
涯
り
道
路
巾
の
広
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
出
て
時
速
四
五
な
い
し
五
○
キ
・
官
狭
Ｉ
ト
ル
に
加
速
し

た
。
あ
と
で
聞
く
と
舗
裟
直
後
の
降
雨
の
た
め
舗
装
柚
が
路
面
腫
浮
き
出
し
通
過
車
両
の
タ
イ
ヤ
に
付
着
し
て
進
行
方
向
に
長
く

油
痕
が
伸
び
て
い
た
」
（
乙
第
二
号
匪
■
口
尉
供
述
調
書
三
丁
裏
）
と
い
う
。
・

雨
の
日
の
舗
装
直
後
の
ァ
屍
フ
ァ
ル
ト
鋪
装
道
路
が
、
舗
装
油
が
浮
い
て
極
め
て
滑
り
易
い
と
い
う
事
は
自
衛
隊
の
正
規
の
教
育

を
受
け
特
技
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
操
凝
者
は
勿
醗
、
た
と
え
特
技
保
瘡
蓋
で
な
く
と
も
、
多
少
と
も
北
海
道
の
道
路
の
運
転
経
験

者
な
ら
零
鬘
付
く
べ
墓
で
あ
り
、
特
に
■
一
尉
朧
安
全
圏
慮
霧
農
嘉
助
毒
立
謹
あ
っ
盲
か
ら
爵
臺

転
し
、
・
そ
の
車
に
部
下
隊
員
に
乗
車
を
命
じ
て
同
乗
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
『
右
義
務
の
履
行
補
助
渚
と
し
て
滑
り
易
い
道
躍
走

行
蒔
農
特
に
塞
壽
を
配
慮
（
襄
毒
る
■
言
纂
護
運
琴
さ
巷
な
い
）
す
愚
篝
が
あ
る
．

原
判
決
も
「
路
面
添
雨
に
溺
れ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
右
補
修
工
事
に
際
し
補
修
部
分
に
塗
布
し
た
ア
亮
フ
ア
ル
ｆ
（
鉱
物

油
）
が
事
故
車
の
進
磯
の
舗
装
面
上
に
約
四
七
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
に
亙
っ
て
付
着
じ
、
そ
の
た
め
路
面
が
極
め
て
滑
走
し
易
い
状

況
に
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
る
に
、
■
画
一
一
蹴
ほ
路
面
に
右
鉱
物
油
が
付
着
し
て
い
た
の
を
看
過
し
て
滑
走
等
の
危
険
は
な
い
も
の

と
軽
信
し
、
漫
然
ア
ク
セ
ル
ペ
ダ
ル
を
踏
玖
込
ん
で
前
記
の
と
お
り
加
速
し
た
こ
と
、
以
上
の
事
実
を
鹿
め
る
こ
と
が
で
き
、
右

認
定
を
軽
す
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
」
（
原
判
決
理
由
一
丁
裏
二
丁
表
）
と
露
定
す
る
。

一
■
■
一
尉
は
雨
中
舗
装
工
事
中
の
三
な
い
し
四
○
○
メ
ー
ト
ル
の
ケ
所
を
通
過
し
て
全
面
舗
装
の
ケ
所
へ
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、

履
行
補
助
者
と
し
て
安
全
配
慮
に
多
少
で
も
錘
を
配
っ
て
お
れ
ば
全
面
舗
装
ヶ
所
も
鋪
装
直
後
で
路
面
に
鉱
物
油
が
付
着
し
て
い

て
極
め
て
滑
走
し
易
い
状
態
で
あ
る
こ
と
に
響
易
に
気
が
付
い
た
は
ず
で
あ
る
。
・

鶏
鑑
軍
溌
畿
蕊
跡
慧
鑑
蕊
蕊
瀧
議
蕊
雛
壇
じ
高
四
八
三
（
七
）



昭
和
四
○
年
七
月
一
日
以
降
は
自
衛
隊
車
両
を
操
縦
す
る
者
は
公
安
委
員
会
免
許
証
の
ほ
か
に
自
衛
隊
免
許
証
所
持
者
に
限
る
と

い
う
事
を
定
め
た
前
配
達
．
（
甲
第
二
号
証
）
は
改
正
さ
れ
て
へ
陸
上
自
衛
隊
車
両
運
行
等
に
関
す
る
連
（
甲
第
三
号
証
）
に
な
り

自
衛
隊
免
許
証
発
行
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
自
衛
隊
車
両
操
縦
者
の
資
格
制
限
を
緩
和
し
た
も
の
で
は
な
い
。

即
ち
自
衛
隊
免
護
所
喜
と
同
等
又
ば
そ
撒
上
の
自
衛
豊
両
の
操
瑳
學
る
教
育
を
受
け
震
腫
合
格
し
た
者
に
賦
与

さ
れ
る
自
衛
隊
車
両
蕊
の
『
特
技
」
制
度
が
と
と
の
っ
た
の
で
、
部
隊
長
が
車
両
運
行
巷
皐
る
と
誉
公
安
免
許
薯
し
か
っ

こ
の
特
技
保
持
者
（
題
行
任
瀦
に
適
応
す
る
技
龍
を
有
す
る
者
）
に
対
し
部
隊
長
の
命
令
で
あ
る
運
行
指
令
書
を
交
付
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
特
設
保
持
者
は
自
衛
隊
免
許
証
保
持
者
と
全
く
同
一
で
あ
る
の
で
、
特
技
賦
与
を
し
免
許
証
も
出
す
こ
と
は
全
く
一
・
一

重
の
手
数
と
な
る
の
で
免
許
鉦
発
行
測
度
を
魔
し
た
の
で
あ
っ
て
操
縦
資
格
（
運
蕾
技
館
）
を
腰
和
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
間
の
事
情
は
白
溝
隊
車
両
運
行
等
に
関
す
る
達
（
甲
第
三
号
証
）
の
解
釈
通
運
（
甲
第
五
号
証
）
一
責
の
③
陸
上
自
衛
厳
自

鋤
車
操
綾
免
許
糊
度
の
廃
止
の
項
の
左
の
寵
述
に
明
ら
か
で
あ
る
。

「
い
わ
ゆ
る
自
免
制
度
は
、
多
年
施
行
の
結
果
操
継
手
等
の
技
能
の
向
上
及
び
車
両
事
故
防
止
に
相
当
の
成
果
が
あ
っ
書
』
と
を

見
詣
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
皿
蒋
技
制
度
と
教
育
訓
練
体
系
の
整
備
に
と
も
な
い
発
展
的
に
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は

自
免
澗
度
を
根
本
的
に
否
定
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
同
制
度
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
が
特
技
教
育
訓
練
に
よ
っ
て
十
分
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
へ
し
か
も
陸
上
自
衛
隊
に
お
け
る
人
察
笹
理
及
び
教
育
馴
練
等
の
施
策
が
特
技
を
軸
に
し
て
行
な
わ
れ
る
方
向
に

四
八
六
二
ｓ
、

三
四
条
）
毎
年
試
験
を
行
っ
て
更
新
す
る
と
い
う
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
実
隙
の
操
縦
に
際
し
て
腫
部
隊
長
の
印
の
あ
る
命
令
で
あ
る
運
行
指
令
書
の
交
付
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
（
乙
第
二
号
証

二
、
し
か
し
な
渉
ら
、
右
判
断
に
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
事
実
の
震
露
が
あ
る
。

■
霞
葎
蔦
壽
蔑
で
の
菖
衛
豊
両
の
運
震
確
、
公
塞
寶
会
免
許
取
得
の
毒
の
饗
の
さ
侭
譽
が
厨
乗

し
て
運
転
し
た
二
石
○
粁
（
時
速
五
○
粁
と
す
れ
ば
六
時
間
）
の
運
鞍
経
険
を
有
す
愚
の
験
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
本
件
事
故
車
と

同
じ
靴
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
の
操
凝
は
こ
の
三
○
○
粁
の
経
験
の
う
ち
で
も
．
「
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
っ
た
」
凸
■
■
■
志
人
尋
問
調
書
四

二
丁
表
九
行
目
）
の
で
あ
り
、
「
本
件
以
前
に
は
ロ
■
室
長
あ
る
い
は
他
の
看
を
同
乗
さ
せ
て
地
理
状
況
と
か
運
転
状
況
を
見
せ

て
薯
尭
こ
と
縫
い
」
（
爵
富
○
丁
二
行
目
ｉ
壽
目
）
の
で
あ
る
か
ら
、
単
独
で
葎
簔
車
と
同
型
車
臺
壱
た

経
験
は
殆
ど
な
か
っ
た
も
②
と
推
定
さ
れ
る
。
。
．
．
．
．
”

し
か
も
日
常
■
■
志
運
転
し
て
・
い
た
車
は
パ
プ
リ
・
力
八
○
○
・
（
排
気
趣
八
Ｑ
Ｕ
）
の
小
型
車
で
そ
れ
以
前
は
ゴ
ル
ト
六
○
○
の
軽

自
動
車
の
運
義
の
経
験
を
有
す
る
の
柔
で
あ
る
。

｜
方
妻
襄
誹
雲
二
奎
九
ｃ
ｃ
の
強
刀
な
ぅ
夢
募
っ
た
蟇
■
の
日
墓
琴
る
（
ブ
，
ヵ
八
。
。
と
鮭
三

倍
以
上
の
排
気
量
を
有
す
る
う
え
、
車
の
重
量
〈
・
ン
ド
ル
位
健
、
座
高
も
こ
と
な
り
描
造
溌
飽
が
こ
と
な
る
も
の
ぞ
ゐ
つ
た
。

更
に
、
自
衛
隊
に
拳
い
て
は
、
昭
和
四
○
年
七
月
一
日
前
震
で
は
自
衛
隊
車
両
を
運
転
し
得
る
者
ほ
幹
部
へ
貫
士
の
階
級
の
如

何
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
曇
安
委
畠
濤
の
畠
車
襄
免
肇
を
享
る
ほ
か
鴫
、
陸
上
省
衛
隊
操
縦
免
許
琴
所
持

し
て
い
る
者
に
限
ら
れ
て
い
た
（
甲
第
二
号
証
陸
上
自
衛
隊
車
両
の
管
理
運
用
規
則
第
三
○
念
。
そ
し
て
こ
の
自
衛
隊
操
綻
免

許
鉦
は
、
公
安
委
員
会
の
発
行
し
た
自
動
車
運
転
免
許
証
取
得
者
の
中
か
ら
運
転
心
理
適
性
検
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
へ
自
衛

隊
装
備
の
装
猫
車
運
転
の
操
縦
技
術
訓
練
及
び
車
両
の
構
造
擬
龍
に
関
す
る
理
飴
教
育
を
実
施
し
た
う
え
行
う
試
駿
に
合
格
し
た

者
に
織
与
さ
れ
（
甲
第
一
喜
証
同
規
則
一
言
蕊
、
二
壹
条
四
ｇ
、
し
か
も
免
爵
註
に
指
定
さ
れ
た
車
両
に
限
定
さ
れ
る
筒
規
則

鶏
鶏
鶴
麓
羅
離
蕊
鮎
塞
鑑
講
蕊
蕊
溌
謡
生
じ
た
同
四
八
五
（
傘
）

一
茎
。



四
八
八
（
三
〉

り
実
操
縦
時
間
二
○
時
間
（
時
速
五
○
粁
と
し
て
約
｝
、
○
○
○
粁
）
が
必
要
と
さ
れ
る
（
全
員
が
公
安
委
員
会
の
免
許
証
所
有

箸
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
も
。
そ
し
て
年
一
／
二
回
の
検
定
試
験
に
よ
り
不
合
格
者
は
特
持
露
定
が
取
消
さ
れ
る
章
第
四
号

証
達
第
七
条
）
●
。
・

し
か
る
に
■
一
震
公
襄
員
壼
許
譽
壁
譽
蕊
ぃ
蓋
転
し
た
菖
衛
肇
更
事
肇
と
軍
雲
簔
る
）
の

運
転
歴
三
○
○
粁
の
経
談
を
有
ず
る
の
象
で
自
衛
隊
装
翰
軍
操
縦
の
特
技
教
育
を
一
度
も
受
け
害
』
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
員
単
に
排
気
茎
ハ
○
○
ｃ
ｃ
、
八
○
Ｏ
Ｃ
Ｃ
の
私
有
自
動
車
の
運
転
歴
が
一
万
二
○
○
○
粁
あ
っ
た
と
し
て
も
、
雨
の
日
の

鶴
裟
道
路
を
排
気
量
が
．
三
ハ
．
五
九
ｃ
ｃ
あ
あ
処
，
車
種
へ
構
造
の
異
な
る
自
衛
隊
車
両
を
単
独
で
安
全
に
運
腰
す
る
龍
力
が
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
・
原
審
判
決
は
一
■
亘
尉
は
本
件
事
故
車
の
運
転
者
と
し
て
そ
の
任
に
適
す
る
技
餡
を
有
し
て
い
た
か
ど

う
か
同
人
の
能
力
の
判
定
に
つ
き
明
ら
か
な
事
実
誤
隠
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
第
三
点
：
原
判
決
ほ
、
．
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
』
と
が
明
ら
か
な
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
判
断
を
遠
鹿
し
た
違
法
が
あ
る
。

上
告
人
は
原
騨
に
鐙
い
て
次
の
主
彊
を
な
し
だ
が
原
判
決
に
ほ
こ
れ
蕨
対
す
る
判
断
を
遮
脱
し
た
違
法
が
あ
る
。

「
公
務
遂
行
の
た
め
に
国
の
所
有
す
る
車
両
の
運
転
に
当
た
る
公
務
員
ほ
、
・
上
司
の
命
腰
よ
り
へ
又
は
自
ら
上
司
と
し
て
命
じ
て
、

当
該
車
両
に
他
の
公
務
員
を
同
乗
さ
せ
て
い
る
場
合
に
は
、
右
同
乗
雲
と
の
関
係
に
お
い
て
、
国
の
安
全
麗
慮
義
務
の
履
行
補
助

者
に
当
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
、

琴
の
場
合
、
■
一
尉
賦
、
会
計
鬘
と
し
て
の
霞
塁
づ
い
て
畠
を
襄
耆
し
て
壽
爾
令
書
墓
し
、
穏
に
《

亡
■
の
上
司
と
し
喬
人
に
乗
車
を
命
じ
た
の
で
あ
る
か
●
亀
車
豊
雲
と
し
て
の
立
場
と
同
時
堤
命
令
に
よ
り
人
員
輪

掌
段
霞
週
番
る
葎
事
蜑
茎
塵
薑
し
て
亡
■
の
雲
任
雲
遂
行
し
て
い
た
も
の
と
管
く
ぎ
で
あ
る
。
す

あ
る
の
で
、
今
般
両
種
の
制
度
を
一
本
化
し
て
事
務
の
合
理
化
を
図
つ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
へ
陸
上
自
衛
隊
に

．
お
い
て
常
時
車
両
を
操
縦
す
る
も
の
は
、
車
岡
の
操
縦
又
は
整
備
等
を
行
な
う
職
に
充
て
ら
れ
た
陸
曹
士
及
び
事
務
官
及
び
自
動

車
操
鑿
官
た
る
幹
曹
衛
官
で
あ
っ
て
、
当
骸
自
曾
臓
蜜
然
関
篝
蕃
露
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
り
、
童
た
当
該
事
務
官

等
も
（
雰
遷
事
務
官
に
は
特
技
制
度
は
な
い
が
）
公
安
委
員
会
免
許
歴
を
有
し
、
か
つ
所
要
の
教
育
が
施
さ
れ
た
適
格
者
の
は

ず
で
あ
る
。
食
た
、
車
両
の
操
縦
は
、
車
両
運
行
指
令
書
に
よ
り
命
悪
ら
れ
た
署
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
と
え
自
衝
隊
免
許
証

の
所
有
者
番
あ
っ
て
も
運
打
指
令
書
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
車
両
巷
操
錠
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
免
許
証
は
い

わ
ば
技
鰐
匪
明
書
的
な
性
格
し
か
な
か
っ
た
。
従
っ
て
自
免
制
度
を
廃
止
し
て
も
車
両
の
運
行
上
特
に
間
題
は
な
く
、
さ
ら
に
自

衛
隊
免
許
証
の
発
行
に
要
し
て
い
た
奉
務
も
皆
無
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
』

以
上
の
罷
述
の
と
お
り
、
昭
和
四
○
年
七
月
一
日
迄
は
自
衛
隊
車
両
操
縦
腱
は
公
安
免
許
証
の
外
に
自
衛
隊
免
貯
註
と
車
両
運
行

零
蕊
必
要
で
あ
っ
た
烏
、
■
｝
爵
よ
う
に
冒
霞
免
許
琴
所
有
し
な
い
着
の
富
讓
濤
婁
護
鮮
さ
れ
な
か

っ
増
鴬
で
鴬
ぽ
．
■
雷
の
薑
腫
鯛
ら
奮
義
篝
誉
毒
簔
碆
鑿
あ
っ
た
こ
と
儲
ら
か
で
あ
る
．

昭
和
四
○
年
七
刃
．
百
以
降
は
自
衛
隊
免
許
証
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
輯
関
係
特
技
全
に
つ
き
自
衛
隊
装
轄
車
操
維
の
特

技
、
幹
部
に
つ
き
認
戯
車
両
の
特
技
（
甲
第
四
号
証
別
表
）
）
を
麗
定
さ
れ
て
い
る
自
衛
官
に
対
し
て
車
両
運
行
指
令
書
が
発
せ
ら
、

れ
る
ご
と
が
墓
と
な
っ
て
ぃ
蓋
で
あ
る
か
ら
、
■
一
尉
が
票
鑿
薯
し
な
い
自
己
に
車
襄
行
指
令
書
襄
享
る

こ
と
曜
車
両
事
故
防
止
の
為
の
制
度
の
超
冒
を
無
視
し
た
危
険
な
行
為
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
・

特
技
を
罷
定
さ
れ
る
た
あ
に
は
特
技
教
育
を
受
け
技
能
検
定
に
合
格
Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
甲
第
四
号
証
陸
上
自
衛
官
の
特
技

に
関
す
る
連
第
五
急
。
特
技
塁
輪
車
』
塁
育
基
準
（
甲
第
六
号
詮
付
表
第
這
よ
れ
竺
菫
蒔
間
の
教
育
と
一
人
当

麹
認
溌
溌
鎚
篭
鶏
謹
蕊
轌
蕊
溌
議
蓬
綴
誕
じ
た
同
・
四
八
七
（
二
）



２
．
歸
翻
竪
顕
浦

・
８
砺
露
璽
打
萱

二
賭
玉
家
の
錘

１
・
魔
琵
琶
ら
の

２
醍
睡
謡
塞
用

３
．
担
保
巷
条

第
二
当
事
者

一
．
鯖
求
原
因

１
へ
震
皆
ら

（
原
告
ら

ｒ
■
■
”

理
の
ぼ
っ
て
麹
士
長
屋
特
別
昇
進
Ｌ
に
。

ず
染
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
寺
憂
蝋

２
．
露
雰
髭
頴
銅
は
按
告
の
負
担
ど
す
ゑ

８
砺
露
璽
打
宣
言

二
晴
家
の
』
怪
画
に
対
す
る
答
弁

１
薗
露
宮
ら
の
鱗
零
求
を
い
寺
ぞ
れ
＄
垂
委
尋
す
る
．

２
醍
邸
鐸
璽
銅
些
醸
告
ら
の
負
担
と
す
る
．
銀

３
．
類
声
藤
巻
傘
露
汁
と
す
る
褥
鍾
潭
型
妃
脱
の
宣
貫

第
二
当
事
者
の
主
張

第
一
当
事
毒
の
求
め
た
裁
判

◆
①

一
・
賊
》
認
の
蝿
桧
頁
．
．
．
．

．
一
被
告
は
、
原
脅
画
ロ
■
■
に
対
し
金
一
函
一
．
四
万
五
六
円
、
・
鳳
侭
画
二
■
■
一
園
》
画
■
■
■
、
圃
一
■
二
■
再
同
二
■
■
■
■
同
雪
国
酉
■
、
．

圃
卓
酉
宮
口
亘
■
同
画
■
■
■
零
れ
ぞ
れ
に
対
し
各
金
一
○
一
万
四
円
及
び
右
各
金
負
に
対
す
る
昭
和
五
○
竿
ゼ
月
九
日
か
ら
支
払
ず
ゑ
室
で
年

五
分
の
割
合
腱
巽
る
金
員
を
支
払
え
．

二
原
告
ち
の
そ
の
余
の
諮
零
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
．

三
誘
舩
費
用
は
こ
れ
を
三
分
し
、
そ
の
一
を
原
皆
ら
の
、
そ
の
余
を
被
告
の
各
負
担
と
す
る
。

鶴
鶏
鶏
篭
羅
議
鑿
誌
蕊
蕊
篭
議
麓
雛
遜
驚
同
四
八
九
皇
）

潅
わ
ち
、
運
転
中
の
■
■
一
尉
輝
、
同
乗
老
た
る
迄
■
■
で
の
関
係
で
は
、
国
の
人
員
輸
送
業
務
の
履
行
補
助
者
と
し
て
の
任
務

を
遂
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
ｐ
そ
し
て
、
同
一
尉
碓
、
本
伴
事
故
車
を
支
配
管
理
す
る
者
と
し
て
、
健
康
を

華
琿
ロ
壺
嘩
『
睡
津
本
件
事

危
険
か
ら
保
賎
し
、
同
人
を
安
全
に
輸
送
す
べ
き
銭
務
が
あ
つ
た
こ
と
は
い
う
童
で
も
な
い
。
し
か

故
事
の
運
転
を
震
っ
た
過
失
に
．
よ
り
亡
画
■
で
死
亡
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
尉
に
は
国
の
履
行
補
助
者
と
し
て
の
債
務
不
・

履
行
が
あ
つ
た
も
の
芯
あ
る
。
」

右
主
彊
が
蔑
め
ら
れ
る
な
ら
ば
判
決
に
影
認
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
愚
重
要
な
事
項
で
あ
る
が
、
右
に
対
す
る
判
断
を
遮
・

脱
し
た
適
法
が
あ
る
。
．

以
上
い
ず
れ
の
点
よ
り
す
る
も
原
判
決
は
違
法
で
あ
り
破
棄
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

の
身
分
関
係
）

0

○
参
照

第
一
審
判
決
の
主
文
、
事
実
及
び
理
由

主
・
文
．

事
実一

ｏ
七
万
八
重
丸
含
§
■
■
亙
■
■
園
■
■
岡
■
■
厨
■

ぞ
れ
に
対
し
各
金
一
五
○
万
塁
〈
一
四
円
及
び
こ
れ
ら
に
対
す
る
昭
和
五
○
年
七
月
九
日
か
ら
支
払

‐

四
九
○
ご
巴



㈲
塗
製

造
■
■
は
、
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
に
出
生
主
■
二
■
■
■
■
■
■
軍
を
卒
梁
操
昭
和
四
・
一
年
一
月
一
・
○
日
陸
上
自
衛
隊
に
二
年
任
朔
隊

員
と
し
て
入
隊
し
、
向
年
一
○
月
．
一
日
に
は
一
尋
陸
士
に
昇
任
し
、
本
件
事
故
に
よ
り
死
亡
し
な
け
れ
ば
昭
和
四
三
年
一
月
九
日
童
で
右
自
衛
隊

庭
勤
務
し
、
昭
和
四
二
年
延
同
四
三
年
に
別
綴
鏑
一
計
算
書
露
載
の
と
お
り
の
俸
鎗
及
び
退
馴
手
当
を
得
た
職
ず
で
あ
り
、
更
に
殿
隊
後
は
満
六

四
九
二
・
（
美
）

自
己
に
邇
鐸
狸
埴
令
書
巻
発
し
て
本
睦
装
審
賦
車
を
諏
雇
し
た
。

側
■
■
垂
，
尉
は
自
鋳
殿
車
両
運
転
の
経
験
が
免
許
取
得
の
際
の
助
手
付
運
転
の
三
○
○
キ
戸
火
Ｉ
ト
ル
の
承
で
毒
自
衛
隊
車
両
を
運
霊
す
る
に

は
運
壗
技
術
が
未
熟
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
本
件
事
故
車
両
を
運
転
し
た
。
・

側
酉
ロ
ロ
ー
尉
は
四
分
の
一
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
と
謹
有
車
で
あ
る
パ
プ
ー
カ
八
○
○
と
の
機
鱈
上
の
些
逹
無
但
し
『
・
溌
宥
車
の
運
転
歴
潜
過
信
し
て

本
件
事
故
車
両
を
運
輯
し
た
。

⑤
皇
■
一
尉
鴬
■
育
乗
窪
命
ず
る
必
要
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
慧
故
車
に
岡
譽
命
じ
た
．
仮
唇
■
毒
驚

季
と
し
て
警
手
ろ
目
的
で
園
驫
毒
じ
た
と
し
て
も
、
■
一
震
鮒
屠
聖
う
腱
幹
認
総
慧
雪
苧
し
て
蕊
ら
ず
《
裁
寅
今
愚
喪
櫓
を

有
し
な
か
っ
た
か
貝
同
乗
を
命
じ
た
の
は
適
当
で
な
い
。

目
被
告
ば
公
務
遂
行
に
当
た
る
冨
家
公
務
員
に
対
し
？
そ
の
遂
行
す
る
公
務
の
管
理
に
あ
た
っ
て
、
国
家
公
務
員
の
生
命
及
び
健
康
を
危
険
か

ら
偲
篭
ず
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
い
わ
ゆ
る
安
全
配
慮
謹
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．

し
か
る
に
、
ロ
ニ
ロ
・
爵
は
本
僻
亭
故
車
の
連
覇
着
と
し
て
、
空
た
本
件
会
計
隊
の
隊
長
と
し
て
腫
員
の
生
命
及
び
健
康
を
危
険
か
ら
係
窪
す
る
よ
．

ぅ
嗣
鵲
犀
す
べ
餐
垂
琴
砺
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鷲
宮
の
賓
霧
湯
履
行
翰
筋
者
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
へ
同
人
に
前
照
㈲
の
い
な

い
・
し
伺
の
と
お
り
、
窪
竃
壼
麓
識
罵
術
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
右
侭
務
不
履
行
歴
ざ
っ
て
生
じ
た
原
告
ら
の
鎖
筈
を
賠
倹
す
べ
き
童
任

が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．

４
⑩
、
§

３
曇
曇
些
醸
閑
己
・
‐

㈲
右
蔀
故
臓
画
■
一
尉
の
以
下
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
り
憲
超
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

側
■
｜
嵐
添
本
件
事
故
率
臺
鱈
し
て
時
速
三
五
な
い
し
図
。
雫
や
ｉ
麺
で
本
件
事
豊
鶴
に
さ
し
か
か
っ
た
際
、
豐
時
路
面
確
鴎
扇

の
た
め
潔
疑
て
い
た
ぽ
か
り
で
な
く
、
錨
鐸
誕
が
新
し
い
た
め
油
が
し
象
出
て
い
て
、
極
め
て
ス
リ
ッ
プ
し
や
す
い
状
魍
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
可
か
か
る
場
合
自
認
菅
窒
窒
悪
者
と
し
て
ば
道
路
を
＋
△
鐸
震
慨
し
、
危
険
な
場
合
釦
い
つ
で
。
も
急
停
車
し
て
ス
リ
ッ
プ
客
散
避
避
け
る
↑
』
と
が

で
き
る
主
う
、
減
速
徐
行
の
措
腫
を
し
て
窒
故
の
矛
塁
壁
未
然
に
賄
止
す
べ
藍
注
意
鑿
窃
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
怠
り
、
時
速
鱒
五
○
キ
戸
メ
ー
ト

ル
に
塑
超
し
て
童
お
し
た
過
失
に
よ
り
、
風
早
を
ズ
リ
ッ
プ
さ
せ
て
道
路
中
央
蕊
を
麓
え
て
反
対
車
銀
に
進
入
さ
巷
泰
序
事
故
葬
曇
畢
起
せ
し
め
た

も
の
で
あ
る
。

②
直
播
露
篭
黙
諏
が
漕
衛
墜
曇
剛
を
運
転
す
る
に
は
、
塵
上
白
悪
塑
冒
の
特
鍾
睡
閑
す
る
達
（
言
一
，
Ｌ
一
｛
ハ
〉
に
聖
り
公
奪
桑
奮
厚
会
に
よ
る
浬
霊
免

許
の
ほ
か
に
驚
駅
狩
篭
寝
璽
肇
函
を
惨
了
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
婁
擬
な
い
唇
塞
簿
以
外
自
曾
量
豊
両
を

運
転
し
て
憾
な
ゑ
ゐ
峰
萢
蹴
壷
霧
隊
に
車
両
等
彊
題
す
べ
き
で
あ
る
の
腱
か
か
わ
ら
龍
ロ
ロ
ロ
ー
尉
ぱ
公
雲
頁
会
に
よ
ゑ
群
を
有
し
て
は

い
豪
、
右
幹
部
裳
豊
濯
了
し
て
鐙
ら
篭
嘉
篝
零
も
な
い
。
に
篭
豊
＃
に
爵
蓋
量
薯
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら

鶏
霧
革
溌
鐙
篭
難
奉
騎
蕊
塞
講
蕊
蕊
雛
鶏
生
じ
た
同
四
九
一
（
三
）

２
墨
畢
故
の
辛
左
ウ

昭
和
四
二
年
六
月
二
九
日
、
陸
上
自
衛
隊
第
三
三
一
会
計
隊
長
で
あ
る
騨
錐
■

四
分
の
一
ト
ン
ト
ヲ
ッ
ク
舎
霊
賃
旦
１
五
一
・
充
四
阜
冥
以
下
圭
篭
垂
雷
故
率
と
い

隊
の
欧
員
を
伺
欧
に
送
り
屑
け
た
の
ち
鰯
途
に
つ
鷺
同
日
午
後
一
時
四
○
分
と

岩
且
講
染
叩
方
面
か
ら
幌
別
市
方
面
へ
向
け
進
布
唱
折
か
ら
懲
面
進
行
し
て
ぎ
た

有
襲
製
郡
を
鰯
蕊
せ
し
め
、
そ
の
貧
拳
旛
よ
っ
て
、
本
件
凄
故
車
に
間
乗
し
て
い

同
月
三
○
日
午
前
五
時
五
五
分
腫
死
亡
し
た
。
．

陸
上
自
衛
隊
第
三
三
一
会
計
隊
長
で
あ
る
扉
外
■
■
ロ
ロ
電
陸
尉
獄
エ
ロ
■
一
尉
と
い
う
。
）
が
同
啄
裟
備
の

量
番
○
一
１
五
二
九
四
量
以
下
本
件
事
故
率
と
い
う
。
）
を
運
稜
し
元
臨
時
勘
務
鍵
辱
渚
廼
あ
る
墓
一
三
七
会
計

二
号
藻
上
を

部
に
、
自
寧

せ
、
同
人
ば



●

四
九
四
（
穴
）

お
い
て
右
勧
藷
騨
軽
の
相
銃
分
に
応
じ
て
相
銃
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
・
右
騒
鍵
轌
嶽
債
樋
を
原
告
■
ロ
ロ
ロ
は
三
分
の
二
心
麿
謹
全
国
ロ
口
車
、
、

圃
画
■
■
字
、
・
且
■
■
■
悪
風
酉
■
■
甲
、
飼
画
■
■
亭
、
園
室
■
■
■
■
、
圃
酉
■
■
国
は
一
・
二
分
の
一
ず
つ
敦
得
し
た
。
・

蝕
蕊
密
の
填
捕
．

闇
■
■
、
亡
■
は
、
被
告
よ
り
蓋
濯
一
時
金
、
葬
寒
補
侯
、
退
官
退
職
手
当
と
し
て
合
計
金
八
八
万
八
○
八
○
円
の
支
錘
を
受
け

た
の
で
、
右
雲
員
を
本
件
損
毒
屡
露
曝
擢
に
充
当
じ
た
。
．

．
よ
っ
て
画
原
告
ら
は
被
皆
に
対
し
債
務
不
履
行
に
基
づ
●
灸
損
害
賠
侭
購
求
と
Ｌ
て
請
求
の
超
冒
記
戦
の
各
金
員
の
支
払
い
と
本
件
蘇
状
送
連
の
翌

日
で
あ
る
昭
和
五
○
年
七
月
九
日
か
ら
支
払
ず
象
蜜
で
民
法
爾
定
の
年
五
分
の
翻
合
腱
よ
る
遅
延
擾
篝
金
の
支
払
を
求
め
る
。

二
購
求
原
因
に
対
す
る
題
香

１
賄
求
原
因
１
，
２
の
事
実
は
露
あ
る
。

２
同
３
、
筒
仙
の
事
実
は
露
め
る
．
但
し
、
本
件
審
故
車
の
事
故
時
の
速
度
は
時
速
約
五
○
キ
戸
メ
ー
ト
ル
で
は
な
く
、
時
速
約
四
五
な
い

し
五
○
キ
厚
メ
ー
ド
ル
で
あ
っ
た
。

周
３
興
箇
側
の
毒
束
牢
、
■
一
尉
が
倉
ら
窪
遮
霧
箸
と
し
で
運
行
鐙
令
を
発
し
た
こ
と
農
め
る
銃
、
厨
人
普
霊
義
軍
蓬
季
ろ

資
格
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
の
主
鰻
は
争
う
。
自
衛
隊
に
お
い
て
幹
部
が
自
衛
隊
車
両
を
運
転
す
る
場
食
通
達
上
も
幹
部
特
技
過
程
を
陸
ア

し
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
な
く
、
公
安
委
員
会
の
定
め
る
運
転
免
酔
を
有
し
て
い
れ
ば
足
り
、
ま
た
幹
郡
の
換
縦
に
つ
い
て
は
部
欧
等
の
長
が
必

要
と
露
め
た
場
合
に
は
命
じ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
、
部
隊
の
行
動
時
と
か
非
幡
蹄
に
隈
る
と
か
の
限
定
は
な
く
、
垂
■
琴
尉
ぼ
、

惠
建
上
自
衛
墜
早
両
鰯
雲
理
守
に
闇
す
る
連
の
連
用
程
つ
い
で
」
今
逼
蓮
画
に
基
鄙
い
て
、
資
格
を
有
す
る
幹
部
と
し
て
自
ら
を
型
疋
し
た
も
の
で
あ

り
、
．
他
に
運
義
を
命
じ
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
都
隊
等
の
長
雷
あ
《
■
■
一
厨
の
椎
限
で
あ
る
か
ら
法
的
に
問
題
が
な
い
．
さ
ら

に
蕎
襄
瞳
駐
屯
蕊
霞
豊
務
に
含
璽
芋
、
■
一
鰯
が
膨
鴎
勤
誘
の
隙
員
を
腫
隙
に
復
繍
菖
篭
、
廓
要
の
溺
蕃
鳶
う
腱
か
厨

属
の
隊
員
に
教
育
を
施
す
こ
と
は
会
計
隊
長
の
職
務
範
囲
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
平
常
業
務
の
一
環
で
も
あ
る
か
ら
、
か
か
る
業
諮
を
他
部
磁

に
依
顔
す
べ
き
も
の
で
な
い
。

亡
■
■
、
原
嬉
■
■
■
■
は
法
定
相
銃
分
に
応
じ
右
鎖
害
賎
億
購
求
櫓
を
二
分
の
一
ず
つ
相
続
に
よ
り

■
■
■
■
■
宛
亡
し
た
た
め
、
・
同
人
の
相
総
分
を
、
法
定
相
魏
分
に
応
じ
、
原
舎
酉
■
■
ロ
ば
三
分
○
一

■
■
■
や
．
且
■
■
■
一
同
■
■
■
毒
圃
画
■
■
■
字
、
同
酉
■
■
再
蔽
そ
れ
ぞ
れ
二
一
分
の
二
ず
つ
相
鶴
に
生
り
取
得
し
た
。
・

㈲
慰
藷
料

仙
皇
■
■
、
亡
■
は
圭
笠
季
故
に
聖
，
亡
■
其
な
い
冬
天
の
籍
神
的
薔
窟
窟
募
た
報
こ
れ
鳴
子
る
慰
錘
駕
臓
各
金
二

○
○
万
円
が
相
当
で
あ
る
。

慰
薪
料
は
金
四
○
○
万
円
が
相
当
で
あ
る
。

間
右
側
の
驚
湧
警
恩
■
■
亨
亡
■
に
お
い
て
各
二
分
の
一
顎
っ
相
腕
し
た
の
ち
皇
■
冨
鋭
分
謹
さ
ら
に
嶬
告
ら
に

鶴
鶏
鶉
驚
鶉
隷
蕊
騎
蕊
蕊
瀧
蒸
篭
篭
謹
じ
た
同
四
九
三
（
一
ぢ

１
１
１
１
日

』
■
車
、
風
■
■
■
■
車
、
同
■
■
■
■
は
毛
利
剰
利
。
一
分
の
二
ず
つ
相
鰹
に
よ
り
取
得
し
鋸

③
仮
に
置
務
不
履
行
に
裁
弓
い
て
は
原
告
ら
固
樹
の
慰
藷
料
購
求
糧
が
露
め
ら
れ
な
い
と
す
る
左
ら
ぱ
亡
■
■
本
人
・
慰
藷
料
を
鯖
率
す
る
。

す
な
わ
ち
、
亡
■
賎
本
件
事
故
腫
襲
り
年
若
く
し
て
両
親
を
残
し
死
亡
す
る
の
や
む
な
ぎ
に
至
り
特
神
的
苦
痛
を
受
け
だ
が
、
こ
れ
種
対
す
る

鷺
■
■

㈲
相
統

七
歳
堂
で
既
労
可
飽
電
そ
の
間
右
第
一
計
算
書
記
載
の
と
お
り
の
収
入
を
得
た
は
ず
で
あ
り
会
謹
鱈
琢
子
定
日
の
翌
日
以
降
昭
和
四
五
年
室
で

は
総
理
府
統
計
局
編
三
一
面
日
本
銃
計
年
鑑
四
○
四
頁
瞳
梁
別
の
企
衆
規
模
お
よ
び
年
齢
陶
級
別
男
掴
に
よ
り
、
同
四
六
年
か
ら
同
四
九
年
童
で

は
各
年
の
量
金
セ
ン
サ
ス
麗
桑
計
男
子
労
儲
毫
潭
謝
商
卒
年
齢
別
平
均
鶴
埠
禰
に
よ
拠
酢
同
五
、
毒
孟
以
降
に
つ
い
て
は
同
年
度
の
箪
金
セ
ン
サ
ス
の

宕
周
欄
に
よ
り
算
出
し
た
。
）
、
在
磁
申
及
び
隣
騒
後
を
通
じ
、
生
活
費
と
し
て
右
収
入
の
五
割
を
控
欧
し
、
昭
和
雲
一
年
分
以
降
に
つ
い
て
晦

年
五
分
の
甑
合
に
よ
る
中
間
利
息
を
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
方
式
に
よ
り
控
除
す
る
煮
亡
■
■
万
死
亡
に
よ
る
得
ぺ
か
り
し
利
益
の
塞
天
に
よ
る
鎖
筈

の
昭
和
喜
皐
一
月
一
日
時
に
お
け
る
墨
画
は
金
一
天
五
○
万
五
九
七
七
円
で
あ
る
。

料
債
桧
鷺
原
筈

は
三
分
の
言

、
園
■
■
同
■
■
同
■
■
、
凸



一
亡
■
■
が
本
件
事
故
当
時
、
瞳
上
自
衛
戯
堕
二
三
一
会
計
犀
所
属
の
自
衛
官
で
一
・
等
陸
士
で
あ
っ
た
こ
と
、
原
告
ら
主
喪
の
日
時
楊
所
で
、

■
一
臺
霊
の
本
僻
事
絞
車
域
対
庫
窪
行
し
室
建
施
嚥
■
■
鷺
●
ハ
ト
鬘
ツ
ク
と
鍾
突
し
．
そ
の
た
め
本
俸
事
絞
車
腱
圃
驫
」

て
い
た
亡
■
■
溌
受
雷
し
、
翌
日
死
亡
し
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
当
事
署
間
に
争
い
が
な
い
。

二
成
立
庭
争
い
の
な
い
乙
第
二
号
鉦
、
鍵
ふ
一
■
■
■
か
註
官
及
び
弁
騎
○
全
趨
旨
を
総
合
す
る
と
、
本
件
率
故
当
日
、
岩
見
沢
の
第
三
二
七

篝
肇
壷
爵
響
箪
塁
雲
と
じ
て
派
遺
さ
れ
て
き
て
い
た
扉
一
霞
士
が
雲
謡
馨
了
し
た
。
で
圃
人
蜜
原
隊
庭
送
，

届
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
当
時
鐘
菫
一
三
全
錘
懸
睡
腫
朧
白
漏
隊
の
墓
阿
操
総
孚
の
審
落
を
有
し
て
い
る
者
が
な
ぐ
、
鈴
郁
で
公
李
釜
舂
壕
会
の
運

転
免
許
を
有
し
て
い
凸
■
塞
諦
頃
も
当
日
不
在
で
あ
っ
た
の
と
案
務
連
絡
の
都
合
上
同
じ
く
公
安
委
員
会
、
運
義
免
静
を
有
し
て
い
る
右
会
計
隊

長
至
■
ロ
ー
尉
が
自
堕
浬
霧
し
て
行
く
こ
と
と
し
、
そ
の
験
会
計
隊
長
で
あ
る
同
人
と
し
て
、
約
一
か
月
苅
に
公
安
委
員
会
の
運
転
免
貯
證
取
得

し
、
将
来
操
縦
手
の
演
狢
麓
取
得
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
亡
■
車
に
、
そ
の
敦
育
準
備
と
し
て
通
路
状
況
の
把
鐙
、
車
両
操
縦
の
実
地
の
見

学
、
・
第
三
二
七
会
計
隊
の
見
学
等
の
ほ
か
運
転
助
手
溌
勘
め
さ
せ
る
目
的
で
同
乗
睦
命
じ
、
右
第
三
二
七
会
叶
隊
嬉
一
■
■
一
等
隆
士
を
送
り
届

喰
帰
隊
す
る
途
中
に
本
件
悪
故
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
醜
め
ら
れ
、
他
に
右
遍
雲
霧
ヱ
壬
噂
す
る
評
箆
賦
な
い
。

三
と
こ
ろ
で
、
彼
冒
国
が
一
鮫
的
に
公
燕
遼
行
の
た
め
に
欝
置
す
べ
鴬
施
設
若
し
く
は
器
具
等
の
鋤
祷
墨
童
塞
腫
あ
た
っ
て
、
公
譲
員
の
生
命
及

ぴ
健
康
等
を
鏡
慶
か
ら
樫
霞
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
、
い
わ
ゆ
る
安
全
配
虚
謹
霊
重
曹
翼
っ
て
い
る
こ
と
は
当
霧
塞
函
置
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
赫
答
の
表
蔑
読
は
篭
肯
が
公
務
の
執
行
の
た
め
の
人
的
翰
箭
謝
濫
騨
及
び
動
蕃
零
件
等
を
支
配
鱈
理
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
い

う
べ
く
、
従
つ
で
本
来
の
職
務
櫓
限
な
い
し
は
上
可
の
命
を
曇
け
て
右
塞
配
替
理
の
菜
務
に
従
事
し
て
い
る
者
は
劾
菩
の
室
雰
菫
配
慮
謹
諮
の
履

行
に
つ
い
て
の
厨
雲
理
蝉
切
者
に
あ
た
る
も
の
ど
解
す
る
の
が
鞄
罷
ヨ
で
あ
る
。

第
三
．
証
謁
（
稽
賂
〕

同
４
㈲
の
被
告
が
原
告
ら
に
対
し
、
原
告
ら
主
喪
の
金
員
を
支
弘
つ
た
こ
と
偉
露
め
る
。

同
３
，
口
の
密
室
桑
返
披
告
が
扉
箭
に
安
全
爾
馨
姪
季
移
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
霞
め
る
が
、
士
翠
義
務
健
被
告
が
公
蓉
貝
の
管
理
者
と
じ
て

公
務
逮
行
に
当
た
る
公
務
員
の
安
全
を
配
慮
す
ぺ
き
謡
務
で
あ
っ
て
、
車
両
の
運
行
に
関
し
て
は
、
右
製
誘
の
内
容
は
、
車
慰
の
整
備
に
つ
い
て

充
昔
悪
、
爵
瞥
争
べ
鳥
警
防
等
る
聖
ぅ
豊
富
鴬
、
爵
農
単
る
蓄
建
そ
の
任
に
享
る
曹
あ
て
、
驫

着
に
対
す
る
安
全
教
育
等
を
行
う
義
務
、
に
つ
費
葛
も
の
で
あ
る
。

襄
右
篇
の
履
鼎
助
看
一
は
雲
務
の
鼻
か
ら
Ｌ
て
公
曹
管
撃
る
地
位
に
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
蔓
し
、
弩
・
被
蓑
負
う
右

の
巳

塗
務
を
具
体
化
す
愚
た
め
の
任
務
に
つ
い
て
い
る
掲
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
告
ら
が
披
告
の
右
醸
務
の
履
行
補
助
者
と
主
彊
す
る
酉
■
一
尉

惟
白
筋
車
の
運
転
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
絃
管
が
負
う
右
墨
毒
廼
を
具
体
化
す
る
た
め
の
任
務
に
従
事
し
て
・
い
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

被
告
の
履
行
補
助
者
と
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
・

・
同
含
う
ち
．
亡
専
幽
隻
塁
鳳
圓
、
拳
歴
、
陸
上
圓
繍
酸
の
入
職
同
、
膝
戯
予
逮
圖
鱗
原
皇
褒
・
と
鼈
，
で
鰯
る
こ
と
、
同
人

は
満
六
七
蔑
黄
で
就
労
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
同
人
の
生
活
蜜
が
収
入
の
五
劉
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
の
余
の
事
実
は
不
知
。

同
４
㈲
の
各
事
実
中
原
告
ら
の
身
分
関
係
及
び
亡
口
車
該
主
喪
の
日
に
死
亡
し
た
こ
と
は
い
ず
れ
も
縄
あ
る
が
、
そ
の
余
は
不
知
。

同
４
国
の
事
実
は
争
う
。
原
告
ら
と
被
告
と
の
間
に
は
被
告
が
原
告
ら
に
対
し
て
安
全
配
慮
義
務
を
負
担
オ
る
よ
う
な
特
別
な
関
係
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
原
管
ら
隠
直
務
不
屡
打
に
茎
固
く
固
有
の
慰
籍
料
鯖
丞
描
は
な
い
。

蕊
総
鶴
篭
謹
鱈
騒
謹
蕊
蕊
謹
蕊
蕊
雛
謡
生
じ
喬
四
九
五
（
禿
）

３
風
３
，
貝
側
側
の
う
ち
、
■
一
尉
繋
僻
事
裁
当
時
自
衛
隊
率
爾
の
簔
震
が
三
Ｃ
Ｏ
学
嘆
劉
‐
ト
ル
く
ら
い
で
あ
っ
鑓
こ
と
腱

識
溌
淵
灘
雲
伺
喜
一
種
・
運
囑
免
陦
僅
駁
得
し
、
毒
事
欽
豐
鬘
絢

罷
め
る
が
、
そ
の
余
の
主
袈
は
争
う

一
万
三
三
，
５
キ
陣
盆
ｌ
ト
ル
の
運

同
３
、
“
蝿
恩
主
驚
争
う
告
■
に
同
蕊
を
命
じ
念
の
罐
、
同
人
に
封
し
董
蕊
掌
と
Ｌ
で
の
馨
与
え
る
た
め
の
鮫
育
箪
に
織
篭

の
技
術
測
錬
に
限
ら
ず
経
路
の
選
琿
露
鍵
安
全
運
行
、
そ
の
也
他
部
躍
等
と
の
連
絡
粟
務
を
怠
迩
）
・
を
施
す
目
的
で
同
乗
を
命
じ
た
も

の
で
あ
る
。

理
・
由

四
九
六
（
舌
）



あ
り
、
竪
腫
争
い
の
な
い
甲
第
一
四
号
匪
の
一
な
い
し
九
に
惠
と
、
§
■
■
、
亡
■
烹
唇
■
の
潟
人
腫
鐙
ら
ず
．
童

た
．
鳳
含
ら
以
外
に
古
■
の
禰
鍾
人
輝
ぃ
涯
ぃ
こ
と
淑
麗
め
ら
れ
愚
：
瞥
喫
右
Ｉ
の
篝
陪
侭
憧
糧
を
亡
■
皇
■
■
健
二

分
の
一
ず
霜
誓
雲
り
取
得
し
、
更
に
、
亡
■
の
死
忘
よ
り
、
鬮
人
霜
銃
分
菱
原
告
■
甲
三
分
。
｜
、
他
の
康
告
ら
陣
そ
れ
ぞ

四
九
八
全
己

は
、
事
故
当
時
一
等
陸
士
一
号
棒
の
給
与
竜
得
て
い
た
が
、
事
故
に
よ
り
死
亡
し
な
け
れ
ば
昭
和
四
二
隼
・
○
月
一
日
士
長
一
号
俸
に
昇
給
し
、

自
衛
隊
を
昭
和
四
三
午
一
月
九
日
に
験
隊
す
る
富
で
に
別
綴
第
二
計
算
書
目
顯
載
の
本
俸
、
期
末
手
当
、
退
願
金
等
窪
得
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
が

麗
め
ら
説
、
亡
一
■
志
生
活
喪
と
Ｌ
て
収
入
の
五
創
を
要
し
た
こ
と
朧
当
事
塞
間
程
争
い
が
な
い
の
モ
、
右
収
入
か
ら
右
の
創
合
に
よ
る
生
活
饗

を
控
除
し
、
さ
ら
に
銅
五
分
の
割
合
に
典
掌
間
利
息
を
ラ
ィ
プ
ー
ラ
ッ
方
式
に
よ
り
控
酸
す
る
と
、
亡
■
の
自
衛
隊
在
隊
予
定
期
間
中
の
逸

失
利
益
の
死
亡
時
の
現
価
は
金
一
○
万
九
九
五
九
円
で
あ
る
こ
と
が
霞
め
ら
れ
る
。

造
画
悪
添
、
本
件
事
故
に
よ
り
死
亡
し
な
げ
れ
ぽ
、
自
衛
隊
除
隊
後
満
六
七
歳
に
な
る
霞
で
就
労
可
髭
で
あ
っ
た
と
と
減
当
事
者
間
に
争
い
が
な

く
、
そ
の
閥
箕
金
セ
ン
サ
ス
産
梁
計
、
企
桑
規
模
武
男
子
労
働
者
新
商
卒
翻
愚
和
四
二
革
度
か
ら
同
四
九
年
度
雀
で
推
各
年
度
の
右
同
欄
に

生
り
、
・
昭
和
五
○
年
度
以
降
晦
同
年
度
の
右
同
掴
腱
よ
る
。
）
の
各
年
醗
に
お
け
る
収
入
と
同
程
度
の
収
入
を
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
溌
麓
さ

れ
る
と
こ
ろ
．
亡
■
望
活
塞
し
て
収
入
皇
割
を
要
し
た
こ
と
は
臺
雷
に
争
い
が
溌
い
の
で
、
右
の
額
墓
除
し
、
富
ら
に
年
五
分

の
割
合
に
よ
る
中
間
利
息
を
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
方
式
に
よ
り
控
除
す
る
と
『
告
口
■
で
自
衛
隊
退
職
後
の
逸
失
利
益
の
死
亡
時
の
現
価
は
、
別
紙
第

一
許
算
智
目
記
載
の
と
お
り
、
金
一
七
九
八
万
八
二
○
五
円
で
あ
る
こ
と
が
鍾
珍
ら
れ
ろ
．
．

よ
っ
て
、
・
亡
』
■
の
死
亡
に
よ
る
得
ぺ
か
り
し
利
益
喪
失
に
よ
る
損
害
は
合
計
金
一
八
○
九
万
八
一
六
四
門
と
な
る
。

２
相
鏡
．

直
■
卓
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
に
出
生
し
た
』
芝
や
■
■
■
■
■
■
■
を
卒
業
稜
↓
昭
和
四
一
年
一
月
一
○
日
陸
上
自
衛
隊
に
二
年
任
期

隊
員
と
し
て
入
隊
し
●
た
こ
と
、
本
件
事
故
に
よ
り
死
亡
し
な
げ
れ
ぽ
昭
和
四
三
年
一
月
一
九
日
ま
で
自
衛
隊
に
窪
隊
し
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
当

事
審
問
に
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
成
立
に
争
い
の
な
い
甲
第
一
三
号
錘
の
一
な
い
し
三
な
ら
び
に
弁
議
の
窪
趣
旨
に
よ
る
と
や
亡
一
■
・

輝
講
灌
溌
鑪
鱒
雛
篭
鶉
蕊
講
蕊
雛
雛
睡
蓮
じ
た
厨
四
九
七
（
二
）

ぱ
な
ら
な
い
。

四
農
琶

。
◆
◆

１
逸
失
和
益

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
右
の
点
に
お
い
て
履
行
穂
助
看
た
皇
■
巴
尉
に
華
い
て
安
全
配
慮
義
務
の
不
腫
行
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
ぺ
く
、
原

告
ら
の
そ
の
余
の
主
頚
に
つ
い
て
判
断
す
る
漠
で
も
な
く
拘
本
件
事
故
に
よ
ゎ
て
生
旭
た
鎖
害
を
陪
償
す
べ
誉
義
務
が
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ

る
と
、
事
坐

拠
は
な
い
．

蔑
蚤
翼
腱
者
と
ゞ
■
｜
農
専
豊
と
し
て
そ
の
鶴
下
で
鯵
墨
亡
軟
嘉
轌
し
て
、
駕
篭
の
蓋
塁
臺
る

熈
遮
雷
譽
趣
、
鰯
鍾
わ
ら
で
鎮
零
徴
齋
を
し
て
篝
、

等
の
た
め
同
乗
を
命
じ
、
車
両
逐
講
を
糟
謡
悪
散
青
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
亡

と
同
視
一
す
る
こ
と
渉
で
き
、
徒
つ
一
一
■
ロ
ー
尉
は
事
故
当
埼
亡
■
■
万
上
司
と
し
て
支
配
管
理
の
案
務
腫
従
事
し
被
告
の
安
全
配
慮
藷
務
の
屡
行

鹸
砧
幌
蕊
蕊
華
灘
蕊
溌
唖
龍
悪
蠅
溌
職
僅
誹
羅
議
蜜
醗
鯵
風

補
助
者
と

と
こ
ろ
が

が
降
雨
の
た
め
溺
れ
て
い
た
ぽ
か
り
で
な
く
、
錨
篭
が
新
し
い
た
め
柚
が
叱
諺
職
て
い
て
《
極
め
て
ス
リ
プ
プ
し
や
す
い
状
愈
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
■
｜
露
と
し
て
ば
篭
謹
喜
喜
、
鐙
掻
な
鱈
合
腫
臓
い
つ
で
も
急
鱈
草
し
て
義
，
シ
ソ
毒
籏
慧
避
け
る
こ
と
誠
で
誉
る
曇
。

漣
藍
霧
震
行
の
播
樗
達
し
て
喜
政
の
發
窒
を
審
無
に
防
止
す
べ
き
澤
毒
鐸
塞
露
添
参
る
の
●
に
こ
れ
を
怠
艮
か
え
っ
て
興
起
し
て
毒
有
し
た
過
失
に
よ

り
遺
路
中
央
銀
を
越
え
て
反
針
単
録
に
遡
入
さ
せ
た
た
め
醗
皇
し
た
も
の
、
右
の
事
実
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
く
、
前
館
乙
第
一
喜
註
に
よ

る
と
、
事
故
聡
庭
お
け
る
本
件
事
故
車
の
時
速
ば
四
五
な
い
し
五
○
キ
ロ
メ
Ｉ
ト
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
無
樋
に
右
認
定
麹
左
右
す
る
鉦

座
り
の
能
競
八
超
あ
る
こ
み

■
塁
■

』
も
に
凌
定
隅
塊
分
限
建
っ
て
圏
評

亡
し
た

■
の

こ
ろ
で



五
○
○
（
舌
）

と
し
、
騨
譲
費
凋
の
負
担
に
つ
い
て
民
事
諒
訟
法
八
九
鍵
垂
菓
、
九
三
条
を
適
用
し
、
仮
執
行
嘉
日
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
附
す
る
の
が
相
当

ぞ
な
い
か
ら
こ
れ
を
階
さ
な
い
こ
と
と
し
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
昭
和
五
三
年
九
月
五
日
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
七
部
）

翌
日
で
あ
る
こ
と
が
記
録
上
明
ら
か
な
昭
和
五
○
年
七
月
九
日
呆
件
侭
務
は
債
務
函
鰹
行
に
基
づ
ゃ
損
害
謄
伎
債
務
で
あ
る
か
ら
蝋
告
す
な
わ

ち
本
件
に
お
い
て
は
誘
択
送
達
槌
よ
・
っ
て
遅
滞
に
陥
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
）
か
ら
支
誕
ず
象
童
で
鴎
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
上
る
遅

延
損
害
金
を
求
め
る
限
度
で
理
由
が
あ
る
か
ら
こ
れ
を
正
当
と
し
て
認
容
し
、
そ
の
余
は
理
由
が
な
い
か
ら
こ
れ
を
失
当
と
し
て
棄
却
す
る
こ
と

鶏
霧
龍
溌
錨
鱈
懸
蕊
蕊
鑑
識
蕊
難
雛
器
生
じ
た
厨
四
九
九
（
言

曾
懲

、 §
■
■
、
亡
■
唇
■
を
本
件
事
故
堤
り
失
嶺
臭
の
糖
神
的
冨
蔓
け
た
こ
と
健
容
易
腫
推
認
き
れ
る
と
こ
渇
で
あ
り
、

右
薔
痛
渥
対
す
る
慰
霜
料
臓
各
金
二
○
０
万
円
が
栢
当
で
あ
る
こ
と
が
露
ぁ
陰
れ
．
育
記
雷
と
謡
，
．
亡
■
の
髻
に
茨
，
、
同
人
の
右

僚
糎
を
、
原
鶴
■
ロ
ロ
ロ
は
三
分
の
一
、
他
の
原
告
ら
は
二
一
分
の
二
ず
つ
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
こ
と
が
罷
め
窟
混
る
。
．

と
こ
ろ
で
園
被
告
は
鐘
務
不
腫
行
の
場
合
に
噂
遺
族
固
宥
の
慰
蕊
料
論
求
棲
は
認
め
ら
れ
な
い
ど
主
鰻
す
る
が
？
俄
務
不
履
行
の
鰯
合
と
い
え

ど
も
右
不
履
行
と
相
当
因
果
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
原
告
ら
遺
族
固
有
の
慰
籍
料
請
求
権
が
露
め
ら
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

か
ら
、
被
告
の
右
主
霊
は
採
用
で
き
な
い
・
・

４
損
害
の
填
補

原
管
酉
■
ロ
ロ
と
亡
■
■
が
．
・
被
告
か
ら
、
遺
族
禰
償
一
時
金
《
超
鍵
蒲
役
金
、
退
官
退
職
手
当
と
し
て
金
八
八
万
八
○
八
○
円
の
蓑
払
を
受
け

函
率
雲
一
恒
巨
■
ぱ
右
金
員
宮
一
分
の
二
、
他
の
原
告
ら
ば
二
．
一
分
の
一
ず

た
こ
と
は
当
事
著
聞
権
争
い
が
な
い
と
こ
ろ
、
弁
醗
の
全
趨
旨
か
ら

２
そ
れ
ぞ
れ
、
原
告
ら
の
右
損
害
賠
倹
僚
楢
腱
充
当
し
た
こ
と
が

韮 れ
、
二
一
分

３
慰
藷
料

二
一
分

鍵
Ⅱ
竿
韓
珊

_

の
二
ず
つ
相
腕
腫
よ
り
取
得
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

■

忠
一
◆

魁
一

易
雲
、
畠

×
料
唖

：

農
．
誉

－

一
四
一
四
万
五
負
六
円
、
暦
塵
一
国
ロ
口
車
、
園
一
ロ
ロ
ロ
ロ
ー
圃
室
ロ
ロ
ロ
国
、

れ
各
金
一
○
一
万
四
円
と
な
る
こ
と
ば
計
数
上
明
ら
か
で
あ
る
。

は
全
一
四
一
四
万
五
六
円
、
原
管
一
口
■
■
写
圃
一
■
■
■
一
園
一
■
画

各
金
一
○
一
万
四
円
及
び
右
各
金
員
庭
対
す
る
本
件
訴
抜
澤
達
の
日
の
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五
○
四
（
天
）

被
控
豚
人
（
階
帯
控
騨
人
）
ら
代
理
人
は
、
控
訴
泰
却
の
鞠
決
を
我
め
、
附
帯
控
訴
を
し
た
上
、
請
求
を
一
部
拭
張
し
て
「
原
判
決
聾
次
の
と
お

り
変
更
す
る
。
附
帝
銭
控
雰
人
は
、
附
帯
鐘
解
人
口
■
■
■
て
対
し
金
一
七
八
六
万
三
四
六
三
円
及
び
内
金
一
六
五
三
万
○
一
三
○
円
に
対
す
る

昭
和
理
一
年
六
月
三
○
日
か
ら
、
内
金
一
三
一
芳
昌
言
三
門
に
対
す
る
昭
和
五
四
年
三
月
七
日
か
ら
各
支
払
ず
銭
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る

金
員
を
、
附
帯
控
蘇
・
と
■
■
■
二
同
■
■
■
■
奄
圃
一
■
■
■
再
・
同
■
■
■
■
一
同
一
■
■
■
一
同
■
■
■
■
■
、
同
■
■
■
■
再
対
し
各
金

三
七
万
三
四
七
円
及
び
内
全
一
毛
万
五
九
六
一
円
に
対
ず
ろ
昭
和
四
一
華
六
月
三
○
日
か
ら
、
内
金
九
万
茎
三
八
円
腱
対
す
る
昭
和
五

四
年
三
月
七
日
か
ら
各
支
私
ず
義
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
要
る
金
員
を
そ
れ
亭
れ
支
払
え
。
解
舩
費
用
は
、
第
一
、
一
悪
と
も
附
帯
被
控
諒
人
の

負
錘
と
す
る
。
』
と
の
判
決
及
び
仮
執
行
の
宣
言
巻
求
め
た
。

二
当
事
者
双
方
の
事
実
上
の
主
喪
及
び
証
拠
の
関
係
は
、
次
の
と
お
り
付
加
訂
正
す
る
峰
か
、
原
判
決
事
実
摘
示
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、

・
こ
れ
を
引
用
す
る
亀
だ
し
、
原
判
決
五
枚
目
裏
五
行
目
に
詞
拝
繕
遅
垂
ご
と
あ
る
の
を
霊
蛋
墨
翌
悪
喜
と
、
同
一
○
枚
目
裏
一
○
行
目
か

ら
二
行
目
に
か
け
て
副
浬
転
綾
経
」
と
あ
る
の
を
．
『
運
霊
経
歴
」
と
町
正
す
る
今
）
。

企
争

（
控
廃
人
・
附
帯
被
控
豚
人
の
主
彊
）

１
国
が
公
務
員
に
対
し
定
食
②
安
全
配
慮
義
務
と
は
、
国
全
の
履
行
補
助
菱
）
が
、
闇
又
は
上
司
の
指
示
の
も
と
に
公
務
員
の
遂
行
す
る
公

務
を
笹
理
す
る
庭
当
た
っ
て
、
公
議
員
の
生
命
及
び
鰭
康
等
を
危
険
か
ら
保
霞
す
る
よ
う
適
切
な
塵
慮
を
す
る
義
務
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
右
義

務
は
、
当
骸
公
務
の
遂
行
に
当
た
る
公
務
員
が
右
公
務
の
遂
行
上
負
且
べ
誉
無
意
義
務
と
は
異
涯
る
も
の
で
あ
る
．

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
譲
る
と
か
二
■
画
一
園
が
国
の
安
全
麗
慮
露
務
の
履
行
補
助
者
と
し
て
亡
一
■
■
鹿
対
し
て
負
っ
て
い
た
銭
務
ば
、
車
両
の
整

陶
に
つ
い
て
十
分
留
恋
し
、
車
両
か
ら
生
ず
べ
き
危
険
を
防
止
す
る
よ
う
国
庫
す
る
銭
誘
、
車
両
を
運
義
す
る
者
と
し
て
そ
の
任
に
適
す
る
持
溺

を
有
す
る
者
を
選
任
し
、
当
蝕
車
両
運
義
桑
濫
を
行
う
上
で
の
特
有
な
安
全
喉
の
注
意
を
与
え
る
等
の
義
窃
に
尽
き
る
。
一
■
口
尉
は
、
本
件
車

両
運
転
着
と
し
て
自
ら
畠
任
し
た
の
垂
あ
る
が
、
こ
の
点
に
臓
何
ら
右
安
令
配
慮
義
溢
に
違
背
す
る
事
由
職
な
か
っ
た
も
亀
あ
る
．
■
｜

尉
を
週
任
し
た
こ
と
が
右
唆
全
麗
臓
義
務
逮
反
に
当
た
る
と
い
え
る
の
ほ
、
・
霊
を
運
転
看
腫
当
て
れ
ば
本
件
の
よ
う
な
交
通
事
故
の
発
生
巻
予
《

3 2 1一

第
二
審
判
決
の
主
文
、
事
実
及
び
理
由

主
・
文

●
●

原
判
決
中
控
澆
入
（
附
密
彼
控
解
人
）
敗
詠
の
部
分
を
取
り
糖
す
。
・
・

被
控
解
人
（
附
帯
控
解
人
）
ら
の
諮
求
雪
審
曄
お
い
て
拡
謹
さ
れ
た
分
を
含
む
。
）
及
び
附
帯
控
瞬
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

蘇
詮
費
用
は
、
第
一
、
二
審
と
も
被
控
諒
人
（
附
帯
控
蘇
人
）
ら
の
負
担
と
す
る
。

事
実

控
訴
人
（
附
帯
絃
控
訴
◇
代
理
人
ほ
、
主
文
同
旨
の
判
決
を
求
め
た
。

鶏
鰐
鶏
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鶉
舗
蕊
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霊
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じ
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五
○
三
（
一
毒
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恩
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十
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黒

［
評
碍
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函
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Ｉ
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．
Ｈ
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函

１
頁
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酌
“
画
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Ｉ

Ｐ
胃
画
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一
●
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１
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彗
邑
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野
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、
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■

的
、 震 陽 露
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』
ミ
邑
商
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野

（
湯
雲
雪
胃
届
十

§．
■

旨
ｓ

α
画

､

震

●
６

､

旬

の
“

、

■
『
毎
画
．
奄
．

餉
樗

､

、
○
一
樟
画
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“
●
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×
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的
．
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い

、
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』
の
●
や
再
つ
つ



・
・
五
○
六
墨
Ｓ

駒
手
方
に
対
し
て
億
銭
期
上
負
う
蕊
諮
」
（
溌
商
譲
判
所
昭
和
五
○
年
二
月
二
五
日
判
決
）
で
あ
っ
て
、
し
か
も
当
骸
公
務
員
自
身
の
安
全
に
公

務
を
遂
行
す
る
義
務
に
伴
っ
て
発
生
す
る
危
険
又
は
損
害
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
規
漣
冒
蒙
賠
償
法
一
条
犀
民
法
七
一
五
条
等
）
に
よ
る
解

決
が
雫
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
雷
あ
る
。

２
安
全
配
慮
義
務
途
反
に
基
づ
く
損
害
鯵
俊
債
務
略
・
不
法
行
為
規
範
の
中
で
は
な
く
、
契
釣
法
的
規
範
の
中
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
愚
か

ら
、
遅
延
讃
害
金
の
起
算
点
に
つ
い
て
も
契
約
法
規
範
に
従
う
べ
き
碓
当
然
電
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
履
行
期
に
つ
い
て
へ
事
故
直
後
の
賠
償
請

求
の
事
実
等
、
付
遅
滞
●
の
効
果
を
も
た
ら
ず
特
別
事
備
の
立
証
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
右
鎖
害
賠
徴
僚
務
睦
期
限
の
定
め
の
な
い
僚
誘
と
し
て
民

法
四
一
二
条
三
項
に
従
い
、
雁
行
の
蔚
求
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
世
淫
滞
の
効
暴
が
生
じ
る
こ
と
礎
な
る
担

３
安
全
麗
慮
義
窃
逮
反
に
基
づ
く
鎖
害
鱈
償
購
承
は
、
前
述
の
と
お
り
契
約
法
的
規
範
の
中
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
公
地
位

に
あ
る
の
は
亡
■
蚕
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
鴇
固
有
の
慰
篝
が
青
露
さ
れ
る
た
め
に
ば
↓
控
訴
人
と
被
控
訴
人
ら
と
の
間
に
遺
族
の
糖
神

的
苦
描
を
も
補
償
す
毛
よ
う
な
、
い
わ
ば
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
ご
と
き
淺
襟
関
僚
が
形
虞
さ
れ
て
い
る
秘
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
僅
槌
お
い
て
へ
か
か
る
礁
別
の
率
僑
の
主
謹
、
立
証
は
な
い
か
ら
、
橡
窪
蘇
人
ら
固
有
の
騒
蕃
料
を
認
め
る
余
地
は
な
い
。

（
被
控
扉
人
・
附
帯
控
訴
人
ら
の
主
喪
）

１
損
害
及
び
遅
延
損
害
金
に
関
す
る
主
喪
を
次
の
と
諮
り
改
め
る
過

㈲
原
判
決
七
枚
目
表
六
行
目
に
「
別
紙
第
一
許
穿
鐵
」
と
あ
る
の
を
「
別
綴
第
二
許
嫁
書
目
」
と
、
同
八
行
目
に
。
「
別
鱗
第
一
計
纂
宮
と
あ

る
の
を
「
別
謡
第
二
計
算
書
伺
置
と
、
同
九
行
目
の
「
右
験
欧
予
定
日
の
」
か
ら
同
裏
一
行
目
の
『
周
四
九
年
ま
で
朧
』
雲
で
を
二
画
隙
隊
後
昭

和
五
二
年
霞
で
は
」
と
、
同
二
行
目
に
『
同
五
○
」
と
あ
る
の
を
「
同
五
室
ご
・
と
改
め
、
同
五
行
目
か
ら
六
行
目
腰
か
け
て
「
昭
和
五
一
皐
分
以

降
に
つ
い
て
は
、
」
と
あ
る
の
塗
削
り
、
同
八
行
目
に
「
昭
和
五
一
革
一
月
一
日
時
』
と
あ
る
の
を
「
死
亡
時
」
と
、
同
九
行
目
に
「
全
一
八
五

○
万
五
九
七
七
円
」
と
あ
る
の
を
「
金
二
一
五
二
方
七
七
五
六
円
』
と
改
め
、
同
三
褒
目
及
び
二
三
枚
目
の
第
二
計
算
書
目
を
本
判
決
別
紙
の

と
お
り
改
め
る
。

見
し
、
又
は
予
見
し
得
た
の
に
、
あ
え
て
運
藷
箸
に
当
て
た
楊
合
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
次
に
述
べ
る
と
お
り
、
本
件
は
右
の
よ
う
な

場
合
に
全
く
当
た
ら
な
い
。
ま
な
わ
ち
、
本
件
事
故
車
両
の
運
転
者
を
選
任
す
る
に
際
し
て
は
、
業
窃
目
的
が
他
部
隊
へ
欧
員
毒
送
り
綴
け
る
こ

と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
骸
車
両
を
危
険
な
く
運
蕾
走
行
で
き
る
ご
く
通
信
の
運
転
鐘
鰭
を
有
し
て
い
る
者
を
選
任
す
れ
ば
十
分
で
あ
る

と
こ
ろ
、
一
■
蔦
確
鴇
四
○
賢
月
二
八
日
大
豊
一
種
の
運
鴬
許
叢
得
し
、
事
故
当
時
震
で
仁
本
驚
故
車
両
と
園
型
の
車
両
遊
含

あ
自
衛
隊
車
両
に
つ
い
て
三
○
○
キ
ロ
角
Ｉ
ト
ル
位
の
、
笛
た
、
自
己
の
普
通
乗
用
車
に
つ
い
て
・
一
互
三
○
○
キ
宮
〆
１
卜
．
ル
位
の
各
週
霧
経

岳
○

警
官
、
霞
篶
辱
喜
鐙
、
自
豊
驚
良
に
つ
い
て
瞳
相
当
な
鷺
電
ぁ
提
と
い
え
る
こ
と
、
葎
譲
腎
囑
い
て
亘
尉

■
。
－
白

の
運
藷
を
禁
ず
ろ
自
衛
隊
の
内
部
規
程
等
は
存
し
な
か
っ
た
こ
と
、
本
件
事
栽
の
発
生
し
た
道
路
に
つ
い
て
は
、
同
一
殿
自
慧
何
度
も
目
ら
運
議

し
て
走
行
し
て
蕊
り
っ
道
路
事
情
を
知
悉
し
て
い
た
こ
と
、
本
件
道
路
に
は
迩
藷
上
何
ら
危
険
な
個
所
又
は
状
況
低
な
く
、
通
常
の
運
雇
龍
力
を

有
す
る
者
で
あ
れ
ば
何
ぴ
と
で
も
安
全
に
走
行
で
き
る
道
路
で
あ
っ
た
こ
と
、
同
一
尉
は
過
去
に
事
故
を
麺
こ
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
、
事

故
車
両
が
左
《
ソ
ド
麹
で
あ
る
点
も
、
さ
し
た
る
支
障
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
座
席
の
高
さ
の
遼
い
や
、
車
体
の
重
麓
差
と
い
つ
た
こ
と
質

そ
れ
自
体
本
件
事
故
と
結
び
つ
く
よ
う
な
危
険
要
素
と
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
以
上
の
鰭
事
祷
唖
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
と
、
同
一
尉
が
自
己
を

本
樺
鵠
曇
圃
の
運
転
着
に
喪
毎
す
る
に
当
た
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
凄
故
の
発
生
を
予
冨
諺
、
又
賦
予
見
し
得
た
も
の
と
は
到
底
い
え
堂
麦
藁
震
痙

に
は
何
ら
安
全
鼠
慰
霊
務
胆
欠
け
る
と
こ
ろ
朧
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
種
あ
る
。
本
佳
染
霧
政
の
原
因
と
な
っ
た
過
天
曜
車
種
の
い
か
ん
竃
暇
わ

ず
自
勤
車
運
転
一
般
程
壬
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
、
本
件
事
哉
車
に
縛
有
な
も
の
で
は
な
く
、
■
卓
口
一
尉
が
本
件
の
ご
と
き
初
歩
的
な
運
転
ミ

ス
を
犯
す
こ
と
は
、
子
謝
し
得
な
か
っ
た
＄
の
で
透
る
。

次
に
．
本
件
に
蕊
這
■
一
尉
が
車
両
の
運
馨
で
あ
る
と
同
時
に
、
右
運
転
行
為
中
鋸
合
に
聖
っ
浸
亡
■
胃
し
国
の
安
全
配
慮
麹

務
の
履
行
補
助
者
た
り
得
る
地
位
腰
あ
っ
た
こ
と
ば
、
控
訴
人
心
こ
れ
を
寮
墨
す
る
も
の
で
朧
な
い
が
、
右
鑑
務
に
は
同
一
尉
の
車
両
運
転
自
体

に
か
か
わ
る
注
意
義
務
は
含
ま
左
い
の
で
あ
る
。
右
の
こ
と
は
、
国
の
安
全
配
慮
蕊
務
の
概
念
自
体
か
ら
も
、
・
室
た
、
右
義
務
が
「
あ
る
法
律
関

係
に
基
づ
い
て
特
別
な
社
会
的
嬢
蝕
の
関
係
に
入
っ
た
当
車
者
間
に
お
い
て
、
当
該
法
律
関
係
の
付
随
義
読
と
し
て
当
事
者
の
一
方
又
腫
双
方
が

鶏
鶏
鶏
驚
謹
議
鶏
誌
蕊
蕊
議
議
麓
綴
謹
遮
た
同
五
○
五
（
鳧
）



㈲
翁
篶
の
た
め
墨
の
堕
早
る
爵
の
雲
に
当
た
る
公
質
は
、
上
司
：
腱
曇
り
、
又
朧
白
皇
司
と
し
て
命
じ
て
、
畠
爵

に
他
の
公
溺
…
を
同
乗
さ
せ
て
い
る
掲
合
に
は
、
右
同
乗
霧
と
の
関
係
に
譜
い
て
、
国
の
安
全
配
慮
義
務
の
腫
行
捕
助
者
に
当
た
る
と
い
鼠
べ
き

で
あ
る
ｐ
本
件
の
嬬
合
《
■
■
一
尉
繊
、
会
計
隊
長
と
し
て
の
抱
限
に
藍
づ
い
て
自
己
を
運
転
着
と
し
て
運
行
指
令
童
発
し
、
．
同
時
に
、
亡
■
・

の
上
司
と
し
て
同
人
に
同
乗
を
命
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
車
両
浬
錘
者
と
し
て
の
立
場
と
同
時
暉
命
令
に
よ
り
人
員
輸
送
手
段
命
践
圏
で
あ

る
奪
蕊
率
を
童
鼠
管
理
し
這
亡
■
の
雲
霧
窪
遂
行
じ
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．
す
趣
わ
ち
、
雲
中
の
■
一
尉
は
、
圃

乗
老
た
る
亡
■
と
●
関
係
で
ば
．
国
の
含
璽
襄
の
腫
行
補
勘
考
と
し
て
の
急
を
鐺
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
．
そ
し
て
、
同
一
尉
健
、

本
件
霊
率
を
畜
騨
理
す
る
者
と
￥
、
亡
■
赤
毒
及
び
鰐
醸
を
危
険
か
ら
保
隊
一
し
、
更
婁
全
に
鋤
落
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
歯
で
も
な
い
．
し
か
る
に
、
．
■
国
■
一
・
尉
は
、
本
件
事
故
車
の
揮
蕾
を
誤
っ
た
過
失
鹿
よ
り
亡
■
■
寺
死
亡
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
．
同
一

尉
に
は
国
の
履
行
補
助
着
と
し
て
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

斡
本
僻
事
故
に
つ
い
て
窒
憲
尽
的
に
考
え
る
に
、
亡
■
二
国
と
し
て
は
、
叡
霊
垂
霧
耐
の
極
め
て
未
熟
な
上
司
の
墨
篭
す
る
車
両
に
同
躍
す
る
こ
と
を

命
悪
ら
れ
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
倉
な
い
立
楊
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
迩
転
者
の
技
術
未
熟
の
た
め
に
発
生
し
た
窃
故
の
巻

あ
る
。

■㈲
へ

五
○
八
（
至
）

。
■
一
尉
憾
、
固
の
安
全
配
慮
鐘
務
の
腰
行
捕
助
看
と
し
て
．
率
両
農
縦
す
る
者
と
し
て
そ
の
任
に
適
す
る
技
飽
を
有
す
馬
者
喜
て
る

べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
一
尉
挺
は
右
義
誘
の
逮
反
が
あ
っ
た
．
す
な
わ
ち
、
■
ロ
ー
尉
は
、
・
公
安
委
員
会
の
運
霧
免
許
を

有
す
る
の
梁
で
、
自
衛
隊
免
許
農
与
馨
れ
た
こ
と
も
な
く
、
自
衛
隊
車
両
迩
転
の
特
蓑
育
も
練
襄
青
も
受
け
篭
葦
隊
内
で
行
わ
れ
る

驚
豊
な
ど
と
も
令
蕊
で
あ
り
、
鳥
豊
鬮
譽
蓋
麗
些
８
キ
。
メ
‐
ト
ル
患
ざ
癒
か
塁
．
そ
し
て
、
駕
藍

は
、
一
■
口
尉
が
不
慣
れ
な
左
ハ
ン
ド
ル
で
排
気
趣
も
遥
か
に
大
き
い
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
た
こ
と
が
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
で
あ
》
電
．
し

た
が
っ
て
、
■
一
■
一
厨
は
《
本
件
事
故
車
悲
運
義
す
る
者
と
し
て
そ
の
径
に
途
す
る
技
鯛
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
自
己
の
廻
転
経
段

か
ら
し
て
こ
れ
を
十
分
に
露
磯
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
緊
急
の
必
要
陸
も
な
い
の
に
、
あ
免
乏
自
ら
本
俸
事
故
享
の
遅
霧
に
当
た
っ
た
も
の
で

目
原
判
失
九
枚
目
窪
九
行
目
に
「
受
け
た
の
で
、
右
金
員
を
」
ど
あ
る
の
を
『
受
け
た
が
、
そ
の
う
ち
葬
祭
補
償
金
四
万
六
五
六
○
円
は
本
訴

で
請
求
し
な
い
騨
祭
蚕
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
金
貫
を
除
く
金
八
四
万
二
善
－
０
円
産
と
改
め
る
。

㈲
顔
調
法
九
枚
目
表
一
○
行
目
の
次
に
行
を
改
め
て
次
の
と
お
り
加
え
る
．

㈲
弁
匪
士
頚
用

被
控
扉
人
愈
製
湛
察
啄
◇
ら
ば
、
弁
謹
士
恒
野
昌
二
、
同
佐
藤
孝
一
・
に
本
件
瞬
識
の
追
行
童
委
任
し
、
鴎
露
し
た
鍔
合
に
は
第
一
東
京
弁
震
士

会
弁
謹
士
報
酬
規
則
に
従
っ
て
手
数
料
及
び
闘
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
た
。
右
奔
誇
一
士
費
用
の
う
ち
金
二
○
○
万
円
確
亡
画
■
万
死
亡
と
相
当

因
果
圏
焦
の
あ
る
損
害
と
Ｌ
て
控
蘇
人
の
胴
祷
被
控
解
’
○
に
藷
求
し
得
べ
き
令
穎
で
あ
る
。

斡
原
判
決
九
枚
目
寡
・
一
行
目
か
ら
一
看
目
に
か
け
て
「
本
件
解
状
送
連
の
翌
日
で
あ
る
昭
和
五
○
年
七
月
九
日
か
ら
」
と
あ
る
の
を
『
弁
塵
土

費
用
を
険
く
金
員
腫
扇
て
兵
本
件
事
故
の
日
の
翌
日
で
あ
る
昭
和
四
二
髪
ハ
月
一
二
○
日
か
ら
、
弁
塵
土
菱
用
に
っ
か
て
晦
付
帯
捜
解
状
送

達
の
翌
日
で
あ
る
昭
和
五
四
年
三
月
七
日
か
ら
各
』
と
改
め
る
。

２
国
の
腸
塞
理
飛
助
審
で
あ
る
一
■
ロ
ー
尉
に
は
、
汰
の
と
お
り
安
全
配
慮
義
蓄
の
不
厘
打
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

㈹
一
般
曙
公
務
員
た
る
上
司
が
そ
の
蔀
下
に
車
両
の
運
転
を
命
じ
て
自
ら
当
骸
車
両
に
同
乗
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
下
が
朗
ら
か
に
危
険

な
車
両
運
騒
を
行
っ
潅
と
き
嶢
上
司
は
こ
れ
を
籾
止
し
て
安
全
な
運
転
を
行
う
よ
う
注
意
・
指
導
す
る
銭
務
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
国

の
安
全
塵
慮
義
務
の
鳴
爵
雷
し
て
の
銭
誘
の
｝
内
客
で
あ
る
．
本
件
の
場
合
、
■
一
尉
臓
自
ら
悲
運
譽
と
し
て
漂
誓
蟇
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
尉
ば
、
通
傭
息
合
と
異
な
り
、
車
両
譽
霧
と
し
で
の
篭
だ
け
で
琴
、
車
両
農
を
命
じ
て
自
ら
当
霞
軍
両
に
厨

乗
し
て
い
た
指
譽
と
し
て
の
藍
惹
も
有
し
て
ぃ
瀧
も
の
で
、
こ
の
二
つ
の
地
豊
兼
ね
備
え
て
い
た
、
の
で
あ
る
⑳
し
た
競
っ
て
鐘
■
一

尉
は
、
単
庭
車
両
運
転
者
と
し
て
の
通
常
の
注
意
銭
務
を
負
っ
て
い
た
だ
け
や
な
く
、
運
転
老
た
る
自
己
を
し
て
朗
ら
か
に
危
険
な
運
匿
を
さ
せ

な
い
よ
う
に
注
窓
・
指
灘
す
べ
宮
管
理
者
と
し
て
の
注
窟
銭
務
を
も
負
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
同
一
尉
の
車
両
運
転
に
過
失
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
管
理
者
と
し
て
の
注
意
義
務
違
反
銀
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

鵜
霧
醒
譲
鑑
篭
懸
謹
蕊
謹
講
霧
蕊
溌
肇
生
じ
た
厨
五
○
七
（
臺
）



五
一
○
急
巴

し
て
き
た
課
外
』
■
■
■
守
淫
藷
の
大
型
肘
ラ
ッ
・
〃
と
衝
突
し
、
そ
の
た
め
本
件
審
故
車
に
同
乗
し
て
い
た
亡
一
■
■
が
篝
濁
し
、
翌
日
死
亡
し
た
こ

と
は
”
当
事
者
間
に
争
い
が
た
い
。

二
成
立
に
争
い
の
な
い
甲
第
二
号
露
乙
第
二
号
誕
原
審
歴
人
ロ
■
■
■
毒
証
言
及
び
弁
證
の
全
趣
旨
を
錐
合
す
る
と
、
原
判
決
二
褒

圖
謹
九
行
圓
の
景
僻
率
絞
曽
』
か
ら
飼
一
畏
塁
行
圖
の
『
こ
と
』
霞
で
籠
域
の
事
翼
の
陰
か
．
次
の
事
裏
．
ず
な
わ
童
、
■
一

尉
は
、
零
件
審
故
直
爾
、
国
道
補
惨
工
事
の
た
め
翻
装
鄙
分
の
項
が
狭
く
な
ゐ
た
送
路
部
分
に
さ
し
か
か
り
、
同
所
を
時
速
約
三
五
な
い
し
四
○

牛
巨
タ
ー
ト
ル
の
遼
慶
で
透
過
し
た
が
、
そ
の
渚
霊
震
道
路
の
舗
装
鄙
分
の
頓
が
広
く
猶
つ
た
と
こ
ろ
に
出
て
時
速
約
四
零
な
い
し
・
霄
苞
キ
ロ
メ

１
ト
ル
に
鐘
窯
坐
蕊
し
た
た
め
．
本
件
事
故
率
の
鐸
樋
遼
左
に
謡
遥
さ
せ
、
舶
誼
の
余
り
ハ
ン
ド
ル
を
切
り
返
し
て
鍵
蕗
を
正
総
に
復
さ
せ
る
余
裕

も
な
い
蔑
蕾
、
本
俸
拳
故
事
を
遺
略
エ
で
回
鱈
ざ
ぜ
て
反
璽
早
鯨
旋
遥
入
さ
造
本
俸
拳
故
詮
惹
起
し
た
こ
と
、
事
故
現
趨
座
哩
江
曜
奉
故
当
時

降
雨
の
た
め
路
面
が
濡
れ
て
い
た
ぽ
か
り
で
な
く
、
右
禰
修
工
事
に
際
し
補
俸
部
分
に
塗
布
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
（
錨
曾
週
が
本
俸
拳
故
車
の

進
路
の
鑑
躍
塞
鰯
面
上
腱
約
四
七
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
挺
亘
っ
て
付
着
し
、
そ
の
た
め
路
面
が
極
め
て
滑
走
し
易
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
る
贋

■
■
ロ
ー
爵
建
壁
画
爬
六
澪
整
理
咽
が
什
遥
Ｅ
て
い
た
の
藍
看
過
し
て
溶
睾
鑑
守
の
危
険
は
な
い
も
の
と
軽
信
し
、
漫
然
ア
ク
セ
ル
ペ
ダ
ル
を
踏
承
込

施
で
関
弱
と
お
り
加
速
し
た
こ
と
（
以
上
の
茎
請
う
童
騎
求
原
因
３
の
筒
胤
罷
職
の
事
実
ば
、
当
事
雪
間
に
争
い
が
な
い
皇
以
上
の

蔓
棄
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
右
麗
迄
彰
猛
毒
す
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
．
右
罷
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
春
鈩
事
故
が
一
■
写
尉
の
浬
寧
上
の
過
失

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
推
甑
ら
か
《
』
あ
る
。

三
そ
こ
で
、
控
瞬
人
歴
型
鴛
披
麹
捧
守
◇
に
安
全
配
恵
袈
務
の
不
腫
行
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
判
鯖
す
る
。

国
は
、
公
務
員
に
対
し
、
国
が
公
務
遂
行
の
た
め
に
設
置
す
べ
き
場
廊
施
謹
若
し
く
ば
霧
具
等
の
鯉
置
管
理
又
は
公
務
員
が
国
若
し
く
は
上
司

の
指
示
の
も
と
に
遂
行
す
る
公
務
の
管
理
に
当
た
っ
て
、
公
狩
員
の
生
命
及
び
健
康
等
を
危
険
か
ら
保
賎
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
を
負
う
も

の
で
あ
り
、
こ
の
義
務
傭
本
来
の
職
務
犠
隈
と
し
て
又
は
上
司
の
命
を
受
け
て
、
公
務
の
執
行
の
た
め
の
人
的
物
的
施
設
及
び
勤
務
条
件
等
を

支
配
管
理
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
、
国
の
履
行
補
助
者
と
し
て
履
行
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
公
務
員
の
職
廻
地

き
添
え
に
な
っ
て
死
亡
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
信
義
則
の
理
念
か
ら
し
て
も
、
事
故
発
生
の
侭
霞
住
の
大
き
い
未
熟
な
運
輻
者
の
運
橇
す
る
車

両
に
同
乗
す
る
要
と
轌
命
ｒ
た
国
側
曙
損
害
賠
償
の
査
任
銀
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
’

３
国
の
安
全
配
恵
義
務
違
反
を
理
由
と
ず
る
鎮
害
購
俊
と
不
法
行
為
に
ょ
為
讃
害
賠
償
造
は
、
・
い
ず
れ
も
他
人
の
違
法
行
為
に
よ
る
讃
客
の
填

補
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
損
害
填
補
の
内
容
と
範
囲
は
同
一
で
あ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
遅
延
讃
喜
金
は
本
件
事
故
に
よ
り
亡
ロ
■
宗

死
亡
し
た
日
か
ら
支
払
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
不
法
行
為
に
華
ぎ
く
擾
霄
賠
償
俵
務
鋲
成
立
と
同
時
に
蕊
滞
に
陥
る
と
さ
れ
る
の
嶢
公
平

の
観
念
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
公
平
上
の
要
請
は
、
継
鏡
的
な
契
約
関
係
に
篝
づ
ぐ
安
全
配
慮
義
務
逮
反
に
つ
い
て
は
一
層
強
い
も
の
と
い

う
べ
倉
で
あ
る
。
さ
ら
梶
安
全
配
恵
義
務
篤
契
約
関
係
腱
付
随
し
這
麗
あ
ら
れ
る
僧
義
則
上
の
銭
務
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
不
履
行
に
よ

る
損
害
賠
俊
置
務
に
つ
き
、
一
般
の
鋼
限
の
定
め
の
雄
い
債
務
と
同
穂
に
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
く
、
む
し
ろ
信
義
則
に
の
っ
と
り
、
公

平
の
観
念
に
基
づ
い
て
遅
延
鎖
害
金
の
起
淳
点
慈
定
む
べ
き
で
あ
る
。
・

４
本
件
亭
故
に
よ
る
遼
族
の
精
神
的
苦
痛
亀
国
の
安
全
配
慮
義
埼
違
反
と
頻
当
因
果
関
係
が
あ
り
、
被
控
蘇
人
（
附
帯
控
誘
人
〉
ら
に
固
有
の

慰
籍
料
鯖
求
糧
を
露
め
る
べ
き
種
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
安
全
配
慮
義
務
謹
反
に
よ
る
損
害
賠
俊
請
求
福
と
不
法
行
為
に
よ
る
鎖
箸
賎
償
錆
求

権
と
で
損
害
境
補
の
内
容
と
範
囲
童
区
別
す
べ
雷
理
由
は
抜
く
、
苗
駕
安
全
配
慮
義
務
低
契
約
関
係
に
付
随
し
て
認
め
ら
れ
る
信
義
則
上
の
義

務
な
の
笹
あ
る
か
ら
、
譽
鷺
雲
碧
主
体
鳥
囲
禧
つ
い
て
も
、
篝
票
に
立
つ
者
の
農
鑿
的
慶
季
べ
臺
盧
稔
な
い
．
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
損
害
賠
侭
譜
求
権
の
菫
体
②
範
囲
は
、
公
平
の
理
念
歴
の
っ
と
り
、
妥
当
な
範
囲
溌
決
す
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
不
法
行

為
の
楊
合
の
慰
籍
料
購
求
権
者
に
砿
安
全
配
慮
義
務
遮
反
の
掲
合
に
も
慰
藷
料
錆
求
権
が
露
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

証
拠
関
係
（
省
略
）

・
・
理
・
由

一
亡
画
■
素
本
件
事
故
当
時
か
陸
上
自
衛
隊
第
三
三
一
会
計
隊
に
所
属
の
自
衛
官
で
一
等
陸
士
で
あ
っ
た
こ
と
、
諸
求
原
因
２
に
記
戦
の
と
お

り
、
昭
和
四
二
年
六
月
二
九
日
北
海
道
岩
見
沢
市
酉
■
■
■
■
■
■
国
道
一
二
号
耀
上
腱
お
い
て
、
■
・
尉
運
転
の
本
件
事
故
車
が
対
向
走
行

鶏
鶴
鶏
驚
鶚
議
蕊
鮎
蕊
蕊
瀧
議
麓
雛
遜
じ
た
同
五
○
九
（
言



五
一
二
（
美
）

本
件
事
故
車
の
運
義
春
と
し
て
の
適
格
を
有
し
だ
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
尉
が
自
ら
悲
運
転
看
と
し
て
週
任
し
た
点
に
諸
い
て
安

全
配
慮
義
窃
違
反
が
あ
っ
た
旨
主
喪
す
る
の
で
、
と
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
一
■
■
一
尉
が
本
件
事
故
当
時
室
で
腱
約
三
○
○
キ
戸
〆
Ｉ
ト
ル
の

自
衛
隊
車
両
豊
輯
経
餓
悲
有
し
て
提
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
く
、
前
掲
乙
第
茸
蔭
原
審
藍
■
■
■
万
謹
直
ょ
譜
、
■

■
一
尉
は
熱
昭
和
四
○
年
八
月
二
八
日
大
型
第
一
種
の
運
転
免
許
を
取
得
心
、
奉
件
事
故
当
時
震
で
に
、
ト
ラ
ッ
ク
を
主
と
す
る
自
衛
陸
車
両
を

約
三
○
○
キ
戸
メ
ー
ト
ル
、
自
己
廠
有
の
小
型
乗
用
車
を
約
一
万
三
○
○
○
キ
ロ
＃
１
ト
ル
運
転
じ
た
経
験
を
有
し
、
そ
の
間
無
事
蓮
無
遮
反

で
あ
っ
た
こ
と
が
認
珍
ら
電
毒
害
ょ
脅
澗
に
震
の
鳶
の
雪
ら
鷺
農
風
■
一
息
、
鳶
駕
車
豊
譽
と
し

て
そ
の
任
に
適
す
る
技
龍
を
有
し
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
彼
控
訴
人
（
附
帯
控
扉
人
）
ら
が
譜
求
原
個
３
の
㈲
の
②
に
つ
い
て
主
題

手
罵
白
縁
駆
墜
早
両
の
運
転
蚕
狢
を
欠
く
と
す
る
事
実
は
、
こ
れ
詮
認
め
る
に
足
り
る
薩
郵
は
な
く
、
・
ま
た
、
本
件
事
故
車
が
左
ハ
ン
ド
ル
で
あ
つ
・
・

に
■
一
尉
霧
壁
簔
し
て
い
た
小
型
乗
墨
鵲
，
票
に
排
釜
が
大
き
い
轟
白
■
爵
鼎
罷
薑
験
、
取
穆
た
患
の
農

に
照
ら
す
と
右
特
段
の
事
憎
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
矛
、
他
に
右
縛
製
の
事
傭
を
腿
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
た
い
。
し
て
墨
る
と
、
‐
酉
■
・

一
尉
は
、
本
件
事
故
亭
の
運
転
に
つ
き
そ
の
適
狢
途
有
し
て
い
た
も
の
と
い
．
っ
て
妨
げ
な
く
、
同
一
尉
が
自
ら
を
運
転
者
に
選
任
し
た
こ
と
を
も

っ
て
安
全
躍
慮
銭
務
違
反
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
弾
．

次
に
、
銭
錘
癖
人
（
附
誇
鍵
訴
人
）
ら
は
、
国
の
安
全
配
慮
義
務
の
履
行
補
助
者
で
あ
皇
■
■
一
尉
に
運
譲
上
の
過
失
が
あ
っ
た
以
上
、
安
全
鹿

慮
鰭
露
逮
反
も
あ
っ
た
旨
主
喪
す
る
。
な
る
催
ど
、
前
述
の
と
お
り
、
一
■
口
尉
は
国
の
安
全
配
慮
銭
務
の
履
行
補
助
者
と
し
て
自
ら
本
件
事
故

車
を
遜
壗
し
た
の
で
あ
る
が
ら
へ
．
運
穣
中
に
お
い
て
も
、
運
転
者
と
し
て
の
注
意
義
誘
の
象
で
砥
な
く
、
楊
合
に
よ
っ
て
は
国
の
安
全
配
慮
麹
諮

の
腫
行
補
助
者
と
し
て
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
に
必
要
な
呉
体
的
措
置
を
と
る
べ
き
義
務
を
も
負
つ
元
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Ｒ
，
．
．

し
か
し
な
が
ら
《
前
麗
の
と
お
り
、
安
全
配
恵
題
務
は
、
国
が
公
演
麓
行
に
関
す
る
人
的
、
物
的
爵
条
件
を
支
配
管
理
す
る
樋
限
を
有
す
る
こ
と

に
由
来
す
る
麹
務
で
あ
２
．
管
理
権
の
発
動
と
し
て
実
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
の
安
全
配
慮
義
窃
の
履
行
補
助
者
が
公
務
の
執
行
と
し

て
の
自
勲
蕊
の
遮
行
に
鋼
じ
て
負
っ
て
い
る
謹
愈
華
務
は
、
．
自
動
車
運
義
渚
が
右
の
よ
う
な
管
理
獅
と
は
無
麹
係
に
遁
鰯
交
通
法
そ
の
他
の
法
令

位
、
遂
行
寸
べ
き
公
務
の
内
容
等
の
具
体
的
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
本
件
の
よ
う
逼
自
衛
隊
員
を
自
衛
隊
車
両
に
公
務
の

遂
行
と
し
て
乗
車
さ
ぜ
る
場
合
に
お
・
い
て
健
右
車
両
の
運
行
を
指
示
し
、
隊
員
に
乗
車
を
命
器
る
者
が
、
・
当
骸
車
両
の
運
行
に
よ
る
公
務
の

遂
行
を
管
理
支
配
す
る
の
で
あ
る
麹
ら
、
国
の
安
全
配
慮
蕊
務
の
履
行
補
助
渚
と
な
り
、
右
車
両
の
運
行
に
伴
う
危
険
か
ら
乗
車
す
る
豚
貫
の
生

命
及
び
健
康
等
を
保
塵
す
る
よ
う
塵
慮
す
べ
き
蕊
誘
を
負
う
。
具
体
的
庭
晦
右
屡
行
補
助
看
ば
、
車
両
の
整
備
を
十
全
な
ら
し
め
て
車
両
自
体

か
ら
生
ず
べ
誉
危
険
蓮
防
止
し
、
車
両
の
運
転
者
と
し
て
そ
の
任
に
適
す
る
鈷
鰭
を
有
す
る
者
を
選
任
し
、
か
つ
、
当
骸
車
両
を
運
誌
す
る
上
で

豊
な
安
釜
の
注
窓
醤
鴬
て
、
車
両
の
運
行
か
ら
争
譽
霞
麓
防
昨
し
な
け
職
な
ら
な
い
。
さ
ら
腱
、
骨
補
助
者
自
身
が
当
豊

両
に
同
乗
す
る
楊
合
に
は
、
車
両
の
運
行
中
に
お
い
て
も
、
運
転
者
が
危
険
注
連
義
を
行
う
な
ど
事
故
の
発
生
が
予
見
し
得
る
よ
う
な
糧
合
に

墜
運
蒙
著
に
対
し
て
適
切
な
注
意
を
与
え
る
な
ど
、
予
見
し
得
る
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
よ
う
鹿
庫
す
る
装
窃
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
け
だ
し
、
安
全
配
慮
義
務
曜
あ
る
法
律
関
係
に
付
随
し
元
信
義
則
上
潅
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
義
諮
を
履
行
す
べ
き
看
に
お

い
て
危
険
の
発
生
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
●
、
右
危
険
の
発
生
左
防
止
す
る
た
め
の
措
畷
を
と
り
侍
る
濁
合
に
●
篤
信
義
釦
上
当
然
右
措

暮
と
る
べ
息
務
賞
…
の
毒
す
る
の
駕
篭
あ
る
か
息
あ
る
↓
そ
し
て
首
の
庭
と
建
篝
捕
雲
自
鴬
当
豊
，
農

す
る
た
め
乗
車
し
て
い
る
掲
合
に
お
い
て
も
同
標
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
は
、
運
転
者
と
し
て
の
道
路
交
通
法
そ
の
他
の
交
通
法
令
上
の
注
意
義
誘

を
掌
ク
こ
と
ば
も
ど
よ
り
、
国
の
隼
餐
雲
睡
慮
垂
謡
の
腫
行
捻
切
者
と
し
て
の
前
記
の
美
霧
を
も
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
へ
両
者
は
観
拳
垂
別
個
の

義
務
と
し
て
存
在
し
、
い
ず
れ
の
違
反
に
対
し
て
も
そ
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
前
罷
認
定
事
実
に
去
れ
ば
、
■
■
一
尉
は
熟
会
計
隊
長
と
し
て
隊
の
公
務
の
執
行
途
文
麗
管
理
し
《
本
件
事
故
車
の
運
行
を

指
示
し
て
自
ら
そ
の
運
蕾
者
と
な
り
、
堂
■
■
に
対
し
車
両
運
匿
の
指
導
激
育
の
た
め
右
車
両
に
同
乗
を
命
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
尉
確
、

国
の
安
全
園
慰
鐘
務
の
履
行
補
助
者
と
し
て
へ
亡
■
■
に
対
し
、
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
本
件
事
故
章
め
運
行
腱
つ
き
安
全
を
配
慮
す
ぺ
き

義
務
を
負
．
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
．
■
重
奏
全
霞
蓄
違
反
が
あ
っ
た
か
害
か
に
っ
曽
考
迄
る
塵
、
霞
ず
、
被
控
霧
人
（
階
茎
透
ら
腱
、
■
｜
尉
確

鶏
鑑
龍
蕊
錨
篭
難
毒
鮎
蕊
塞
鍵
躍
雛
雛
溺
令
た
同
五
一
一
（
尋



ー

五
一
四
（
夷
）

上
っ
て
、
右
と
結
賎
を
異
に
す
る
原
判
決
を
取
り
消
し
、
披
塗
訴
人
（
陶
帯
控
諒
人
）
ら
の
舗
求
を
棄
却
し
、
附
諮
控
諒
及
び
当
審
に
お
い
て
拡

喪
さ
れ
た
被
控
癖
人
．
（
附
帯
建
誘
人
）
ら
の
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
と
し
ぬ
詠
訟
饗
用
の
負
担
に
つ
き
民
専
騨
殻
法
九
六
条
、
八
九
桑
九
三
条

一
項
を
各
適
用
し
て
主
文
の
と
お
り
判
鐘
琴
す
る
。
．

（
昭
和
五
五
年
二
月
二
八
日
東
京
高
等
裁
判
所
第
八
民
事
都
）

（
璽
露
①
合
譜
迩
謡
Ⅱ
翠
斡
暇
な
簡
遍
響
き
笹
陽
識
軸
徹
画
ｓ

に
基
い
て
運
転
上
負
っ
て
い
る
注
窓
義
務
と
は
や
そ
の
性
質
・
法
的
擢
誕
及
び
内
客
を
異
に
す
る
の
で
あ
っ
て
や
そ
の
春
に
還
霧
者
と
し
て
の
遜

失
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
直
ち
腫
国
の
安
全
配
慮
義
務
の
面
で
も
履
行
補
助
者
と
し
て
銭
務
遮
反
が
あ
っ
た
と
結
飴
づ
け
得
な
い
こ
と
は
い
う
霞

で
も
な
い
。
前
霞
定
の
酉
■
専
尉
の
過
失
は
、
同
人
が
国
の
安
全
塵
慮
装
務
に
っ
倉
履
行
補
幼
者
の
地
位
に
あ
る
こ
と
と
低
全
く
無
関
僚
の
、
ず

・
な
わ
も
、
同
人
が
国
の
履
行
補
助
者
と
し
て
公
務
に
つ
き
有
し
て
い
た
前
罷
管
理
桟
と
は
無
関
係
の
運
缶
上
の
注
意
雷
溺
蛙
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
仮
り
に
、
亡
■
■
甑
削
練
の
た
め
車
両
を
運
囑
し
、
■
■
辱
・
厨
が
傍
ら
で
鐙
溥
載
宥
に
当
た
っ
て
い
た
と

し
た
場
合
と
の
擢
街
を
考
え
る
と
し
て
も
、
廃
に
運
転
免
許
を
取
得
し
て
い
る
亡
■
”
郡
自
勤
車
運
義
者
と
し
て
の
注
憲
製
務
を
迦
守
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
は
や
格
別
の
事
慌
が
な
い
限
り
そ
の
監
督
署
に
お
い
て
も
一
応
信
頼
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
前
記
道
賂
戦
況
の
も
と
で
皇
■
・

が
急
加
速
を
行
つ
●
て
車
両
を
帝
走
さ
巷
事
故
を
招
来
す
る
危
険
が
あ
ろ
こ
と
塁
■
■
一
尉
腱
鉤
い
℃
予
測
す
べ
き
銭
務
が
あ
っ
た
と
は
い
え
鴛

童
た
、
前
記
の
誉
と
美
需
な
事
故
の
状
況
腫
髪
、
危
篤
途
の
藍
■
一
尉
馬
い
て
蓄
亡
■
に
対
瀞
ら
か
。
指
一
篭
与
え
本

徐
事
故
を
防
止
し
得
た
と
す
る
時
間
的
金
権
も
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
本
件
に
つ
い
て
、
亡
■
■
が
運
鱈
じ
て
い
た
場
合
と
の

穂
街
諭
を
根
拠
と
↓
て
■
哩
尉
の
安
全
醒
愈
競
務
逮
反
を
肯
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
酉
■
■
厳
に
運
霧
者
と
し
て
の
注
意
溌
瀦
違
反
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
．
っ
て
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
あ
あ
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き

ず
、
評
彼
趣
誘
人
（
購
帯
控
瀞
人
）
ら
の
右
主
喪
嬉
失
当
と
い
わ
ざ
る
遼
得
な
麺
・
・
・

さ
ら
に
、
彼
控
扉
人
（
傭
詩
鍾
露
．
◇
・
ら
は
、
亡
画
■
冠
運
転
技
術
の
未
熟
な
上
司
の
運
転
す
る
車
両
に
同
乗
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を

拒
否
で
き
詔
に
木
伴
事
故
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
億
義
則
上
国
側
に
損
害
賠
償
の
責
任
が
あ
る
と
主
張
す
る
が
．
一
■
■
一
爵
の
運
嘱
技
術

に
つ
い
て
は
前
認
定
の
と
お
り
未
熟
で
あ
っ
た
も
の
と
償
え
ず
、
自
己
を
運
転
者
に
選
任
し
亡
■
濾
豊
鳶
じ
た
こ
と
哩
た
聯
に
安
全
配

慮
義
務
の
違
反
が
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
聾
冤
右
主
張
は
鐸
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
以
上
麗
定
、
説
示
し
た
と
こ
ろ
極
よ
れ
ば
、
控
瀞
人
（
附
帯
被
控
訴
人
）
溌
安
全
配
慮
義
務
に
違
反
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
、
そ
の
余
の
点
に
つ
き
判
踊
苛
ろ
ま
で
も
な
く
、
彼
控
瞬
人
爵
帯
控
詳
人
）
ら
の
太
鯨
錆
求
曜
失
当
と
じ
て
棄
却
を
免
れ
な
聡

麹
潔
篭
溌
錨
麗
騨
綴
誌
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溌
雛
遜
じ
た
同
五
一
三
（
言

8
一

R
ー

』
配
“

要
■

一

ー

、

■■■■■■■■

－

一
■
■
■
■
■
■
■
▼
。
。
０
二
■
■
昏
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

●

、
一
画
再
句
函
函
『

－

麗 望
申
邑

9.
■

お： 密． 亀．． 醤： ＄ 産． 金 鼠
四
牌

函
。 忠 陽 毎

■

函
『 鴎 鴎 鵲 盤 園．

愉
今

樺
車
寧
曽
・
×
、
＋
。
望
．
忠
。

．
』
劃
吟
函
ｇ
ｘ
脅
十
昌
騨
ロ
○
口

●
●

惇
駒
寧
望
ご
×
、
＋
鱈
切
騨
の
８

●
●

罠
い
旨
。
×
辱
十
瞳
鼠
弓
。

●

廻
騨
璽
壱
×
、
＋
悪
夢
ｇ
ｏ

当
Ｐ
つ
ゃ
。
×
、
十
駿
麗
乙
零
○
・

●

・
興
国
ｇ
×
旬
十
麗
阜
苫
。

．
全
学
曽
冒
毎
十
寓
麗
．
雪
早

●

陽
§
×
届
十
樫
罵
言

記

・
箪
譽
》
距
理
埴
》
零
坪
ご
画
■

q

津

や

台

令
選
溥
や

も
。

Ｇ．”・垣】函』単・つ

西
中
望
呈
署
「
や
《
一
壱
つ
？

。
①
”
０

夢
也
駆
、
●
の
・
・
。

◆
の

樟
や
『
】
一
○
つ

む
つ
ロ

q■

令

悼
』
』
・
函
屯
印
ロ
。

■ 樟
』
』
迄
『
》
。
○
ロ

■

凶
》
○
画
『
一
・
・
つ

白

亜
農
適
呂

’
§'§

|亀§
桧
雪
罰
お

野 。､ ､ ､ 母

■
■

、 匂 、 雪
｡ 輯I群‘

●

■
■
凸
■
■
■
■
、
■
日

。
．
碗
唾
傘
．

.ご
●

層
P

§
。
●

：
P.

誉
P.

胃

。
●

鳶
P

§

■

P

§
●

Ｐ
璽
署
豆

Ⅶ
与
叱
卿
電
甦
窺
蝉

・
圏
Ｐ
婁
“

Ｑ
四
脚
ロ
四
ｍ
ｍ

■
■

、
『
画
や
。
、
ｍ

ｅ

蝉
四
ｍ
』
の
邑
堕 ●

季
醒
函
軍
②
一
つ

陛
夢
ｓ
の

函
函
。
や
函
Ｐ
』

爵
閨
鴬
竃
樟
麺

鰯

宮



詫
蕊
認
蕊
鎧
霧
難
麓
蕊
謹
講
蕊
蕊
雛
嘩
壇
じ
た
同

◆
●

●
・
一

■

0

0

一
旬
．
一

、

厚

牢

撃

留

罫

謝

、

田

－

五
一
六
（
９
）

五
・
一
五
口
元
）

勇曽忌患
■

爵 農麗 豊

函
司
函
② ･鴎‘震 園 馬

壷
』 9 富 謡 割 苫． 割 謹 認

Q

志 『岸
ｰ

急冒 閉 段 園 園 国 8 ＄
、
の 島 認

■

關
、
』 閨 畠

、
』 9

曹
墨
鼠
鬮
、
割
９
噸
届
×
能

』
句
寧
四
ｓ
×
届
十
告
Ｐ
⑭
９

◆

も 、 薯

｡

匂Ｐ
Ｇ

蜀
寧
“
・
・
×
棹
闘
十
ｍ
電
駒
一
○
↑

●

■
申

●

寄

ら

●

e●

篭

■

、

●
■

■

壷

閏
畢
ｇ
・
×
臆
十
コ
題
．
ざ
豆

雪‘ 電 、 蕾

隠
璽
ｍ
ｇ
ｘ
麓
十
麗
句
動
９

亭
謝
寧
麗
”

酸

鴬
§

、

旬
皐
■
､

b

勺
■

々

卵

豊
§

C Q

零

4◆

◆G

巳

奄

、

､

0

寺，

単
唖
『
西
》
や
ロ
ロ

｡

a

奄
一

■

匂 雪

、

尋

§

｡●

奄
一
Ｐ
旨
翫
や

巷

ーⅡ■■

P

§

昼

－

Ｐ
睦
扇
”

今

一

角

§

、

’
１
１

奄

P

§
P

§
C

●

、

一｡■

Ｐ
屋
圏

・学

Ｐ
』
お
］

零
。

■■■■■■■■■

｡こ
●

§

廷

Ⅱ■■■■■■■■■

Ｐ
】
璽
謹

奄

－

P

§

番
◆

一

●

｡

§

壷

－

P

胃

弓
●

心

■■■■■■■■■

P

層

菅

－

。
．
画
つ
む
‐

､

－

●

‐
●

§
●
■

考

■■■■■■■■■

ｃ
ｏ
ｏ
閣
四

届

⑫
の
苧
』
函
切

扇
・
爵

ｄ

属
・
§

』
”
単
車
』
“

量
§

旨
寧
亀
淳

■
■
■
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
由
。
０
口
Ⅱ
Ｉ
“
岳
０

忌
歸
子
町
』
の

農
農
爵
鬮
§§
層.曹
豊
霞

、
函
式
画
・
心
四
画

“
璽
麺
塁
）
『
『

●

●
虐
写
翼
声
．

鴬

§

■
。
醗
學
魑
牌

＄
句
、 亀

の
、 ,､忠 、参 畠

句
聴
、
》 9 9 沼 恩 認

、
切 捜

麓 亀 念 賎 産 茜 席 鹿． ､合 鱈
』
四
“．
割 獣

“
の 段 園

奄・ 鞄

■

、

■ ●

酌
台
面
ｇ
ｘ
届
十
鴎
四
面
９

、 奄

■ □

篭 壁

隠
寧
』
ｇ
×
届
十
単
ｇ
・
雪
。

●
『

毒
●

、 樽 篭

●

隠
屡
藍
ご
寓
届
十
畳
景
輿
壱

●｡

壷
■ ■

巷

篭 ｡、 奇

“
匂
い
戸
印
一
旬
つ
。

、 母 ミ 奄

“
竜

爵
．
§

奄 、。 尋

●

、

“
■

富
§
､

●

々

篭 奄 匂 奄 ・竜 鞄 ､ 奄 壁

｡

善 篭 奄 ミ ､ 雪 毒

Ｐ
關
習

‐
●

§
P

§
守

･

由

P

§
Ｐ
智
言

Ｐ
毎
罵
観

Ｐ
“
心
冨
“

P

§
P

：

C

･
●

農
旬

■

。
Ｐ
虐
闘

P

§
鍔。
●

§

色
◆

○
・
騨
函
』
・
。
‐

I
U

PIP

:|‘



民事裁判②

○損害賠償請求事件 億蕊鰯,鼠_認離職富判） O主 文

1原判決中上告人敗訴部分を破棄する。

2前項の部分につき，被上告人の控蘇を棄却する。

3控訴費用及び上告賓用は被上告人の負担とする。

O理 由

上告代理人都築政則ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除され

たものを除く｡）について

1原審の適法に碓定した事実関係の概要は，次のとおりである。

（1）被上告人は，平成18年10月23日に器物損壊罪で逮捕され

た後勾留され，平成19年3月15日，神戸地方裁判所において，逮

造物損壊罪で懲役'1年の判決を受け，これを不服として控解し，同年

5月10日,神戸拘置所から大阪拘置所に移送され,同拘置所に収容
されていた。 ．

（2）大阪拘麗所医務部の医師は，平成19年5月14日，被上告人

が11食連続して食事をしておらず，同拘低所入所時と比較して体重

が5版減少しており，食事をするよう指導をしてもこれを拒絶してい

ることから，このままでは被上告人の生命に危険が及ぶおそれがある

．と判断し，被上告人の同意を得ることなくb鼻腔から胃の内部にカテ

ーテルを挿入し栄養銅を注入する鼻腔経管栄養補給の処置を実施した。

その後，カテーテルを引き抜いたところ，被上告人の鼻腔から出血が

認められたので，医師の指示により止血処置が行われた｡

2本件は，被上告人が，上告人に対し，被上告人の当時の身体状

態に照らして不必要であった上記処睡を実施したことが，拘腫所に収

容された被勾留者に対する診療行為における安全配慮鶴務に違反し償

務不履行を構成するなどと主張して，損害賠償を求める事案である。

国が,拘置所に収容された被勾留者に対し,未決勾留による拘禁関係
の付随鑑務として信義則上の安全配慮義務を負うか否かが争われてい

10BO(2)民集70巻4号

【上告人】被控豚人被告国代理人定塚 賊ほか

【被上告人】控訴.人原告X代理人河村 学

【第1審】大阪地方裁判所平成25年3月15日判決

【第2審】大阪高等裁判所平成26年1月23日判決

0判･示事項

拘置所に収容された被勾留者に対する国の安全配慮兼務の有
嬢

O判決要旨

園は，拘壁所･に収容された被勾留者に対して，その不刷行が
損害賠侭寅任を生じさせることとなる信醗則上の安全配慮醸
務を負わない。

【参照】民法1条2項2櫓利の行使及〔蟻涜の履行は，信義に従い城実に

行わなければならない。

同法415条債務者がその債霧の本旨に従った履行をしないときは．債相者

は，これによって生じた損害の賠償を鯖求することができる。債務者の責め

に鰯すべき事由によって履行を千ることができなくなったときも，同療とす
る。

刑事施段二於ケル痢事被億人ノ収容等＝関スル法律（平成18年漉律第58号

による廃止前のもの)40条被収容者疾嫡＝掴リタルトキハ医師ヲシテ治療
セシメ必要アルトキハ之ヲ病室二収容ス

刑事収容施股及び彼収容者等の処遇に関する法律62条1項2号刑事施設の
長は，被収容者が次の各号のいずれかに酸当する場合には,､速やかに，刑事

施設の顧員である医師等（医師又は歯科医師をいう。以下同じ｡）による診
療（栄養補給の処置を含むb以下同じ.）を行い．その他郷要な疾擦kの椿
置を執るものとする。ただし，第1号に餓当する場合において，その者の生
命に危険が及び･･又は他人にその疾痛を感染させるおそれがないときは，そ
の者の意思に反しない掲合に限る。

二飲食物を挟取しない場合において，その生命に危険が及ぶおそれがある
とき。

民集70巻4号1029(1)



る。

なお，被上告人は，上記処置の実施につき国家賠償法1条1項に基

づく損害賠償も購求していたが，当該謂求に係る舗求梅は時効により

消滅したとしてこれを棄却した原判決に対し不服申立てをしなかった。

3原審は，煎配事実関係の下において．次のとおり判断して，被

･上告人の請求を一部露容した。

拘置所に収容された被勾留者は，自己の意思に従って自由に医師の

診療行為を受けることはできない。そして，拘置所の職員は，被勾留

者が飲食物を摂取しない場合等に強制的な診療行誌（栄錐補給の処置

を含む｡）を行う櫓限が与えられている反面として,拘置所内の診疲行．

為に関し，被勾留者の生命及び身体の安全を確保し，危険から保霞す

る必要がある。そうすると，拘置所に収容された被勾留者に対する診

療行為に関し，国と被勾留者との間には特別な社会的接触の関係があ

り，国は，当該診療行為に関し，安全配慮鏡務を負担していると解す

､るのが相当である。

4 しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。そ

の理由は，次のとおりである。

未決勾留は，刑解法の規定に基づき，逃亡又は罪旺隠滅の防止を目

的として，被疑者又は被告人の居住を刑事施駿内に限定するものであ

って，このような未決勾留による拘禁関係は，勾留の哉判に基づき被

勾留者の意思にかかわらず形成され，法令等の規定に従って規律され

るものである。そうすると，未決勾留による拘禁関係は，当事者の一

方又は双方力&相手方に対して信蕊則上の安全配慮鶴蕊を負うべき縛別

な社会的接触の関係とはいえない。したがって,園墜些麹瞳睡呈胆窒

基づく損害賠償責任を負う場合があり得ることは別蹄である｡)。

5 これと異なる原審の上肥判断には，判決に影響を及ぼすことが

明らかな法令の違反がある。磯旨はこの趣旨をいうものとして理由が

あり，原判決中上告人敗所部分は破棄を免れない。そして，以上税示

したところによれば，被上告人の鯖求は理由がなく， これを棄却した

第1審判決は是認することができるから，上記部分に関する被上告人

の控所を素卸すべきである。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官櫻井龍子銭判官山浦善樹裁判官．池上政幸

裁判官大谷直人裁判官小池裕）

要旨

茂勾憧

ととなる信義則上の安全配慮塗塞を負わないというべきである(なお，
事実関係次第では，国が当該被勾留者に対して国家賠償法1条1項に

民集O"4号1031 (3) 1唖（4）民填70巻4号



上告代理人都築政則ほかの上告受理申立て理由

〈ただし，排除ざれたもの雀除く。 ）
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第4本件措匠に安垂慮麓蕃違反があったとする原判決の判断は．刑事収奪埼
壁82条ユ坂2号等の癖遼題を眠っていること

1原判決が認定した事実関係

2原判決は，刑事収容施設法62条1項2号の描画に係る刑事施設の長の戟

量を不当に制限するものであって．刑事収容施設法62条ユ哀2号等の解釈
適用を誤っていること ‘

鮪1 はじめに

1事案の概要

本件は，建造物扱壌罪で趨解さｵ1次阪拘醗所に未決拘禁看として収容され

ていた相芋方がj平成19年5月14日，同拘匿所医師から，相手方承同意

をしていないにもかかわらず．衷員鐸によって手足を拘束された状態で，

強制的に鼻睦経管栄養補給措旺(以下｢本件措置jという｡）が行われたこ

とにより，鼻血を出すなどの傷害を負ったほか，多大な鞘神的識を受けた

とし，申立人は，国家賠侯法（以下『国賠法｣.という.） ユ条ユ事に基づく

損害賂債責任及び相手方に対ず-る安全配慮総務違反を理由とする債務不履行

責任を負うべきであると主張して，申立人に対し,慰翻料800万円及びこ

れに対する遅延損害金の支払を求めた亨案である。

国悪法ユ条1項ir差づく鎮容賠償随傘抱は．澗城…の期闘を経遇して提

所されたものであり，申立人は,禰滅時効を銀用する旨の意思表示をしてい

るため，本件の主な争点は，①国が,刑事収容施設の被収奪者に対し,その
違反につき俵務不蹄賓任を問われるべき安塞怠綾錆を負担しているか(争

点1)，②申立人に相手方に対する安全配慮麟務達反ぶあっ龍か（争点2）
である． ．

－審判決は，①国の未決拘禁者との関係で僧魅則を柾拠とする安全毘慮駿

務を観念する余地はない，②本件措魔について違法性を基感づけるような事

情は見当たらないとして，相手方の詞求を棄却したため，相手方は，これを
不服として控扉した。

2原判決の要旨

原判決は，概蕊以下のとおり判示し・申立人に安全配賦輯密違反（侭密不

（6）謹70巻4号民集70巻型号･･ 1”3（5） 1“4（6）



履行）があったとする相手方の主彊を認めた上，その損害賠償鯖求は，慰謝

料60万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとした｡、

（1）争点1について（原判決13ページ）

『安全配慮蛙誇」とは，ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関

係に入った当事者問において，当該法律関係の付随輯務として当事春のー

方又は双方が相手方に対して値総則上負う琴として一舷的に認められる

べきものであるところ（最商餓判所昭和50年2月26日第三小法廷判決

・民集29巻2号143ページb以下『最高裁昭和50年判決』という｡)j

飛事関係法の適用により飛事収容施股に拘禁された被収容者は，施設外部

の国民と異なり， 自己の愈思に従って自由に医師の診療行為を受けられる

わけではなく，医療行為を受けるためにも、飛事収容施股の職員の協力が

不可欠である｡そして，同職員は，被収容者が飲食物を摂取しない鳩合等

に強制的な診療行義等を行う栴限も与えられているから”事収容施股及

び被収容者等の処遇に関する法律（以下I刑事収容施殴法」という｡） 6

・2条1項2罰，その反面，施砿内の診療行為等に関し，被収容者の生命

及び身体の安全を砿保し．危険から保禰すべき必興性があり・その然辱性

は，雇用契約における雇用者と労働者との間の関係などと別異に解すぺき

醗拠がないばかりか，むしろそれ以上の必要性が露められる°

したがって，国は，刑事収容施殴の被収容者の診療行為に関して，安全

配慮“を負担していると解するのが相当である．

②争点2について《原判決21.ページ》 ・

ア医師は，被収容者の技食拒否に対し，栄養補給措腫を実施するに醸し

ては，窪ず，被収容者に対し，できる限り，自発的に曇癖を挟取ナるよ

う促すとともに，次いで．具体的な栄養桧給措屡を実施する場合には, 、

被収容者の同意を取り付けるよう戯み，さらに，同窓が得られない場合

には，賭検壷によって被収容者の健康状態を十分に検鉦し，その結果を

踏まえて,刑寧梗客施陵法62条ユ項2号の『生命に危険が及ぶおそれ」

窪70巻4.号1035(7)

の有無を判断した上，強刷的で，かつ危険性も高い鼻腔経管栄錠補給捨

厘を実施するより前に,まず,点滴処歴や経膨栄養剤の自主癖下など，

より強閣的でなく，危険も少ない代替的手段の実施を険みるべき注意鏡

務があると解するのが相当である。そして，こめ注意鶴務は,身体拘束

に伴う申立人の強制力行使に本来的に内在する一般的な職であるほか，

前配(1)の安銀懲整碁としての麹務でもある。

イ本件措屋を実施した医師が，本件措匠に醸し，相手方に対し食事の摂

取を促して拒絶されたことは配められるものの，点滴処直や経腿栄養銅

の自主的嚥下(経口摂取)などの実施を験みた形跡がない上,相手方が

これまでユエ食不食にしていること,本件措置の前の体重測定において，

4日前の入所時の体重から5キログラム滅少していることのみを判断根

拠として，相手方の同意を得ることなく，本件婚■を実施したのである

から，前配アの義務違反が餌められ，本件捨睡の実施は違法である．

．a上告受瑠申立て理由の骨子

0）債務不履行寅任としての安全配慮装画遣反を鱈めた判断の隈り

拘侭所の聡員が按収容考に対して医家上の措匿を執るに当たっては，刑

事収容施醗法醗則14条によって廃止された卵亭施彼二於ケル刑事被告

人ﾉ収容等二関スル法律』(以下｢旧収容等法』という｡）の下においても，

被収容者の健康状態を糟に的碓に把握し，適切な医療上の措置を執るぺぎ

顧務上の法的銭務を同法に基づいて負っており，これに違反して彼収容者

に損害を加えたとき賎国防法1条1項に基づく損害陪侭責任を負うこと

になる（なお，本件捨匿がされた当時刑事収容施段法は未だ施行されてい

なかったが．同法の趣旨に沿って旧収容紳法が適用されるくきであったこ

とは，申立人も争うものではない｡)．しかし，こうした根拠法令に基づい

た職務上の法的鶴務とは別に信麟則上の残務を負わせることは，横力的な

公法関係を契約関係のように広く信麓期によって規律することになり，法

律による行政の原理からしても許されない。その違反につき債務不履行責
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任を関われるべき糟麓則上の付随蔑務としての安全園慮蕊務は,､当事者の

自由意思を前提どした契約関係又は契約関係に準じた関係の下においての

み認められるものであり，およそ当霊の自由意思を前提としない一方的

な支配関係にある国と被収容者との関係においてこれを鱒めることはでき

ないG ･ .

本件では，特に痢事収容施陵法62条1項2号の趣旨に沿う措置が閤題

なのであり，同号は，被収容者が「飲食輪を摂取しない場合において，そ

の生命に危険が及ぶおそれがあるとき」に骸当する場合に，刑事施設の長

は，医師等による診療を行い，その他必要な医療上の措厘を執るものと定

めているところ，同号所定の要件が寵められる限り，医師による必要な医

療上の措歴程執ることができることを許容し，当餓措腫を執るかどうかに

ついて被収容者の同窓を得ることを要件としていない。この点は，同項柱

客曾において，同項1号の場合に限って，一定の場合には『その者の意思

に反しない濁合に限る｡」と規定されて，同項2号についてはそのような

規定がないことからも明らかである。そのため，本件では，拘置所長が，

拘睡所の被収容者であった相手方において.飲食物を摂取せず.その生命

に危険が及ぶおそれがあったものと鱒め，相手方の意思とは無関係に医療

上の措匠を軌ったことの適法性が問題なのであって，同法に基づく職務上

の法的準に進反したかどうかが国賠法1条1項により問われるべきであ

り，このような場面において，契約寅任に基礎を硬く償翰則上の付随蕊務

としての安全配慮総溌問題となる余地はない．

したがって，安全璽慮鐙務違反があったとして申立人に債務不履行T冒任

を認めた原判決は，民法ユ,条2"415条，荊亭収容施駿法82条ユ項

2号及び同号の趣旨を踏まえた旧収容辱法40条（以下， 「飛事収容施殴

法62条1項2畳及び同号の趣旨を踏まえた旧収容等法40条』を単に『刑

事収容施設法62条1項2号等jという｡）の解釈を誤るものである（後・

記第2及び第3)。

②刑事収客施殴法82条1項2号等の解釈適用の膜り

刑瀬孜容施股法62条1項2号の， 「飲食物を摂取しない堀合において，
その生命に危険が及ぶおそれがあるとき」とは,鯉統的に摂食を拒否して

いることによって栄養状趨が悪化し，生命に危険が及ぶおそれがある場合

をいい,摂食の拒否によって生命への危険が現実に切迫するまで待つ必要

はなく，相当期間拒食を続けている糧合で，被収容者の言動などから摂食

拒否を長期間にわたって銃けることが明砿であり，生命に危険が及ぶおそ

れが認められれば．そのような危険の発生を見越して，合理的な範囲で速

やかに「必要な医療上の描遍を執る.』 （同項柱書き）こととされていると

解される。し､かなる場合に｢飲食物を接取しなし､島合において，その生命

に危険が及ぶおそれがあるとき｣に当たり,いかなる医撫上の措匪を逓択

すべきかについては，現場において当“収容者の曾動をよく観察してし、

る拘極所長の，医師による医学的な判断を踏まえた専門的裁最に委ねられ

るくぎものである。

前肥2②ｱのような手頬を踏まなければ,鼻匪符栄養楠給捨丘を強制
的に行うことはで詮子圃安全配慮鋒霧に途反することになる"いう原判決

の判断は，拘置所長の裁迂相を不当に制限するものであって，刑事収容施

段法62条1項2号等の解釈適用を膜るものである。当時，相手方は，食

事の摂取を拒否し， 1ユ食不食にしており．4日前の入所時の体重から8

キログラム減少していたのであるから，点滴処歴や経島栄養剤の自主的蕪

下鯉口撰取）などの実施を鱗みなかったとしても，相手方に対する安全

配慮曇霧に違反したとはいえず,判決の結露に影容を及ぼすことが函らか
な法令の違反がある（銭…4)。

第2安全配慮義霧をめぐる判倒及び学践の動向

1最高裁昭和SO年判決の概要とその意蓋

（1）事案の羅要及び判断の内容

1”8（10）民集7曙4号"70巻4号1037(9)



最高裁昭和SO年判筏は， 自衛隊員であった国家公務員が自衛隊の車両

整備工場において車両整傷中に露外隙員の運転する自動車にひかれて死亡

した事故に関して，遺族が国に対し，国は自衛隊員の使用主として隊員が

殿務するについてその生命に危険が生じないように注意し，人的物的露境

を整鯛すべき安全配慮趣務を負っているのに，国はこれを怠ったとして，

損害賠倹を錆求したどいう事案である。

同最高観判決は．以下のとおり判示して，安全配慮鶴務の成立を否定し

て遺族からの同銭塞反に基づく扱害“舗求を排斥した原判決を破棄し，

本件を原審に差し戻した。

「国と国家公義員（以下「公務員」という｡）との間における主要な錘

務として，法は，公務員が職務に専念すべき銭務（国家公務員法ユ0ユ条

1項前段，自婿隊法60条1項等)並びに法令及び上司の命令に従うべき

錘務（国家公誇員法98条ユ項，自衛隊法56条， 57条等）を負い，国

がこれに対応して公誘員に対し給与支払磯務（国家公務員法62条，防構

庁職艮給与法4条以下等）を負うことを定めているが，国の銭務は右の給

付鰯にとどまらず,国は,公若員に対し,国誤公務遂行のために股置す

べき掲所，施駁もしくは器具等の殴侭管理又は公務員が国もしくは上司の

指示のもとに遂行ｻｰる公務の管理にあたって,公務員の生命及び健康等を

危険から保鐘するよう配慮すべき鮭務（以下『安全配慮鶴務』という6）

を負っているものと解すべきである。 （中略）国が，不法行為規範のもと

におし､て私人に対しその生命，健康等を保俵すべき鏡務を負っているほか

は‘いかなる程合においても公読員に対し安全配慮錐務を負うものではな

いと解することはできない。けだし，右のような安全配虚鐘蕩は，ある

法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者閃におい

て，当該法律関係の付随義務として当事春の一方又は双方が相手方に

対して信義則上食う菌瀦として一般的に囲められるぺきものであって，

国と公務貝との間においても別異に解すべき飴拠はな･く，公務員が前記

の鐘筋を安んじて骸実に履行するためには，国が，公務員に対し安全

配慮磯塞を負い，これを尽くすことが必要不可欠であり，また，国家公

務員法93条ないし95条及びこれに釜づく国家公務員災害補侯法並

びに防衛庁職貝給与法27条等の災害捕償倒度も国が公誌員に対し安全

配愈結務を負うことを当然の前提とし，この銭誘が尽くされたとして

もなお発生すべき公蕊災害に対処するために股けられたものと解され

るからである.」

②最高叙昭和B0年判決の竃麟とその背景にある考え方

ア安全配怠麓漉違反は俵務不履行の一態様として窪められたものである

こと ・

溌高裁昭和60年判決が囲めた安全配慮鶴務に違反することは， 『広

い意味での不完全履行の一穂であると解されており，右麓務の不履行は

債務不履行の一懸織にほかならない｡j (吉井直昭。､最商蛾判調例解硯

民事麓昭和55年度415ページ）とされ，最高裁昭和50年判決は,．

「国は,公差災害を受けた公麓員に対し6国家賠償法，自賠法等に基づ

く不毒為憲任としての損害路償垂を負うことがあるのとは別に,国

がその公務逆行のための場所，施鼓若しくは器具等の段丘管垣又はその

遂行する公務の管理にあたって，国家公務員の生命及び健康等を危険か

ら保霞するよう配慮すべき銭務があるとし，雇礁(労働)契約のもとにお

いて使用者は被用者に対し信鏡則上の安全配惑鎮務を負うかどうか．私

人問の場合には右安全配慮銭務があるとしても国が特別栴力関係にある

公務員に対してこの銭務を負うかどうか， という問題の双方について一

半に最禽鹸として初めて穣棲に判勝したものでおる』 （遠廊只治・最海

餓頃厩判例解硯民輔昭和58年度ユ98ページ）とされている。P・

イ最高裁昭和60年判決はドイツにおける判例理蘭をe考にしたもので

あること

国と公蕩員との関係については．最高栽判所昭和49年7月19日錆
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二小法廷判決（民集28巻5号897ページ）が『基本的には．公法的

規律に殿する公法上の関係である」と判示しているところ，このような，

公法上の法律関係であり,契約関係にはない国と公務負の関係について，
最高裁昭和50年判決は，どのような根拠に基づいて国に契約寅任に基

礎を厩<安鐸虚襲務を肯定したのかが問題となるが，柴田保幸・最高

銭判所判例解醜民事鷺昭和50年度66ページ以下によると，最高戯昭

和50年判決はドイツにおける判例理賎を参考にしたとされている。

す承わち， ドイツ民法618条は， 「使用者が，労偽者の生命及び健

康に危険を生じないよう配怠すべき錐務謹負う旨規定する』ところ， 「ド

イツにおいて，当初の官吏法は‘国が官吏に対し安全配慮蕊務を負う旨

の特別規定を敗けていなかったが，学脱及び判例は， ド民法618条を

公法関係に直接適用はないとしながらも，同条の安全配慮銭務の根底に

ある法思想は一般的に妥当ナるものであるとして．実定公法における法

の欠峡を捕充寺るために右の法思想による解決をはかってきた」もので

あるとされ，最商戴昭和60年判決が「『安全国慮麓務は，ある法律関

係に基づいて特別な社会的接触の贋係に入った当事者問において，当咳

・法律関係の付随蕊霧として当事者の一方又は双方が相手方に対して信餐

則上食う蕊務として一般的に鱈められるべきであ』ると判示しているの

は，右のドイツの判例と同襟な解釈をとるこ．とを明らかにしたもの」と
されている。

ウ最痴銭昭和SO年判決が公務便関係において安全配慮稜務を函めた理

由は雇用契約関係に類似した面があることを考慮したものと考えられる
こと

上記のとおり｡最高裁昭和50年判快の根拠とされたドイツの判例は，

私人間の厘用契約に囲められる安全配嘩務を，国と公務員との関係に

おいても信麓則上の磯務として邸めたというものである。鐙高裁昭和5

o年判決も．国と公誇員との間における主要な鶴務として，公務員が騒

民集70"4号1"I(13)

務に専念すべき銭務並びに法令及び上司の命令に従うべき轄蕃を負い，

国がこれに対応して公務員に対し給与支払賎務を負うことを指摘してい

るところ，こうした関係は雇用契約と類似しており，この雇用契約と公

務員関係との実質的な類似性が同判決において国の公密員に対する安全

配慮鋸が肯定された奥侭的な根拠になっているものと考えられる。

すなわち，今日,●公麓員関係を護法上の労働契約関係とは全く異罰の

特別梱力関係とみる考え方は採用されておらず｡ 「動労提供の方法を指

揮する臓務命令.紫務命令や被用者の規律維持のための愈戒行為などの

權力行為は，公務員関係にも窓的雇用画労錨関係にも等しく，雇用＝労

働関係の本貿上,みとめられる』 (杉村敏正.改訂行敦法購蕊總圃(上）

62ページ）ものであり，公務員の勤務関係は， 「雇用＝労働関係の一

種であるが，ただ，遂行すべき職務が公務であるということから，服務

その他につき，公法上の規制をうけ‘.また， ､労働法上の櫓利に制約をう

ける公法上の雇用＝労働閣係である』 （同138ページ) .とされる。ま

た， 「公蕃員になるかならないかは本人の自由であり，岡当事者の憲思

の－我なしに蹴公護員関係ば成立し身ない． シいう点において・両法関

係（引用者注：公務員関係と私的労働契約関係）には，その塞本的な棺

利蕊務関係において′何らの根本的蓋違のないことが砿認されなければ

ならない」 （室井力．特別櫨力関係賎38ユページ）とされ， 「公誘員関

係は,法原理の本来としては,対等当事者問の労働契約関係」である（同

382ページ）などとする見解が有力に唱えられている●このような点

こそが，最高銭昭和S0年判決が公務員関係にも安全園慮露を囲めた

根処になっているように思われる《奥田昌遺『国の安全配な銭誘違反と

消滅時効」 （昭和50年度重要判例解脱bジユリスト6ユ5号58ペー

ジ以下）参照)。

以上のとおり，最寓裁昭和50年判決が国と公務員との関係において

も安全配慮轆溺を認めた按錘は,元来、私人問の扇用契約においては’
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使用宥に信綾剛上の付随腔務としての安全配慮鶴務が閲められているこ

とを踏まえ，雇用契約ではないものの，その成立に当たっては当事者の

自由な憲思が前提となり，一方が職務専念艦務等を負い，他方がこれに

対応して給与支払義務を負うという点において，対等な当事者間に餌め

られる雇用契約に鋤じたものであることから，公琵員と国の関係にも契

約責任を拡喪し,国に安全毘怠鶴読を露めたものと見るのが相当である。

柴田・前掲判例解硯68ページも， 「安全配慮麹務違背に基づく損害賠

償購求櫓」について「契約規麓によって生ずるもの」と述べている。

エ 「特踊な社会的接触の関係』の“

どころで，最商蛾昭和50年判決は， 『安全鹿慮鹸務は，ある法律関

係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者問において，当該

法律関係の付随麟蕃として遵事者の一方又は双方が相手方に対して信鏡

則上食う農務として一般的に罷められるべきもの」であると判示してい

る。この部分を見る限りは，上記軸謹が囲められる関係が相当程度広い

ものであることを示しているとみる余地もないではない。

しかしながら．是…和60年判決が上記のような一般的な判示を

したことについては； 「きわめて広く，かつ抽象的な脱示をしたために，

それまでの公稜員関係（対比は労循契約関係）にしぼられた具体性ある

硯示とかみ合わないきらい承ある・これは，特別樋力関係鰭や労働法学

春のいう労傭契約本質繭に深入りすることを避けたために， 『ある法律

関係』『特別な社会的披触』といった表現になったのであろうかと思わ

れるj (臭田・前掲「園の安全配慮義務違反と梢識時強j59ページ）

と評.されている。

最寓貌昭和50年判決は，飽くまでも公務災害の亭案について判示し

たものであり，国と公務員との関係以外にどのようなもの誼『ある法律

関係」に基づく 「特別な社会的接触の関係』に含まれるのかにつし､ては

何ら判示しておらず，その後の判断に委ねられたとみるべきである。
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2安全配慮義務に関する一連の最高識判決の分析と検齢

そこで，最高裁昭和50年判決以降，鎮判所がどのような法律関係におい

て契約責任に基礎を置く安筆慮準を露めたかについて通覚する．
（1）雇用契約関係

最高畿判所昭和59年4月10日第三小法廷判決（民集88巻6号56

7ページ).は，宿直勤務中の提業員が迩賊に殺害された事故につき』会社

に安全配態麓塞反に基づく祖書賊侯賓任があるとされた事例である｡

同判決は， 「雇傭契約は,労働者の労瀦提供と使用者の報顔支扱をその

基本内容とする双務有債契約である承，通肯の場合，労循者は.使用者の

指定した濁所に麗侭され．使用者の供給する鼓侭，器具等を用いて労麓の

提供を行うものであるから，使用者は，右の報醗支払銭蕃にとどまらず，

労働者が労務提供のため設優する掲所，股鯛もしくは器具等を使用し又は

使用者の指示のもとに労務を提供する過程において，労働者の生命及び身

体等を危険から保鱗するよう配慮すべき溌務（以下『安全配怠蕊務」とい

う｡）を負っている」と判示しており，園と公穆員との関係について判断

し芳最商裁昭和SO鞠決の溌理が私人間の雇用契約にも妥蟹する屠とを

、砿認している。

愈埼勘･最高哉判所判例解観民事篇昭和59年度139ぺｰジは, I*
判決は，蛙商裁が自衛隊の公務災害について認めてきた安全配虚農務の法

理を程企業の労俊関係にも適用し，湛企梁における使用者の安全配慮義務

の内容を個別的･具体的に明らかにした点に重要な意艶を有する」として
いる。

②元鯖会社と下爾会社の従桑員辱

ア最高裁判所昭和55年12月18日第一小法琵判決《民集34巻7号

888ページ）賎民間の下鯖会社従桑員の労災亭故につき，元賄会社

らに対して安全保柾装誇違背を理由とする俵務不”に墓づく損害賠償
を鯖求した事案である．
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原審の福岡高等裁判所昭和51年7月14日判決は， 「使用者の前紀

安全保鉦鏑務は独り雇傭契約にのみ存するものではなく，仮令それが部

分的にせよ事実上雇傭契約に類似する使用從属の関係が存する場合, .即

ち労働者鋲，法形式としては餓負人（下鯖久人〕 ･と厩傭契約を締結した

にすぎザ，注文者（元閉負人）とは直接の雇傭契約を締結したものでは

ないとしても，注文者，鯖負人間の魏負契約を銅卜として率築上，注文

者から，作業につき，場所，般備，器具類の提供を受け，且つ注文者か

ら直接指揮監督を受け，舘負人淑組織的．外形的に注文者の一部門の如

き密接な関係を有し,爾負人の工事実施については両著淑共同してその

安全管理に当り，館負人の労働者の安全碇保のためには，注文者の協力

並びに指揮監督添不可欠と考えられ，実質上聴負人の被用者たる暫働者

と注文者との間に，使用者,被使用者の関係と同視し(W)できるよう

潅経済的,社会的関係が認められる濁合には注文者は餉負人の被用者た

る労偏者に対しても鯖負人の麗傭契約上の安全保鉦麟務と同一内容の鐘

務を負担する」と判示して元賊会社に債務不蹄責任を認めた。

卜袴審では，債務不屈行痴任の宥鋳自体は争点とはならず、上妃是窩

哉判決は,元賄会社に安全保匪輯鍾反の寅任があることを前鍵として，

①同鶴誘違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠侭債務は，期限の

定めのない債務であり，俵櫓者から履行の鯖求を受けた吟に履行遅祷と

なる，②同賎錘背の俵務不履行により死亡した者の遺族は，固有の慰

籍料諺求櫓を有しない旨を明らかにしたが,判決の中で,元舗会社の責
任を『雇傭契約ないしこれに麺ずる法律関係上の債務不顧行』と判示し
ている．

吉井･前掲判例解脱42’ぺｰジは,下鯖会社の従蕊貝に対する元瞭

会社の損害賠倹鶴務について， 「『雇用契約に準ずる法律関係土の債務の

不腰行』とみることにより積極的に容認したことが判文上院みとれる」
としている。

イ最高鏡判所平成2年11月8日第一小法廷判決（判例時銀1370号

52ページ) ･は，船主と定期傭船契約及び運行委能喫約を締結して船主

所有の船舶による震物の逐行を受能していた会社につぎ,貨物の運航中

に死亡した当咳船舶の船長に対する安全配慮銭窮を餌めた事例である。

同判決は， 「本件鉛舶の運航委能契約の受能者である上告人は，本件

鉛舶を自己の乗諮の中に一体的に従属させ，本件事故の被害者である本

件船舶の船長に対しその指揮盈督相を行使する立場にあり，右船長から

実質的に労務の供給を受ける関係にあったとし､うのであり，このような

穂定事実の下においては，上告人は，信差則上，本件“の船長に対し

安全配慮鶴務を負うものであるとした原審の判所は，正当.として是認す

ることができる｡」と判示した。

ウ最高銭判所平成3年4月11日第一小法廷判決（判例時報1891号

3ぺ-”は,下鯖会社の従業員が完鶴会社に対して安全配慮鶴蕊達背
に垂づく銀杏賠債を謂求した鐸である．

同判決は， 服上告人の下醗企桑の労鐘者が上告人の神戸透船所で労塞

の錫供書するに当たっては．いわゆる社外丁↓･しで，上昏人の鉾鐸する

股備,，工具等を用い，事実上上告人の指揮，露を受けて穆健し，その

作業内容も上告人の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであった

というのであり．このような事実関係の下においては，上告人は．下館

企業の労偽者との間に特別な社会的袋触の困係に入ったもので，信鶏則

上,右労僅者に対して安全配鯛務を負うものであるとした原審の判断
は，正当として是餌することができる.」と判示した．

③銀商裁判決は厩用関係又はこれに準ずるような関係に限って安全配慮義
務を浬めてきたこと

ア潮見佳男・債梱総諭〔第2"] Xユユ8ページ以下によれば， 『安全

璽慮磯務が理館レペルで本格的に磯賎され始めた昭和50年代には，安

全配慮農務は労災･公務災害に限らない広鰯な守値範囲を有するものと
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して捉えられる傾向にあった．麓者によれば，願用契約・労働契約に伴

う労災・公誇災害のほか，鯖負契約・下爾負契約に伴う労災事故， さら

には,学校事故,医療雰斌幼児の保堕預り中の事故,運送契約中の事

故，交通寒故といった場合までもが安全配慮差務の射租に入れられ, r安

全配慮勤務飴」としての解硯に服した（その代表例が，星野雅紀「安全

配怠輯務とその適用領域について」下森編･安全配慮麓誘の生成と展開

48頁と，國井和郎:｢『安全配慮銭務』についての覚巷(下)j判夕36

4号74頁[1978竿]である)．しかしながら，最高蕊の判例が相次

いで出る中で，最高銭が安全配慮錐務の擬念をもっぱら労災・公溌災害

の事例に限定して用いる態度であることが関らかとなり （中略)，震た

下級春レベルまでを見据えても．今日では，安全配慮銑務の適用領域が

労災・公蕃災害に学校事故の事例を加えたものに限定されているjと評

されている°

イ雇用契約については，姓高哉昭和60年判決以前からb使用者に被用

者に対する安全配慮準があることは当然のことと考えられてきたもの

であり．畳商戴昭和50年判決もこれを前提としていたが..前掲最高裁

昭和59年4月10日第三小法琵判決はこれを改めて砿寵したものであ

る． ・

問題は，直接の契約関係にない者の問で安全配慮義務が認められるか

であったが，前掲最高鏡昭和55年12月18日第一小法廷判決及び前

掲最高裁平成3年4月11．日第一小法廷判決は，元砺会社と下飼会社の

被用考との関係の事案について．元鯖会社の管理する殴徽，工具等を用

い，亭突上元鯖会社の指揮，壁督を受けて稼働し，その作桑内容も元鯖

会社の従業員とほとんど同じであったという事実関係の下では，元請会

社は，下鯖会社の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもの

で，信磯則上，同労働考に対して興約箕任に基礎を画く安全配賦鐸を

負うとし，また，前掲最高蛾平成2年11月8日第一小法廷判決は．運

送委髭契約の受能会社と運航船の船長との関係の事案につし､て, ､会社は

飴長に対して指揮監毎鞄を行使する立程にあり，船長から実安的に労務

を受ける関係にあったということから，信輪則上，会社は船長に対して

安全厘慮錐務を負うとしており，その根拠は，要するに，吉井・餉掲判

例解閥が指摘するように．安全毘慮鐸が鯉められる嘱用興約に準ず

る法律関係」があることを前提にしたものと考えられる。

ウ前配の各最齋裁判決のうち『安全配慮磯蕃jの定盤を明砿に示したの

は，最高蛾昭和50年判決のほかは前掲最憲鏡昭和.59年4月10日第

三小法廷判決のみである。そして，そこでいう『安…務』とは，

前者の雲が公濫員関係，後者の琴が窓人間の雇用契約関係という違

いはあるものの,おおむね,使用老が,その業務を遂行す-るために醗置

し,被用者が使用する謁所,設侭若し<露具等の段匿管理に当たって，

又は被用者が使用考の指示のもとに遂行する業務の管理に当たって．被

用者の生命，身体，健康等を危険から保霞するよう配慮することを麟務

の内容としている。それ以外の最寓戟判決を見ても， 『安全配庫銭務」

という文曾は，使用者(実質的使用者を含む.）と被用者（実質的被用

者を含む｡）との問における上配内容の穣務を毒味するものに限られて

おり，それ以外のことを内容とする義蕩についてこれを安全配蝋務と

しているものがないことからすると，雇用関係又はこれに準ずるような

関係（国と公稽員との関係，元騎会社と下萌会…桑員というよう.な実

質的使用者と実質的被用者との関係）を前提とした農務として使用され

ていることは開らかである。 ‘

他方で，最高壊昭和60年判決以外に，最高鶴昭和EO午判決が判示

した『右のような安全配慮職務は,ある法律関係に基づいて特別な社会
的接触の関係に入った当事者問において，当麟法律関係の付唾務とし

て当事者の一方又は双方が相手方に対して信鶴則土負う鶴務として一般

、的に鹿められるべきものであって，国と公差員との間においても別異に
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扉ﾂｰべき薗拠はなく」との脱示を用いて安全配慮“蓬観示した最高銭

判決は見当たらないのであって，同脱示の文曾〈ある法律関係に基づく

特別の社会的接触の関係）のみに依拠して漠然と安全屋慮襲務の成立範

囲を広く解釈するのは，昭和50年代はともかく，現在では誤りという

ぺきである．

エ国に対して安全配慮錠務違反が問われた事案として，いわゆる峨後弼

償関係所歴に当たる一連の強創連行瞬腿がある。国の安全配慮翰蕊違反

が屈められて碓定したものは存在しない談。例えば，東京商等蛾判所平

成14年3月28日判決（醗務月報49尋ユ2号3041ページ)H; ･

「安全配慮銭義はある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入

った当事者間において,当鮫法律関係の付随的磯務として当事看の－方

又は双方が相手方に対して個鶴則上負担する保霞嬢であるが，安全配

意鶴務違反の法的性質は広い意味での不完全履行の一種と解され，安全

配意鐘藷が発生するための当事者問の法的結合関係は契約関係もしくは

これに準ずる法律関係であることを要するものというべきであり，安全

題恵轌は要約的銭触から生じる付随釣務としての相手方の身体b生命

及び財産等に対する保醗鏡務であると解すべきである｡」と判示した上，

国睡寵令は一方的に公法上の勤務麓誇を発生させる行政処分であって，

これによって生じる社会的接蝕は契約的接触であるとはいうことができ

ないなどとじ，強制連行という公法関係に基づく社会的接蝕により．，被

控蘇人が控歸人ら又はその被相銃人らに対し安全配慮鶴務を負担したと

の控豚人らの主謹は採用することができないとしている（同旨の判決と

して，痴餓段階のものだけでも．大阪寓銭平成ユ8年0月2γ日判決・

舩務月報58巻5号1633ページ，東京高裁平成19年8月14日判

決・醍蕃月報54巻6号1292ページ，福岡高銭宮崎支部平成21年

3月27日判決・訟務月報56巻4号1451ページ，仙台商戟平成2

1年11月20日判決・訟務月報57巻6号1044ペーヂ，名古屋商

鋲金沢支部平成22年3月10B判決・罷務月報57巻5:1361Jg

ージ蝉がある｡)。

こうした裁判例も，安全配恵鹸務が契約責任に基礎を征くものである

ことを踏まえ,安全配慮鶴誘が発生するための当事着間の法的結合関係

は契約関係又はこれに準ずる法律関係であることを要する見解に立つも

のである。

s安全配慮義務に関する学醜の助向

吹に,安全配賦“について,学脱がその成立範囲等をどのように分析し

ているかを概観すると，後記(')ないし(7)のとおり，安全配恵農務を契約責

任の拡亜の場面と理解し，表現方法は探々であるが，安全臨芭埜蕃解露めら

れるためには，契約関係又は契約関係に準じた関係が存在する必要があると

解していることが分かる。

（'）國井和郎．､｢鯵三者惹起事故と安塞庫鶴務』 （民法判例レビュー（民事

衰任）判例タイムズ529号ユ98ページ以下）は， 「安全配慮総跨は雇

傭もしくは労働契約の場合に囲められ易いが，契約の種類を問わず，公法

上の法律関係でもよいとされている－また．直接の契約関係の存在したい

湿合でも，安全配慮娃務の成立誤肯定されているように見える．しかし，

その場合でも，契約関係の存否が襲った<無視されているとするのは早計

であって,･実質的に見て契約関係と類似もしくはこれに準じた関係の存在

が必要視されている，というべきであろう。そうでなけれ感債務木履行

擢成が妥当しないであろう｡」 （同199ページ)と述べており，契約賓任

に基礎を極く安＝慮軽務の成立につき．契約関係に傘じた実魍関係が存

在することが必要であり，そう雫なけれぼ徳蕊不威行穴任は妥当しないと

解している（國井和郎・｢『安全配慮唾』についての覚詩(下)1判例タイ

ムズ364号58ページ以下の75ページも同旨.)｡

（2）星野誰紀・『安全麗慮銭務とその適用領域について」 （下森定龍｢安全配

慮鏡蕃法理の形成と展閲』 aSページ以下）は， 『安全配慮麟務は。債濁
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《

不履行を理由とする賠償責任であるから，契約関係もしくはこれに準ずる

法律関係の介在することが必要である《括弧内略)｡｣， 「ある種の事故につ

き，これを使用者の債蕃不履行責任と榛成するには，少なくとも『契約の

存在を観念し得る法律関係』だけは必要であり，ここに安全配慮錨務によ

る法的処理の限界が存するといえる｡』 （同60, 51ページ）と述べ，前

記(1)の園井徴授の意見と同じ立鵠を採っている。

(3)内田侭・『民法函第3版僕犠緯臨・担保物桧」は， 『契約震任の新た

な展開』， 『契約上の農務の拡大」の典麺的な例として『安全配慮鶴務」を

取り上げ，最高曇昭和50年『判決のいう安全配虐銭務は， 『特別な社会

的接錘の関係』に基つく佃義則上の輯務とされ,鑑生活上の一般的な残

務である不法行為法上の注意嬢を超えるものとされてい蔵同機な驍務

は， 自衛隊のような公務貝の勤務上の事故や通常の雇用契約上の労災事故

のほか･学校事故なども含む広い射軽を持つ契約上の“（または契約類

似の関係上の義務）として定落しつつある｡」 （同182， 133ページ） ．

と述べ，安全配慮麹誘を契約上の錘務又は契約類似の関係上の義務と位睡

づけている。 ．

④滝沢牢代・ ｢安全配慮鯵の位睡づけ」 （加藤一郎先生古希妃念・現代社

会と民法学の酌向上285ページ以下）は， 『畿高銭昭和50年判決は（中

略)，亭案に即して考察しても，国と公務員との関係を濯法上の雇傭関係

に準ずるものと捉えているとも､う理解が妥当であろう｡』， 「しかし，その

延長として，判旨が社会的接触関係に言及した部分は，儀論を不必要に拡

大したものであって，むしろ傍酷とみるべきではなかろうか。このような

理解は，後鋒の最高裁輔決がこの麹誘の契約的性質を明砿にしたことによ

りいっそう補強されると考えられる.」 （同291， 292ページ）と述べ
ている。 “ ．

(5)宮本健庫・「安全配遠麓務と契約責任の拡鋤は，量高戟昭和50年判

決を始めとする判例の理解につき， 「判例は，使用者だけでなく契約的接

蝕関係に入った当事者の一方または双方がこれを負うべきものとした．す

なわち，安全配慮凝藩は契約類型を問わず法理賎上一般的に樫められる農

務として位歴づけられた．判例は．雇傭・労俄契約の亭例において，内容

的にはBGB(引用者注：ドイツ民法典) 618条1項に対応する麹務を

問題としな鋲ら，保謹麹誘薗について述べられている理由づけと結合する

ことによって安錘慮義務を一般化したのである．これによって使用者の

安全配慮総務は保嘆鶴務と同一化されるに至った。このようなことからす

ると，判例の安…鐸醗は(中酪)奥田晩が主狸する契約理輪上の一般

的な“義務ないし注巌麹を肯定したものと秤侭することができよう｡j

（同177， 178ページ）と述べているざ

（6）潮見・前掲僚権総翰Iは， 「契約賀任の拡張理箇，付随麹蕃賎」の項目

で，信整則上の付随差務につき． 「ドイツ法学における醸銭から示唆を得

て, ．『債権関係発生の目的実現に向かって協力しあう関係』として債権債

蕊を捉え，こうした関係にふさわしい構利・鏡務巻両当轄に付与してい

く榊想が提唱された」とした上， 『契約関係において債慈者は単に給付を

実現するこ少へと凝務づけられる券けではなくb循鏑則に照らして相手方

当率者の特っ契約利益の実現鐙保陳するためにさまざまな銭務老負担する

ことが指摘された（附随蕊務鯖jと称すること瀕できる．以頂卿。そ

のうえで,蕊約利益実現へと向かう規範群として『契約上の僕務』を観念

し，それへの違反があった場合に債務者が負担することとなる寅任（契約

責任）を拡頚ないし充実させ』たとし， 「労働災害の場での安全塵重職霧

・保霞錘垂の承認に代表されるように，これまでは給付利益ではないとし

て不濫行鍋責任で保震されていた生命・身体・…・所有蝦等の利益《い

わゆる完全性利益･[Xnte露itatgmcereese])の保護を債務に取り込むこ

とで,その違反を契約責任の規律によって処理することが可能となったの

である.J(同14ないし17ページ）と述べている．そして，さらに， 『最

高鏡昭和50年判決とその意鶴』の項目でo r最商裁が， ドイツの保鐘錠
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務醗一および雇傭における配慮麹務(Fursorgepflicht)を定めたドイツ

民法618条の解釈醗一を下敷きにして，上述した安全配慮籍務の一般的

定鶴を述べたと目される点は，強溺して余りある。この恋味では，今日的

な表現を用いるならば，当時の最高銭が用いた安全配慮鶴務に関する一般

的定愈は,まさに保霞難務に関する定綻として理解されるべきものである」

（同117ページ）と述べ，安全配慮鞍務の法的佳質につき，拡張された

契約責任としての義務であり．安全配慮鐙誇は契約上の付率務である保

震綾跡にほかならないと解している。

(7)前記2③ア（18ページ）のとおり，昭和50隼代において，安全壷盆

輪務は労災・公務災害に限らない広範な守儲範囲を有するものとして捉え

る傾向にあり，その代表例溌，國井鹸授や星野氏の輪考であったと艀され

ている。しかし，前麗(1)及び(2)のとおり，その國井敬授や星野氏が，安

全配慮綾務の成立につき，契約の存在を観念し将る関係又は契約関係に準

じた関係が必要であり，そうでなければ債務不履行責任は妥当しないと解

している点は特筆すべき点である。これ以外の飴者も，安全配慮鶴務を契・

約費任の拡頚の場面と…し．安全配虚難蕃が認められるためには.･表現

方法は嫌々である承，契約関係又はこれに準じた関係力E存在する必要があ

るとしているものと…することができる。

公誘員との間の法律関係について国の安全配慮羨務を認めた鮫高裁昭和50

年判決の判示を引用している鯨判決13ページ)．

そして，本件における国と刑事収容施殴の被収容者との間の医疲措砥に関

して，契約又はこれに準ずる関係が罷められないから，最高裁昭和S0年判

決のいう「安全配怠鏡務」を国は負わないとする申立人の主張に対し，以下

のように述べて，これを排斥した（原判決13, 14ページ)。

①安全配虚魅誇は，公法，私法を通じて規定がなく．一般法原理に基づく

鐘藩であり，これを醒めるべき必要性は,当事者問の一定の接触関係にお

いて，一方当事者鋲相手方当事者に対し‘一定の場所‘段翻等のもとにお

いて勤蕃等を命じうるという優位な立場にあることから,相手方当事春は，

そのことによる内在的危険を負担しているところ，優位な立溺にある当事

者は,相手方の上記危険を予潤して危険を回恋ることが可龍であるのに，

相手方当蓉は， 自らその危険を回避することが困懸であるこ.とから，優

位な立場にある当事者に相手方当事者に対する保濃華を課すのが相登で

あるという法的・社会的醇価から来るものであって，当事者の愈思を醗拠

とするものでは稚い。

②一般的に，安全配慮銭務が債務不履行責任として構成されているのも．

穣務を際した側と課された側に常に契約関係が存在するからではなく，法

的・社会的爵価から， 「特別な社会的接触」をもって，一種の契約関係と

同視Lているにすぎないのであり，現に，厳密には契約関係とはいえない

公務員の労後関係などにも安全塵慮義君が囲められてw,るのであるから，

安全配慮綻務が認められる場合を『契約関係又はこれに準ずる関係』が存

在ナる溺合に限定する“はない． ．

③このような安全配慮義務を不法行為寅任とは別に囲めるべき実質的必要

性は。損害賠償舗求権の消滅時効期間の長短にあるが．刑事収容施段の被

収容者は，身柄を拘束されている立場上‘桧利行使の実効性承ある租度嗣

約されているのであるから，労犠関係などよりも一層，長期の澗戴時効期

1侭4（26）零70審4号

第3債務不履行責任としての安全麹虚譲濫逮反を認めた原判決は．民法1条2

項’ 415条及び刑事収容施殴法62･条1項2号等の解釈を鴎っていること

1 原判決の剰示

原判決は， 「安全配慮麹蕩｣.とは，ある媛律関係に華づいて特別な社会的

接触の関係に入った当事考問において，当該法律関係の付随翰務として当事

者の一方又は双方が相手方に対して僧麓則上負う鶴稽として一般的に認めら

れるべきものとした上で，国は，刑事収容施設の被収容者の診療行為に関し

て’安全配慮蕊務を負担していると解するのが相当であるとして，国と国家
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間により保鰻すべき必要性が高い．

2個稜則上の付随義務としての安全配瞳穣濫が鯉められる渇合

（1） 「特別な社金的接触の関係」の射租範囲．

前記第2で検肘した最商戴昭和50年判決の意畿，その後の鏡判例と学

醜の動向，特に，同3⑥（24ページ）の潮見数授の見解のとおり，安全

配慮露は,信鶴則上の付随農蕃として壁したのであり，我妻教授が『契

約の当事者は，単に個々独立の按梅債筋を負担するだけではなく，そこに

一財寅や労働力の移動・配分を担当する，社会的に意義のある一一個の協

同体を梼成するものとして，その関係自体を信鏡則によって錘すべきも

の」 （我妻祭・債権各薗上審34ページ）とし,これを雇用契約における

付随鶴務としての安全配慮銭務の根拠としているのもこの祷想に基づくも
のである。

このような信麓期上の付随義務としての安全毘慮“麓が廃生した過程

を見るなら風安全配慮越務ぱ，一定の契約関係又はこれに準じた関係が

あり，契約の本質というべき対等な当事者問に，相互に信頼し合い相焼力

すべき桧同体の関係が成立していることが前提とだっているというべきで，

このような関係が，最商鍍昭和50年判決のいう『特別な社会的接触の関

係」であるというべきである。

前掲(20ページ）東京簡鏡平成ユ4年3月28日判決も， 「安全配腫

銭務はある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者問

において，当酸法律関傑の付随的魁務として当毒考の一方又は双方瀬相手

方に対して信鮭剛上負担する保嘆鶴務であるが，安全屋怠鋳莪違反の法的

佳賓は広い懸味での不完全履行の一種と解され,､安全配怠鏡務鉱発生する

ための当事者問の法的結合関係は契約関係もしくはEれに準ずる法律関係

であることを要するものというべきでありj安全配意賎務は契約的接鍾か

ら生じる付随凝務としての相手方の身体，生命及び財産等に対する保霞錠
務である」としている。

②契約園係に串ずる法律関係と賎当事者の自由意思により当駿法律関係

が形成され,安全配竃義務が成立し得る契約関係とその実鐙（扣利騒漉関
係）に差異がなく．契約責任の拡譲が正当化され得る法律国係を指すこと

それでは,契約雛に基礎を低く安全配慮強務が生ずる｢契約関係に軍
ずる法律関係」とはどのようなものか。どのような関係であれば安全寵唾

鶴務が鱒められるかが問題となる。

前配第2の1②ウ（13， 14ページ）並びに同2②ア及びウ（16

ないしユ8ぺｰジ)のとおり，最商鰻昭和50年判決が契約関係にない国

と公務員との間につし､て，前掲般寓銭昭和55年12月18日第一小法廷

判決及び前掲最高鏡平鹿3年4月ユ1日第一小法廷判決が，元賄会社と下

館会社従業鼠との間について，それぞれ国及び元論会社の安全毘懲鶴誇を

認めたのは，上飽各当事者問においては，安全配意鞍務が成立し得る契約

関係（穆法上の雇用契約ないし労犠契約）とその実態（権利率関係）に

差異がないことによると解される．

そして，契約の本寅的要素は当喜者間の『合意」に基づし､だ対等な関係

があることであり｡契約責任である債務不履行賓任は． この『合意」に違

反した寅任であり，この「合意』は私的自治の原則の下で当事者双方の自

由な意思により形成されものであるから，契約関係にはないもののこれに

「準ずる法律関係』として契鈎責任が生じ得る関係とし､えるためにば.少

なくとも『合意」と同犠に。当事者の任意的な契機に盤り法律関係が形成

されたこ．とが必要であるものと解される。これ藍公務員関係にういてみれ

感公務員になることを希望する者は，賦敏を受け任用行為によってその

身分を取得するのであるから， ．そこには任憲的な契犠を臨めることができ
るのである。

以上の検酎からすれば,安全園慮麟務が認められる『契約関係に蛾ずる
・法律関係』とは，当事者の任意により当麟法律関係が形成され，安全厘慮

・銭務が成立し得る契約関係とその実愈（梅利醗関係）に差異がなく，英
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約寅任の拡喪浜正当化され得る法律関係を指すというべきである。

（3）権力的な公法関係について広く信酋則上の安全配慮転務を阻めることは

法律による行政の原理がらしても爵されないこと

最高裁昭和50年判決は， 「ある法律関係に基づいて雑別な社会的接触

の関係に入った当事者間において，当砿法律関係の付随錠蕃として当事者

の一方又は双方が相手方に対して信鶴則上負う鶴測として安全配慮鐸

を認めたが，梱力的な公法関係について広く信鶴則上の安全配慮竣務を露

めることは法律による行政の原理からしても許されないというべきである｡

すなわち，信義餓実とは，社会共同生活のー員として，互いに相手の価

額を裏切らないように, ･餓意をもって行動することである（我嚢築・新訂

民法絶則34ページ)。そして,僧鑑餓実の原則は，特に契約関係を念頭

に回いた原則であり，近代社会における私的取引関係は，独立自由の個人

の問で行われるものであって，それは相互に相手方を信頼して初めて成り

立ち得るとの考え方に依拠したものである。これが法の一般原則として，

例えば，行政の違法な活動詮信領して行勅した私人を保霞する場合等（最

高銭昭和62年ユ0月30日第三小法廷判決・判例時報。262号91ペ

ージ)，行政の分野にも妥当する樹合があるが，法律による行政の原理と

の寵整を要するものである（鹿野宏亨行政法I ("5蝉圃版]83ペー

ジ)．すなわち，公法関係，特に桧力的行政行為といった公法関係は，通

常,契約関係のように広く信鏡則により，当事者間の個別的な状況に応じ

て，当事者の負う綻務の要件・内容等が変化してしまうことは許されない

というべきであり，最禽哉昭和SO年判決もそのようなことまで想定した
ものではないb

③小括

以上によると,栖践則上の付随曇務としての安全配慰蕊麓が認められる

ためには， 『契約関係又はこれに鋪ずる法律関係』淑翻められることが必

要であり， .『契約関係に準ずる法律関係」とは，①当事者の任意により当

骸法律関係が形成され，②安全配慮総務が成立し得る契約関係とその実鰹

（権利轄務関係）に差異淑なく.，契約資任の拡張が正当化され得る法律関
係である必要がある。

a刑事施段の被収容者が飲食物を摂取せず，その生命に危険が及ぶおそれが

ある弱面では契約壷任に基礎を置く侭鞍則上の安全配慮義務が問圃となる余
地はないこと ．

（1）刑事施殴における国と被収容者との在監関係は当事者の任意により自

由窟思を介在して形成された溺律関係ではないこと

刑事施股における国と被収容者との在監関係の法的性質は,監無法(明

治4ユ竿法律第28号，以下『旧監澱肇」という｡)，旧収容等法や刑事

収容施股法に基づき，国が一方的かつ強制的に被収容者を荊事施設に

隔溌収容した上で，その改善更生及び社会復帰を図るとともに，同施股

内の規律及び秩序を緯持する目的で．法令に基づき被収容者の各種櫓

利・自由を閥限し得るという･公法上の特殊な法律関係である．洞麩設

における国と被収容者との関係は，国が一方的かつ強劇的に形成したもの

であり，当事者の任意により又は自由憲思を介在して形成された法律関係

ではない。すなわち，被収容者は懲役刑の執行その他の法令上の錐務とし

て刑事施段に収容された上,旧監獄法，旧収容等法又は刑事収容施設法に

基づき，刑務所長等は被収容者に対し各程栂限を行使し，被収容者はこれ

に服するという一方的かつ強制的な関係にあるのであ･り，当事者の任意に

より自由意思を介在して形成された法律関係とは認められない。

②在監関係を規律する旧霊鍬法．旧収容等法や洞事収容施設法によって被

収容者の生命，身体の安全に忠摩すること力嘩められていること

そもそも，旧監獣法，旧収容等法や現行の刑事収容施段桧は，国に被収

容者の人権を尊重しつつ,健康や刑事施震内の衛生の保持を求めてﾙ､るか
ら，刑事施般内において，刑務伶桑に従事中に被収容者が傷害を負ったと

か，暴れるなどした被収容者に対して飼止等の措匠を執った犀に被収容者
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が傷害を負ったといった事案は,上記各法律が規定する公法上の麟務であ

る職務上の法的鶴務力$問題となり。国鰭法1条1項の適用場面として，そ

の鮭塞反の有無が検肘されるべきである。

すなわち；刑事収奪施設法は， 『刑事収容施設（括弧内略）の適正な管

理運営を図るとともに．被収客署《中略）の人櫓を尊重しつつ，これらの

者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的と」し（1条)， 『未決拘禁

者の処遇に当たっては，未決の者としての地位を考慮し，その逃走及び罪

､鉦の隠滅の防止並びにその防御楢の尊重に特に留迩しなければなら｣ず(3

1条)， 「被収容者の心身の状況を把掻することに努め，被収容者の健康及

［卵蕊股内の衛生を保持するため，社会一般の保健衛生及び医療の水準

に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を鱒ずるものと｣.している（5

6条)。さらに，同法62条ユ項はr刑事施股の長は，被収容者が次の各

号のいずれかに醸当する場合には，速やかに，刑事施股の願員である医師

等(括弧内賂）による諺療(栄萎補給の処疵を含む.以下同じ.）を行い‘

その他必要な医姦上の播匠を執るものと÷るjとし,同項2号において『飲．

食駒を摂取しない趨合において,その生命に危険が及ぶおそれがあるとき」

と規定ずる。

そうすると，刑事施設の職員は，これらの規定に基づく公法上の義務と

して，被収容者の健康状態を常に的砿に把遜し，透切な医療上の措侭を執

るぺき職務上の法的鏡溺を負っており，これに違反して被収容者に損害を

与えたときは，国賠法1条ユ項に基づく損害賠償賓任を負うことになるの
っ

であるから．かかる轆藷に違反して被収容者に損害を与えたか否かが問題
とされるべきである。

そうである以上，このようにおよそ当事者の自由意思を前提としない一

方的な支配関係にある国と被収容者との関係において,上記のような顧誇

上の鶴務とは別に契約賓任に基礎を置く信銭則上の付随鏡麩としての安全

配慮銭務が国に罷められることはないというべきである。

③特に刑事収容施設法62条1項Z号との関係では，信稜則上の安全圏慮
綾務が問題となる余地がないこと ・

本件は,刑事施段の蜘梗容宥であった相手方が飲食物の按取を拒否し統

けたことから，医師が，この漢ま摂食拒否渉継銃すれば生命に危険が及ぶ

と判断し,当咳状観を打廃するため,被収容者に対し栄養補給の措置を執‘
ったという惑案である。

刑亭遼殴は,被収容者がその心身の健康を保持し得るよう，必要かつ適

切な保健，衛生，医寒の婚慰を露ずべき責任壁負う （刑事収容施段法56

条， 62条参照)。被収容者自ら食事を摂ることを拒否している択態が継

続し，生命に危険が及ぶおそれがある場合,刑事施設の長は，医師をして，

上記のとおり刑事収客施股法上食う鏡務に基づき，被収容者の自由意思に

かかわらず,唾上必要な措匿を執ることが要請される(82条1項2号)．

その場合の，洞蕊殴の職員（医銅と被収容者との関係は，興約関係又

はこれに準じた関係にないことはもちろん,互いに相手の信頼を裏切ら･な

いように，賊意登もって行動す-ること誠朔待される関係が成立していると

評価されるような関係にあるどもいえない“そもそも信錐則が妥当するの

は,互いに相手の信頼を嚢切らないように,賊窓をもって行鋤すること（我

秦.前掲民法総則34ぺｰジ参則が期待される関係が成立している場合

である．しかるに，国と被収容者との関係において， このよう悲, .互いに

相手の信頼を裏切らないように,賊懸をもって行励することが期待される

関係が成立していないことはもとより，殊に，本件では．刑事収容施殴法

62条1頓2号の趣旨に沿う婚腫淑問題なのであり，同号の適用場面をみ

た場合jそのような，信鏡則上の輪残の前提となるべき関係はなおさら認

められない.すなわち，同号は,被収容杏が｢飲食鋤を摂取しない鍋合に

おいて，その生命に危険が及ぶおそれがあるとき』に鱗当する場合に．刑

事施股の長は，医師等による診療を行い，その他必要な医療上の措歴を執

るものと定めているところ，同号所定の要件が露められる限り，医師によ

〔32）民集70巻4号華70巻4号1妬9（31） 1WO



る必要な医療上の措睡を執ることができることを許容し，当該婚匿を執る

かどうかについて被収容者の同窓を得ることを要件としていない･この点

は，同項柱害含において，同項1号の場合に限って，一定の溺合には「そ

の者の意思に反しない鰯合に限る｡jと規定されて’同項2号については

そのような規定がないことからも現らかである。そのため，自由意思を前

提とした契約関係又はこれに準ずる法律関係は認め.られる余地渉ない○

以上のとおり，本件のような場合，拘鯉所長は，刑事収容施股法62条

1項2号の趣旨に沿って適用されるべき旧収容等法に従い●相手方の意思

とは無関係に医療上の描砥を執ったことの適法性が問題なのであり，同法

に基づく職務上の法的義務に途反したかどうかが国賠法1条ユ項により問

われるべきで，およそ遇事考の自由意思を餉提としない一方的喉支配関係

にあるというべきであって， 「契約関係又はこれに準ずる法律関係」は慰

められない。このような溺面において，信麹則上の安全配慮麓務が問題と

なる余錨はなく，安全配慮鐸を認めるこ･とは｡法律による行政の原理か

らしても許されないというべきである。

4原判決の判斯の誤り

（1）原判決は，安全配慮慈溺が囲められる根拠を正解しないものであること

ア原判決は，安全配慮銭務を『露めるべき必要性は，当事者間の一定の

接触関係において,一方当事者が相手方当亭者に対し,一定の錦f,殴

備等のもとにおいて勧務等を命じうるという優位な立濃にあることから，

相手方当耗は，そのことによる内在的危険を負担しているところ，優

位な立場にある当事者は, :相手方の上露危険を予測して危険を回避する

ことが可飽であるのに，相手方当事者は,自らその危険を回遊すること

が困錘であることから，優位な立漫にある当事者に相手方当亭考に対す

る保腰銭務を課すの瀞相当であるとする法的・社会的評価から来るもの・

であって0当事者の意思を殿拠とするものではない」とし,安全配慮避

務獺「契約関係又はこれに準ずる法律関係』が存在する場合に認められ

る旨の申立人の主張を排斥した（原判決ユ4ページ)．

しかしながら0殿高戟昭和50年判決やその後の栽判例, ･学脱の励向

を踏まえれば．信義則上の付随錘務としての安全配慮錘は，一定の契

約関係又はこれに準じた法律関係があ.り，対等な当事者問に相互に僧頼

し合い相協力すべき協同体の関係が成立していることが前提となってい

るというべきであり，当事者の任意的な契椴により法律関係が形成され

たことが必要というべきであるから， ､原判決は安全配慮“が露められ

る根拠を正解しないものである．

イまた，原判決は， 〔厳密には契約関係とはいえない，国又は公共団体

の任命行為によって開始される公蕃員の労低関係」にも最高鏡昭和SO

年判決において国の安全配慮鏡務が認められていることを根蝿に，安全

配慮錘が留められる銀合を『契約関係又はこれに準じる関係jが存在

する場合に限定されない旨判断した侭判決14ページ)．

しかしながら，前記2⑫） （27， 28ページ）で述べたとおり，最商

銭昭和50年判決が契約関係にない国と公務貝との間において国の安全

配慮錠務を記めたのは，安全配産鐸が成立し得る契約関係（謹法上の

雇用契約ないし労働架約）とその実態〈権利畿訪関係）に差異がないこ

とによると解されるのであって,公務員の任用行為については任意的溌

・契機を認めることができ，国と公務負との閲においては「契約関係に準

ずる法律関係」が認められるのであるから，最高裁昭和50年判決が国

の安全配慮鶴務を認めたことは，安全配怠錘が鹿められる場合を「契

約関係又はこれに準じる関係｣･癖在する場合に限定されないとする根

拠とはならない。

②刑事施殴の被収容者を長期の晴滋時効期閏により保鰻すべき必要性が寓

・いとはいえないこと

原判決は，信転則上の付…としての安全配韓務を豚めるべき実質

的必要性は， 「不法行論の損奉侭館求擢が8年の潰滅時効期間であるの
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に対し，債務不履行の択害陪償鯖求糧の消滅時効期間が10年であるとい

う損害陪償購求楢の消醸蒔効朔間の長短にある」と述べ， 『刑事収容施殴

の被収容者は，身柄を拘束されている立塩上，権利行使の実効性溌ある程

度制約されている」ことを理由に， 『労働関係などよりも一層，長期の消

域時効期間により保醗すべき必要性が商い』などと判示する（原判決14

ページ)。

しかし，刑宰施股の被収容者についても，刑事収容施股法上，信容を発

受する楢利が窟められており （同法126条等)，本件の相手方のような

未決拘繁者については，拘禁の本質からは外部交通の自由を否定すべき理

由がないことから．その信書の発受につき，刑事訴訟法により接見交通（書

類の授受）が群されない場合を除き，相手方の範囲に制限なく．原則とし

てこれを肝すものとされているのであって（刑事収容施股法134条，林

眞琴ほか・逐条解醜刑事収容施股法改訂版683， 6．84ページ)，解え

を提起することが閥釣されてはいない。このことは，現実に多数の飛事施

殴の被収容考が国に対して不法行為に華づく損害賠償を求める蘇訟を提起

していることからも明らかである。原判決の上記判示は，刑事施股の被収

容者による国に対する損害賠償舗求については，安全配慮錠務違反に基づ

くものであるか不法行為に垂づくものであるかにかかわらず,すべからく

長期の澗雛時効期間により保竣すぺき必要性鋲あるかのどとき判断であっ

て，相当でないことは明らかである。

したがって，刑軸殴の被収容者が『身柄を拘束されている立場上，桧

利行使の実効性がある穆度閥約されているjとはいえず, .｢労働関係など

よりも一層，長蛎の稿滅時効期間により癌すべき必要性が商い』とはい

えないのであるからウ時効期間の長短を理由に国が披収容考に対して安全

配慮蛙務を負うと解することはできない。

まとめ

以上の.とおり，本件においては，拘壺の被収容者であった相手方は，飲

食物を摂取せず,その生命に危険が及ぶおそれがあったとして,拘画所長が，

刑事収容施改法62 1"Z号の趣旨に沿って適用されるべき旧収容等法に
従い，相手方の意思とは無関係に医療上の措匿を執ったのであり，このよう

場合は，拘匠所長の職務上の法的義務違反の有無が国賠法エ条1項によって

問われるべきであり， このような場面において，契約責任に基礎を極く信襲

則上の付随露としての安全配慮義務が認められる余地はない｡した鋲って、

安全配慮錘違反があったとして申立人に俊務不雁行寅任を認めた原判決は，

民法1条2項， 415条，刑事収容施殴法62条1項2号等の解釈を誤るも

のである。

第s本件は法令解釈に関する重要な事項を含んでいること

刑事収容施政の被収容宥に対する国の安全配慮錘を配めた原判決の判断

は，権力的な公法関係を契約関係のように広く信義劇によって蝉すること

を閉めるものであり，根拠法令にのっとって行政上の措鉦を行うべき行政の

在り方にも大きな影審を及ぼすものである。また，特に本件の率実関係の下

において･･拘置所が執つ芹本濡症を途溌であると認めることは，飛本収容

施股における彼収容者の処遇の在り方に大きな混乱を来すおそれが高い。こ

のようなことから，本件は，法令の露に関する食要な事項を含むというべ

きである．

第6繪語

以上のとおり，原判決は，民法1条2項， 415条，刑事収錘股法62

条ユ寂2号等の碑適用を眠るものであり、法令の解釈に関する重要な事項

を含むというべきである．

そこで，申立人は，御庁に対し，本件申立てを受理した上，原判決を破棄

し，更に相当の裁判をすることを求める。

以上
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○参 照

第ユ春判決の主文, ､事実及び理由
（2）原告は，同年3月16日，神戸地方鱗判所で建造吻扱渡罪で懲役1年の有

罪判決を受け，同月26日に控解した．

(3)大阪拘低所常勤医師である■■(以下心師jという｡)は,同年5
月ユ4日に原告を診察し，同拘歴所顧員壱して原告に対する本件巣饗楠給措

慨を取るよう指示した。

2争点及び争点に対する当事者の主蚕

（】）国が刑事施設の被収容者に対し，善唇注な善務を負うか

（原告）

被告は，刑事収容施殴の讐題者として，被収容者の人権を尊重しつつ，こ

れらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことが求められており （刑事収奪

施股及び被収容者等の処遇に関する法律（以下脇本収容考処遇法」とい

う． ） 1条参照） ，飛事施段内で医師が診療行為を行うにあたっては． 『社

会一般の・ ・ ・医療の水準に照らし適切な・ ・ ・医療上の措置を鱒ずるもの

とする」とされている（同法56条）ことから，彼収容者に対し轡良な管選

者の注意をもって一股人添医蒙行為を受けるのと同機に医療上の措置を鱈ず

る鶴務を負担している．この善管注窓麓務は，法による収容関係という特別

な社会的接触の関係に入った当率者閲における付随的鑑務として被告解被収

容者に対して負う傭鑑則上の輯務である餓高蛾昭和50年2月26日第三

小法廷判決民梨29¥2号148R(以下［最商戴昭和50年判決』とい
グ

3｡)参照）．

（被告）

国と未決拘鑛者との関係は， 自由怠思に基づくものではなく，診療契約が

成立するものではない。最高観昭和60年判快にいう「特別な社会的接触の

関係jは｡契約関係又ぱこれに軍手る法律関係をいうものであり，国と未快

拘禁肴との関係は，その塞礎を欠いている。したがって，被告誠，原告に対

して安全配慮麹誘を負うことにはならず． r善笹注意鶴務jを負担すること
はない．

口頭弁脳終紡日平成25年2月.8日

主 文

1原告の観求を率する。

2彫懸受用は原告の負担とするも

亭実及び麺由

第ユ舗求

被告はj原告に対し, 300万円及びこれに対する平成23年8月6日から

支払済みまで年5分の飼合による金員を支払え。

第2事案の筏要

本件は，被告法務智嬬正局大阪鑓正答区大阪拘鍾所に収容されていた原告が，

同拘置所循勵医師から，原告が同窓をしていないにもかかわらf,鱈員数名に

よって手足を拘束された我鰹で,犀鹿に釣9ミリメートルのチューブを胃の内

部まで挿入され，強劇的に鼻腔経管栄斐補給（以下「本件栄養相結婚匠』とい

う。 ）が行われたことにより．鼻血を出すなどの傷害を負ったほか’多大な粉

神的苦痛を受けたとして，検収容考に対する医師の善笹注琢鍵務逮反醤理由に，

被告である国に対し，鍋害賎債として慰囲料800万円及び蘇状送逮の日の翌

日である平成23年8月6日から支払済み凌で隼5分の割合による遅延摂審金

の支払を求める事案である．

ユ争いのない亨実等

（1）．原告は，平成ユ8年ユ0月23日に逮捕・拘留され,兵庫県寒合弁察暑留

置錫で留置された後，同月25日から同県静察本部榛山留置場で留湿され’

同月31日から平成19年5月ユ0日までの閲，神戸拘置所に収容され，同

日，神戸拘霞所から大阪拘”へ移送された。
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(2)本件栄美補給措低を実施する旨の判断及び実施方法の適性控

（原告）

ア刑事収容者処遇塗6Z条1項によれば， 「飲食駒を摂取しない掻合にお

いて，その生命腱危険が及ぶおそれがあるとき」との要件を滴たさない限

り，意に反する診療行為をすること瀧できないとされている．

閃原告は，大阪拘極所入所後も水，茶などは替通にとっていたし，ジュ

ース，氷砂糖・チ日コレート等を摂取していたし，本件栄養補給描種が

取られた原に,体童の滅少が見られたがなお正犠値であり．神戸拘歴所

入所吟の体重よりも重い体重であったので，そもそも原告は生命に危険
●

瀧及ぶおそれはなかった。

い■医師は,本件蝋補鎗錆曝醤取るに蟹た，‘①上記栄蕊捜取状況
について葡露もせず，さらに，原告が，大阪拘丘所に移監される前に，

接食餌できなかった掛合には，点滴を受けたり，騒騒栄錠剤を嘱下して

いたことを「捕状連絡票」 （乙13）で知っていたはずであり，経口で

栄養剤を桧鈴していることを稚認できたはずなのに，それをしておらず，

②血圧・脈拍鍵体温簿の検査や問診等，原告の健康状態を検壷する手

段を豚じず，③経賜染髪剤の自主的願下を指導する雄ど他の代将孚段を

露じていないばかりか，検肘もしておらず，④原告に対しその後も継続

的に食奪を取らないのか，取れないのか，どのような原因によるものな

のかを全く問うことがなかった．

■医師は,畦命に危険謬及畢認それ』の砲認について必冥欺指瞳
をとらないまま，原告の同窓がないにもかかわらず．いきなり駁員舞

をして原告の季足を拘束さぜ．鼻腔に約｡ミリメートルのチューブを胃

の内部まで挿入し，強制的に鼻腔経笹栄饗補絵（本件栄養梱給措置）を

行なった．

鰯そして，本件栄義桧給措涜は，食事を故意に拒絶していると考えた同

拘砥諏員及び医師が．これを同拘厩所に対する反抗的態度と取り，兄

せしめ的に原告の意向や状鰹を全く無視して強行したものである．

（被告）

ア刑事収容考処遇法62条1項2号によれば．被収容者が飲食物を摂取し

戦い掲合において，その生命に危険が及ぶおそれ誤あるときに，刑事飽殴

の長は‘当餓被収容者が診療を拒んだとしても，栄黎捕給の処極を含む診

療等を行わなければならない旨定めている．したがって，栄美桧給措廼は，

摂食の拒否によって生命への危険が現実に切迫÷ろまで留保する必要はな

く，相当期間拒食を銃けている窃合，技収容者の曾動などから摂食拒否を

、長時間にわたって焼けることが現職であり．生命に危険承及ぶおそれがあ

ると罷められれば，合理的な範囲での実施が昨蓉されるというべきである．

イ原告は,本件栄養輸給措匠の実施窪でに故激に11食分の摂食を拒絶し

ており，加えて，同措置の直前にあってもかたくなに摂食拒否の態度を改

めようとせず，長期にわたって摂食を拒杏する窓思が閉砲であった．しか

も，わずか4日閥に6キログラムの体蝉少があるとと隼から,原脊の生

命に危険が及ぶおそれがあった．

ゥ砂鰯は.本件…絢総播置を夷麹するに当た，｡血圧及び倖重電測
定し･血疲検査を実施し， さらに．原告に対する摂食措零笹行い，原告鱗

摂食拒否の源思を改める意思を全く有しないことを輪周した上で，総合的

に本件条美槍鈴桧匠の必要性を鱒めたものであり，その判所に不合尋な点

はない。

エまた，上肥のとおり，摂食拒否が改まらなかったのであるから，顧告に

対して，錘腸栄饗剤の自主的繍下を指導することは実婁可龍性が低く，現

実的ではなかったので，生命への危険餌及ぶおそれ鐸認められる我況登解

消する遣切な代替手段は存在しなかった．点涜処渥は, 600キ画カロリ

ーの栄舞桧給で3時同程度を要寸ろものであり，この間凧告が協ヵする鰹

度をとり続けるとは考えがたい上に，本件栄饗桧給措屋が1200キロカ

ロリーの補給を6分程度で行えることと比べると,､その代替措凪とはなり
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鐘い、

オさらに，原告は，栄養剤の自主的嚇下の意思があると表明していない．

また．本件栄饗補給錯医の閲に， 「やめてくれ』と叫んだり，抵抗した事

実はない．本件栄養檎給措価により．原告の鼻腔から少麩の出血が生じた

が，止血処理が行われており，一連の対応に閥題はない。

力原告は，大阪拘厩所に入所した際，医師や職員に不眠を解え，医師に投

薬を求めたがこれを拒否され, ･何の手立ても打とうとされなかったと主組

するが，大阪拘趨所では被収容者から口頭で鯵察の顕い出があれば，緊急

の場合を除き『吟察願」と題した国窺を提出する産う指導1,ているとこる，

原告は，入所後本件栄養桧給措低がとられるまでの間， これを提出しては

いない．平成］9年6月10日の入所時健康診断において原告から不安神

経症の申出があり，これを踏まえて｡同月ﾕ’日におけ必師による
診察で，原告から強度の不眠等の申出があったものの,､前日の蛙鰹閏査結

果から原告の就眠状況は良好であり．他党的な抑懲的塵状も爵めなかった

ことから，経過観察することとして睡眠薬等を処方しなかったものであり，

理由もなく投薬を拒否したものではない。

第3当戟判所の剰斯

1争点11)について

（1）原告は，飛燕施鮫被収容看に対する医師の善管注奪娃務逸反を理由として，

調書賠償を求め，この善管注憲麓葱については，最高裁昭和60年稠決を引

用して個錘則上の蛙務であると主観していることから，原告が主要する讐管

注意曇務というのは，同判決鍼いうところの安全配愈鋒務のことをいうもの

であると解される．

(2) ．ところで，同判決は，安全配慮砺務について。 「ある法律関係に基づいて

特別な社会的接駐の関係に入った当事者間において，当咳法律関係の付随農

務として当事春の一方又は双方が相手方に対して信蛙則上負う蛙務として一

般的に閲められるべきもの』と述べて，国溌国家公基貝に対して安全鰹瞳埜

務を負う場合があることを肯定している．しかしながら，安全配怠纏務の榎

念は，もともと溢法上の雇用契約関係における労災事故について観念されて

きたものであり，国と国家公務員との法律関係は．私法上の属用契約に類似

する関係どいえることを考慮すれば，同判決誤いう「あ愚法律関係に基づい

て特別な社会的接触の関係」というには，少なくとも雇用契約顕似の関係解

求められているというべきである。さらに，安全配慮麹誇の根拠承佃毬則に

求められる以上，少なくとも当事看の自由意思が契禄となって開始されたも

のではないような関係は． r法律関係に差づく特別な社会的接触」の範ちゅ

うの外にある．と考えるの鋲相当である．なぜなら，自由意思が契楓となって

開始される関係であるがゆえに，これに伴う責任として，相互の信頼と賊実

な行動によって社会共同生活が円滑に営まれるための原理である個難則が妥

当する基鍵があると考えられるからである．

（3） ．そうすると，国と未決拘禁者との関係は，あくまで身体拘束に伴う国の強

刷力行使に本来的に内在する-段的な轄務として存在するものであって．法

の規定によって法律関係が開始され‘規律されるものであり，自由意思を契

機として開始されるものではないから，僧麟副を摂毎とする安全配慮義務を

観念する余地はないものといわざるを得ない｡､その保堕は不法行為規髄によ

ってのみされるべきものである。本件は，最高裁昭和50年判決とは事案を

異にするものであり｡本件には妥当しないものとも,う･べきである．

倒したがって. ’原告は, ･善符注澄差務違反のみを主張して痩客跨償を鯖求す

るものであるから・ ・原告の鯖求は．その余の点について判断するまでもなく，

理由がなしも

2争点(2)について

上記のとおり，原告の論求は，魯仔注意錠務違反にのみ依拠していると瀞さ

れる渉，所状の事件名に『国家賠償跨求』と付し，不法行為を的提とする国家

踏侭傭求をしていると見る余地が全くないわけではなし､ので，念のために6以

下に国家賊覆館求が固められる分署かについても判断しておく．

ー
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(11前罷争いのない事実導に加え．睡拠（甲2，乙9， 12ないし14， 17

救いし190 2.4, 265 31,駅舎本人,睦人|■■)に生れば.次の
事実が露められる･

ア原告は，平成18年10@月23日に逮捻・拘留され，兵庫県諜合馨察暑

留磁場で留極された後，同月25日から間県蕃察本部篠山留匠樹で留置さ

れた。 ･同月29日には，神戸中央市民病院で受診し･脱水症状が函あられ

たことから翰液が実施された．この間，原告は，逮約後は一貫して食事を

取らず．篠山留置場に収容後は湯茶も飲窪ず， さらに，給与される食事に

関して棲山の豚厭は絶対に食わん，尋顛の水は一切飲まなし､旨を述べて約

1週間絶飲食の我態にあった．

イ原告は‘同月31日から平成19年6月10日までの間，神戸拘匿厨に

収容されていたが，こ･こでは治療は一切受けない，水も飲まおいと述べ，

食事は口につけておらず,、自己の意志で食率を取ろうとはしなかった．

なお，原告は．神戸拘匪所において‘抗不安薬（セルシン） ，抗てんか

ん薬（テグレトール） 、･睡睡薬《ブェノパール）等の処方鞍受け，その後

も追加処方を受けた．

その後も，原告は，不食を継続し，同年11月1日，点滴を一旦は拒否

したものの，同月2日，点演が実施された．

原告は,･同月？日の夕食時から，経鰯栄養銅（エンシュアリキッド）を

飲用するようになり．以降，少趣の食毒を摂取し，同栄養剤を飲用した。

同年12月頃からは，支給された食事を金色撰取するようになったが，刑

事亭仲の判決後から,再び食欲低下を来し,適宜,同栄餐剣荏処方されて

いた．

ウ原告は，平成ユ9年5月ユ0日，神戸狗健所から大阪拘置所へ移送され

た.同月’1日､■医師が原告を診察したところ,原告から’強度の不
躍，自律神趨失爾窪及び伍鎚状の申し出があった。

原告は，入所時から11食〈同月10日の夕食から同月14日の朝食ま

で）を不食していたところ，舎房担当願員が食事を給与するたびに摂取す

るよう指導していたにもかかわらず，同月10日の夕食につし､て「いり窪

せん．わしは， ここでは食べる気はありません． 』と，同月11日は三食

について『いりません。食べません。 』 『ここに居るあし､だは食べませ

ん． 』等と．同月12日は三食について，手を援り｡ rいらん．jと，同

月13日の三食について『いらん． jと，同月ユ4日の朝食について, ．

「いらないです．jとそれぞれ述べて拒否した。

■医師は,同郎4日,駅告を詮察したところ, 5ｷﾛの体重陵が罷
められ，原告が大阪拘置所入所時から食事を摂取するよう指導されている

のに,給与した食事を全く摂取しない状況誤唾している上に, |■医師
から食亭を取るように指導されても， 『こんなもの食えるか」と述べてい

たことから，この震ま原告の意思どおり,.漫然と不食琶継娩させた場合，

その生命に危険が及ぶおそれがあると輔断し，原告に対し，本件栄鏡穂給

檜浬巻実施することにした。

、同日午前11時30分から同aS分までの岡，大阪拘殴所医務部鯵察室

において.本件栄饗桧給措置が実施されたj■医師は,碑蜘
■､准着獲師一被告願員〔及び原省?)に対し‘栄養穂給を実施
する旨告知し，栄饗槍粭の方法として．鼻睦から胃の内部にカテーテルと

いう管を挿入して栄養鋪を注入すること．震た，管には円精荊のゼリーを

鐘付した上で挿入するものの，挿入の魔には痛みが生じたり．出血する鰯

合もある旨鋭関した上で，立ち会っていた処遇部門の職員に対し，原告を

ペッドヘ移勤させるよう指示するとともに’ー■に対し,クリニ

ミール曜廟栄養剤) 1200キロカロリーの槍給を指示した．

処遇部門の翰員2名は｡原告の両鴎を抱えて車椅子から立たせた後，診

察机検のベッドに原告を仰向けに寝かせ，栄饗補給の実施に醸し‘原告が

抵抗して身体を濁さぶらないよう，処遇部門の職員3， 4人で原告の頭郁

及び両手足を押さえて身体を固定し，経管栄美カテーテルの先端にゼリー
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を塗付し,ｶデｰデﾙが胃に罰達していることを砿露の上.■が,カテ
ーテルに注射筒を接綻しで懸慶栄養剤1200キロカロリー分を注入した．

■が,■医師の招示により,ｶﾃｰﾃﾙを引き抜いたところ,原告の
鼻睦から出血が麗められたので,■医師の婚示により止血処置が行われ，
向日の原皆に対する鯵療を終了した。

以上の事実が認められる。

（2）以上の事実によれば，原告は‘大阪拘圃所に入所した平成19年5月10

・日から同月14日の朝食に至るまでの問，食率を摂取するようにとの職員の

指導に全く応じることなく，食事の接取を拒否し統けていたのであり，間目

の■医師による診察でも， 『亀んなもの食えるか｣と述べて,今後も飲食
駒の摂取醤拒否する態度鞍示したというのであり，体露も入所時からSキロ

グラム減少していたことを踏溌えれば,■医師が,このまま顕告が不食を
継鋒した播合，生命に危険瀞及ぶと判所して,､本件栄養楠給辮匿鞍取ったこ

とに違法性を茎鐵付けるような事傭は見当た･らないというべきである．

(3) これに対し，原告は，大阪拘観所移駐以降，水やお茶は磐通に鉄んでいた

し，自身で薄入したチョコレートや飴．氷砂糖，ジュース類などは飲食して

いたと主璽し，原告本人尋問にはこれに沿う供途がある。

確かに，披告が作成した不喫食者番蜜簿（乙ユ7〕には，同年6月18日

の桐にr自弁の牛乳パック巷飲んでいるjとの記述承あり，同日に自弁の牛

乳パック又はこれに類するものを口にしていたことが露あられるとしても， 、

それ以上に飴，氷砂糖，ジュース顔などについてば原告の供述以外にこれを

裏付けるに足りる疵拠はなく，拘世所から給与される食事を一切取らず，体

重鋲入所時からわずか4日で6キログラム域少していることに照らせば，仮

に自弁で飲食するものがあったとしても，拘遜所から給与される食謬の栄養

分に塗かに及ばない二とは明らかであり‘ 自弁により，本件栄舞桧飴措恒を

必要としないような栄養桧給添されていたとはおよそ露めることはできない。

働室た，原告は，神戸拘庫所では，糖神安定銅と睡眠薬の処方により，環麓

に領れるに従いう適切に食率淑取れるようになったが，大阪拘置所では，拘

腫溺所が変わったことから柿神的に不安定となり，入所当初から経過達見る．

として上記案の処方も認められず，その後も十分な就眼嗣査誤行われず，塗

眠薬等を求める要求鞍聞き入れることなく，本件栄義描給措壁鋲取られたの．

は，入所時の原告の態度が悪かったことに対する報復目的であると主亜する。

しかしながら，鉦拠（乙14）によればb平成19年5月10日の入所時

健康診断において原告から不安神経鹿の申出部あり，これを蹟まえて．潤月

’エ日におけ佃医師による鯵察で,原告から強度の不眠鯵の申出があっ
たものの‘前日の就眠飼査紡呆から原告の醜眠状況は良好であり，他覚的猴

抑裡的躍状も露めなかったことから,･経過観察することとして霧眠薬辱を処

方しなかったことが露められろ．そうすると．原告の主張はその筋提を観る

ものである。

そして．本件栄養捕給捨睡が取られた経鱒漣，上記認定のとおりであって，

原告が4日もの間食事の摂取を拒否し錠けたこと,同月ユ4日柤医簿に
よる診察でも，飲企物の摂取を拒否する鰹度を示したこと，体重も入所時か

ら5キログラム減少していたことを錆震えての同医師の判断及びこれに基づ

く措餓であって,その過程に不自然瀧どころはなく，入所時の原告の悠度か

ら報復目的として取られた捨匠と鴎めるに尾りる証拠もない。よって．原告

の主鰻は採用できない．

(5) さらに，原管は，本件栄養補給措置を取られる鰯に抵抗し， 「栄養銅やっ

たら飲めるから‘飲童してくれ｣など些曾った鋲･■医師らからは審議
なく，その叢ま本件栄養補給措伍を取り続けたと主喪し，原告本人尋問にも

これに沿う供述がある.．

しかし，上記のとおり，原告は，大阪拘匿所に入所以来， 4．日間にわたり

摂食を拒否しており．同年5月’4日の■医師による診断の際にも,摂食
を拒否する懲度を示したのである'から，仮にそれ以前に痛我連絡露（乙1

‘3）の配載により，原告が大阪拘匠所に移監される鏑に，経鴎栄養銅を嚥下
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していた可胞性があることを偲織していたとしても，原告に対して経鵬栄養

剤の自主的嚥下を期待できる状態にはなかったものと認められる上･庇佃
■の睦言によっても原告が嚥下を求める発曾を聞いていないと庇冒している
ことを合わせ考慮するど，原告が「栄禁剤やったら飲めるから，飲ましてく

れ』厳どと首ったとの原告の供述については，これを裏付けるに足りる鉦拠

が他になく．そのまま信用することはできない。よって，原告の主喪は採用

でぎないb

なお，原告は，神戸拘砥所では， 「約1週間．絶飲食』という状態にあっ

たにもかかわらず。原告が『本日は診譲拒否（治療拒否）のため点滴は中止．

いざという時は強劇的に点滴etC処侭をおこなう旨本人にも硯関してお

く』と述べるに留まり，それ以上の強刷措霞は行っていない，と指摘してし、

る．雛かに，診療録（乙12）によれば．平成18年10月.3ユ目に，原告

が上罷に主襲するとおりの鯵療経過であったこと承閉められる。しかし，本

件栄養桧給措歴がとられる半年髄の当時においても，強鰯措歴淑とられる可

飽性があり‘しかもそれが「点滴etC, 』と点滴に限定するような脱明で

はなかったことが鍾える上,歴人■の睦言によれば,点滴は経届に比べて
カロリーが不足するというのであるから， これらを合わせ考慮すれば．神戸

拘鰹所におげる診姦経過が上記のとおりであったとしても，これをもって本

件栄蕊補給譜匪が違法であることになるものではない．

側また，原告は，本件栄婆補穀措便は．原告に何も告ばられない藍ま車椅子

で強引に遮れて行かれ，部屋には，ベッドに新聞紙が敷かれており．医師，

融箸震師,ﾌﾛｱ担当の係員5， 6人が待ちかまえている状態であり6■
医師が原告に対しては． 『鼻からチューブで栄袋剤を入れるjというだけで，

ほとんど無曾で手順を輪むように，何らの脱関をせず，休載等を測ってから，

いきなり手足を拘束し，本件栄養補給措医を実施したと主襲し．原告本人尋

問にもこれに沿う供述がある。しかし,鉦佃は,■が,原告に対し，
診察を行うと告げて原告を車，椅子に乗せ,■医師が特種ﾅる診察室まで連

れて行った,I■医師による霞察において食事を取るように指導されたにも
かかわらず， 『こんなもの食えるか」と述べて．今後も飲食物の摂取を拒否

する態度を示した,診織後俎医師の指示で,本件条鍵補給措置を取るこ

ととなり，その際に新聞綴をベッドに敷いたと胚言している。そして，醗療

録(乙'4)には,■医師が本件栄養補給措愚の実施に先立ち,原告の血
圧及び体重を測定し，血液検塞を実施した旨の記葬ｴある．しかるに，原告

の上記主張は，原告の供述以外にこれ塗塞付けるに足りる唾ほない。そう

すると，原告の供述をその食ま信用することはできず，原告が主喪するよう

な率であったとは鱒められない．

17)そうすると，本件では，仮に原告の鶴求を国家賠償法に基づくものとみる

余地があるとしても，不法行為が成立する余地はなく，国家賠償鯖求が再め

られないことは明らかである。

3以上によれば，原皆の赫求は理由歩ないから棄却することとし，主文の

とおり判決するd

(大阪地方銭判所第24民事部）

第2審判決の主文，夢実及び理由

ﾛ頭弁訟終結日平成25年11月15日

主 文

1原判決奄孜のとおり変更する．

(1)披控誘人は，控醗人に対し, 50万円及びこれIこ対する平成23年8

月6日から支払済みまで雫5分の割合による金員を支払え．
（2）控訴人のその余の舗求を棄却する．

2豚舩受用は，第1．2審を通じてこれを8分し，その6を控解人の負担

華70審4号1WE(47) 1076（48）民築7曙名号



とし，その余を錘誘人の負担とする．

3 この判決は，第1瓢1)に限り。仮に執行することがで告る°ただし，被

控豚人が30万円の担保鞍供するときは，その仮執行を免れることができ
る。

ルを冑の内部まで挿入されるなどして，強制的に鼻睦経管栄養補籍措置似

下『本件措砥」という｡》瀞行われたことにより‘鼻血を出すなどの癌客を

負ったほか，多大な糖神的菩痛を受けたとして，被収容識に対する医師の蕃

笹注意鶴霧(安全配慮践務)違反に華づく損客賠償鯖求撰に釜づき,雄醇

人である国に対し，慰謝料300万円及びこれに対する読状送達の日の翌日

である平成23年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の翻合による

遅延損害金の支払を求めた事案である。

（2）原審は，控所人の論求雀棄却したのでj控癖人がこれを不犀として控廓し

た。なお，控醇人は，当零において，国誌償法ｴ条ユ項に基づく損害賠償

請求を従簡の善瞥注意銭務（安全配虚義務》違反に基づく損害賠償舗求と遷

択的に追加した。

2関係法令の定め

(1)荊謎設二於ケル荊亭被告人ﾉ収容等二関ｽﾙ法律40条

「被収容者疾病に催リタルトキハ医師ヲシテ措濠セシメ必要アルトキハ之

ヲ病室二収容ス」

（2）被収容者の侭康管理について《平成3年4月ユ2日燐医938（例規）矯

正局長通運）第5《診療の拒否等の場合の婚魔）の3

． 『被収容者が故意に診療を拒み,.又は飲食物を摂取しない場合において，

その生命に危険が及蕊おそれがあるとき賎遅溌なく，医師による鯵察又は

経管栄養･点滴注射などの栄鋤3給の処愚を執る｡』 （乙1）

(3) 『検収容考の健癖替窪について」の運用について（平成3年4月1.2日焔

医97o矯正局医療分類課長通知)第S(診療の拒否等の錫合の処圃聴）
の2

喋養楠給の処偲としては，経笹栄埜及び点滴注射のほかに曾醗注射，皮
下注射，滋養濯鴎などがある｡｣． （乙2）

(4) 「刑毒収専施殴及び被収容者等の処遇に関する法律J (平成ユ8年6月8&

日公布，平成19年6月エ日施行） （以下硫亭収繊殴法」という.）

60）嘩和巻4号

事実及ぴ理由 、

第1当轄の求めた栽判

1控醗人の控蘇の趣旨

（1）原判決を取り調炎

（2）被控鮮人は，控醗人に対し, 300万円及びこれに対する雫戚23年8月

6日から支払済みまで年6分の割合による金贋を支払え。

（3）訴罷要用は，第1．2審とも錘豚人の負担とする。

＜鋤仮執行宣言

2控瞬の趣旨に対する錘砺人の慈弁

（1）本件控所を棄却する。 ．

（2）・控豚畳用は掩醗人の負担シする． ．

（3）本件につき，仮鏥の童台を付することは相当ではないが，仮にこれ還付

する甥合には, ．

ア担保を条件とする…免醜宣言

イその執行開飴時期を判決が被控醇人に送達された後14日経過した時と

すること

を求める｡‘

鰭Z…の…

ユ事案の要旨

（1）本件は，按控解人渉殴霞・管理す．る大阪拘置所に未決拘禁者として収容さ

れていた控諒人が，同拘伍所信勘医師から，控豚人が同意をしていないにも

かかわらず,織員数名によって手足を拘束された状態で，鼻睦からカテーテ

民集70巻4号1077(49) 1W8〈60）



ア 1条

この按律は，刑事収容施殴（刑嘩鎗駿，留腫施殴及び海上保安葡置施段

をいう.）の適正な筈理速営を図るとともに，塗収容老6被留迩考及び海

上保安被留璋の人穆を尊重しつつ．これらの者の状況に応じた適切な処

遇を行うことを目的とする。

イ56条 、

刑事施設においては，被収専春の心身の状況を把握することに努め，被

収容者の健康及び刑軸醗内の衛生を保持するため,社会一段の保癖生

及び医疲の水準に照らし適切な保…生上及び医譲上の措侭を簾ずるもの

とする。

62 1項･ =

累摩施啄の曇は,被収容者が次の各号のいずれかに麟当する掛合には，

速やかに,飛麺鮫の騒風である医師等（医師又は歯科医師をいう。以下

同じ｡）による診療（栄養補給の処匿を含む．以下同じ.）を行い．その

他必要な医療上の措厩を執るものとする。 （ただし害き省略〉

1号幡略）

2号飲食物を摂取しない場合において，その生命に危険が及ぶおそれが

あるとき．

3前髭謬実．

以下の事実は5当事者問に争いがないか，末尾の括弧内掲配の嘩等によれ

ば．容易に囲められる。

（1）控所人の逮鎗・勾窟

ア越酵人は．平成ｴ.8"10月gg日に，兵庫県昏察簿合啓察署に．願鞠

損壊罪で逮捕され，周響察辱圃置場で留団され,.その後勾留された。

イ控豚人は，勾題後の平成ユ8年10月25日から兵庫県警察本部嬢山留
今 ≠

置場で留怪された．

ウ控麻人は,.その後,建準損壊罪で公豚…されたことから，平成18

年10月31日に，神戸拘置所に移盈され，その後平成19年5月10日

までの問，同拘価所に収容された。 ．

（以上につき，乙9～･13）

侶）控解人に対する有卵判決の宣告と控癖人の控豚

控解人は，平成ユ9年8月16日，神戸地方裁判所から建造物損壊罪で

懲役1年の有罪判決《実刑判決）藍受け．同月26日に控群した（弁飴の

、 全趣旨)．

（3）控訴人の大阪拘函への移送

控所人は,平成19年6月10日,神戸拘屋所から大阪拘圃所に移送され，

以後同年12月ユ8日に大阪刑溺所に移送される藍での間．大“噸に収

容された（乙エ4)． ．

(4) ．控僻人に対する本件措置の実施 ・

大阪拘砥所医務鯛神科医師である■■《以下『■医飼』という．〉
は，平成19年6月14日午前11時30分ころから同36分ころまでの

間，控解人を診察した結果.控所人にその鼻腔から遜管栄饗カテーテル（ゴ

ム製．匝径約9m弱り長さ約80")溌冑の内部まで挿入して栄錠剤（ク

･ リニミール（経層栄養剤)) 1200キロカ回．リー分を注入するという鼻腔

経智栄焚補給措置（本件措置）を実施することとし，同拘置所顧員をして

鐘豚人に対する本件措置を取るよう指示し，自らカテーテルを挿入するな

どして，控訴人に本鶴低渉された（乙ユ4， 18， 19)。

（5）大阪弁醗士会の大阪狗”長に対する袖告

大阪弁震士会は，控醗人からの人檀救済の申立てを受けて，平成23年3

月17日，本件猫医につき控既人腱対ﾂｰる人柊優客の享翼を密め．大阪拘歴

所長宛に，以下のとおりの趣旨の鋤告をした（甲1)。

「大阪拘鰹所は，飲食物を撫取しない被収容者に対し，身体の侵襲を伴

う鼻腔経昏栄義補給を，その意思に反して行うにあたっては，担当医師に

よって唾に．①口頭による拍導やカウンセリングなどの方法により，出

1函（砲）率、巻4号謹和巻4号1079(51)ｰ
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〔控蘇人〕

ア刑事収容施彼法62条1項によれば， 『飲食釣を授取しない場合におい

て．その生命に危険銀及ぶおそれがあるとき」との要件を満たさない限

り，国は，被収容者に対し，意に反する診寒宥為をすることができない

とされている。

そして，窓に反する身体への侵蝉為は0国法上，曇行・傷害として刑

嗣を科せられる行為とされているのであるから，逆に，意に反してても行

いうる『生命に危険の及ぶ鉛それのあるとき」の解釈は，極めて慎重かつ

限定的でなければならない．決して被収容者であれば適当でよいというこ

とではない．

イ上配によれば,酢師としては｡控歸人に対し；医療措厩を行うに当
たって，それが身体への侵露為を伴うものであれば，控豚人の状態を適

切に把鐙し.控訴人の猪伍に対ｻｰる愈思を関砿に徳認し，より侵襲度の少

ない手段を敏るなどの注意錐萄があるのであり，その注憲鶴麓の程度は通

常の民間の医節．あるいは国公立病院の公湧員たる医師と間種度であると

いうべきである．

ウところが,■医師は.以下のとおり,本件措皿当蒔･錨蝿にみて，
本件措齪を行わなければ控豚人の生命に危嘩及ぶおそれがあったとはい

えないにもかかわらずα他に身体への侵翫為が少ない代繩侭の検討す

ら行うこともなく， ,控解人の窓に反して本件措置を行ったのであるから，

本件措匠は違法であって,ま租医師には過失もある。
㈱控解人は．大”樹所入所後も水，茶潅どは普通に取っていたし，ジ

ュ･-ス．氷砂輪・チ画。レート年も疾敢しており，本件婚錘が取られた

隙に，体重の鱗少が見られたがなお正常値であり，神戸拘置所入所時の

・体重よりも魚い体愈であったので，そもそも控解人に生命に危険が及ぶ

おそれはなかった．

い■医師は,本件播種を取るに当たり.の上記栄釜接取状況につい

て銘記もせず，さらに，控所人が，大阪拘僅所に移監される前に，摂

食ができなかった場合には、点滴を受けたり，軽購栄餐荊遼嚥下して

いたことを聴状連絡票」 （乙13）で知っていたはずであり，経口で

栄装剤詮捕絵していることを砿認できたはずなのに，それをしておら

ず，②血圧・脈拍数，体狙等の検塞や間鯵等，控癖人の健康状魍を検

査する手段を鰐じず，③経園栄養調の自主的嚇下を指導するなど他の

代替手段を酢じていないばかりか，検討もしておらず．④控瞬人に対

しその後も継錘的に食事を取らないのか，取れないのか，どのような

原因によるものなのかを全く閥うことがなかった。

酔師は. ｢生命に危険が及ぶおそれjの砿露について必要な癖
をとらないま漢．控鮮人の同意がないにもかかわらず，いきなり職員

鐸をして控癖人の手足を拘束させ，鼻腔から約9画のカテーテルを

胃の内部まで挿入し，強制的に鼻腔経曽栄養楠給（本件措医）を行な

った。

伽本件描霞は，食亭を故意に拒絶していると考えた同拘誕詑員及び

■匪師誠.これ尋同拘屋所に魁する反抗的穐度と取り.見せしめ的
に控瞬人の愈向や状憩を全く無視して強行したものである．

エしたがって,被控訴人は,国鞭侭法1条1項又は安全配慮麓務違反(債

務不履行）に差づき，控醗人が本件措歴によつ･て被った損害を鰭債する賓

任がある。

〔被控麻人〕

ア刑事収容施殴法62条1項2号によれば，錘容宥が飲食物を疫取し

ない溺合において，その生命に危険が及ぶおそれ鋲あるときに,･飛亭施

鮫の長は，当麟被収容者が診療を拒んだとしても，栄養補給の処極を含

む診療等を行わなければならない旨定めている．そして，栄義補給婚陛

は，摂食の拒否によって生命への危険が現実に切迫する霞で留保する必

要はなく．相当期間招食を続けている橿合．錘容春の甘晒などから摂

1084(弱》民集沁巻4号醒7曙4号1函（配）



食拒否を長時間にわたって銃けることが明砲であり，生命に危険が及ぶ

おそれがあると配あられれば,合理的な範囲での実施が許容されるとい

うべきである。なお‘控所人は，本件描涯の実施につき黙示に承魔して

いた｡．

イ控瞬人は，本件措優の実施までに故意に11食分の摂食を拒絶してお

り，加えて，同措匠の直前にあっても頑なに摂食拒否の想度を改めよう

とせず,･長期にわたって摂食を拒否する意思が明碓であった。しかも，

わずか4日間に5趣の体重域少があること等から，控鮮人の生命に危険

鋲及ぶおそれがあった．

ウ■医師は,本件措匠を実施するに当たり,血圧及び体重を測定し，

血被検査を実施し，さらに，控瞬入に対‐ずろ按食指導を行い，控訴人が

摂食拒否の意思を改める意思を全く有しないことを識翻した上で，総合

的に本件措憧の必要性を認めたものであり，その判研に不合理な点はな

い． ． 、

エ．また．上妃のとおり，摂食拒否が改まらなかったのであるから，控僻

人に射して．縄錫栄釜痢の自主的織下虎指導することは実現可鮨性が低

く，現実的ではなかったので，生命への危険が及ぶおそれが認められる

状況を解調する適切な代蕃手段は存在しなかった．点滴処侭は, 500

キロカロリーの栄羨補給で3時間種度を要するものであり， この間控所

人が鰹力する麹度をとり焼けるとは考え雄い上に，本件措個が1200

キロカロリーの補給を6分程度で行えることと比べると，その代智措低

とはなり難し恥

オさらに，控所人は，栄釜翻の自主的索下の窓思があると安閲していな

い．またj本件措匠の隙に， 『やめてくれ』と叫んだり，抵抗した事実は

ない。本件播浬により．控解人の鼻腔から少最の出血が生じたが，止血

処理が行われており，一連の対応に問題はない。

(3)控解人の国家賠償法1条1項に差づく損害賎倹鮪求栖の時効消域の有無

（争制3》

〔被控解人〕 ．

控癖人が公務員の不法行為として主頚する本舗圧は，平成19年5月1

4日に行われたものであり，控脈人が本件藤醗を提起した平成23年？月1

9日の時点で，既に3年を経過している．

したがって，控解人の国家賠償法1条1項に基づく損客陪償鯖求椎は時効

により梢醸している《国家賠償法4条，民法7．24条前段)．

睦鮮人〕

争う．

偲）控訴人の損害類《争点(4)

〔控豚人〕

控所人は，本…により．鼻から出血するなどの傷害を負ったほか，両

手両足を拘束された状態で仰向けにされ,鼻から無理矢理カテーテルを腎に

連する窪で揮入されるという屈辱極まりなし､扱いを受け，強い榊的苦痛を

被った。

Pれを慰趨するに足りる慰掬料額は． 乳⑨⑥万円を下らない．

〔挾控瞬人〕

争う。

第3当銭判所の判断

1国は，一般的に．､荊事収容施紋の被収轄に対し，その遮反につき歴不履・

行責任を問われるべき讐管注意錐霧(安全配慮麟務）を負担しているか(争点
（1）について

（1）控所人は,，廟守収容施殴の彼収容春に対する医師の待笹注意鎮魂逮反を

理由として．損害賠償を求めているが，その主喪の趣旨からして，控豚人

の主頚する「轡管注愈銭溺jとは．昭和SO隼最嵩裁判決のいう「安全田

慮盤鋳」と同旨のものと解される。以下，それを前提に検爵することとす
る。
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(鋤そこで，検討するに，国は，憲法上の国民に対する人槍保障（憲法81

条～40条）を前提としつつ，飛法,刑事研舩法などの法律に基づき，一

定の要件を満だす謁合に，強制的に。国民稜閉鎖された刑事収容施陵に収

容する梅篭を有している。しかしながら，この籾龍も法から与えられた目

的を達成するために必要最小限において闇められるものであり，刑事収容

施設内においても，被収容看の人権が尊重されなければならないことはい

う霞でもなく （刑事収容施段法ユ条参照)，施股内の医療譜極に関しても，

国は，基本的には，被収容者に対し，一般人談医療行為を受けるのと同水

準の医療上の措匿を鱗ずる鏡務を負担しているものというべきである（同

法56条)。

ところで． r安全配慮鱈」とは，ある法律麗係に塞づいて特別な社会的

接触の関係に入った当事審問において，蜑醸法律関係の付随農務として当

事者の一方又は双方が相手方に対して僧鑑則上負う銭審として一般的に認

められるべきものであるところ（昭和SO年最南銭判涜),鮒配剤率関係法

の適用により刑事収窪施鼓に拘鋪された被収容者は，施殴外部の国民と異

なり， 自己の意思に従って自由に医師の診療行為を受けられるわけでは滋

く，医療行為を受けるためにも，刑事収容施殴の議員の協力が不可欠であ

る。そして，同職員は，核収容者が飲食物を授敢しなし､鰐合等に強制的な

診療行為等を行う禰隈も与えられているから《刑亭収容施陵法62条1項

2罰，その反面,施鮫内の診療行為等に関し,被収容者の生命及び身体の

安全を麹係し,危険から保護すべき必要性があり，その必要性は,雇用契

約における恵用者と労偽者との岡の関係などと別禺に解すべき諸拠がない

ぽかりかjむしろそれ以上の必要性が認められる回

した承って，国賦・刑事収容鮪設の銭収容者の診療行為に関して, .安全

配慮轄整を負担していると解するの承相当である。そして，その轄麹逢反

に基づく摸害賠償舗求機は。他の安全配慮艦務違反の損害賠償舗求桧と同

穣に’一鮫債相として, 10年の消誠時効調間に服するものと鉾される○

(3)これに対して，被控訴人は，国と刑事収容施殴の被収容者との岡の医際

措澄に関しては，契約又はこれに準ずる関係誤認められないから，昭和6

0年蛙高鏡判決のいう「安全配慮義務Jを負わない旨主張している．

しかし傘がら，安全配慮銭務は，公法，我法を通じて規定がなく，一般

的法原理に基づく鏡務であり，これ鐙認めるべき必要性は，当泰者間の一

定の接魅関係にお職て･一方蜑事春が相手方当事者に対し，一定の糧所，

醗備等のもとに職､て勤務等を命じうるという優位な立溺にあることから，

相手方当事者は，そのことによる内在的危険を負担しているところ，優位

な立場にある当事者は，相手方の上記危険を予測して危険を回避すること

が可龍であるのに，相手方当事者は，自らその危険を回避すること郡困鍵

怨あることから，優位潅立錫にある当事者に相手方当察者に対する傑竣錘

務を際すのが相当であるとする法的・社会的評儲から来る.ものであって，

当事春の意思を鮪拠とするものではない。

そして,一舷的に,安全配慮差涛違反が俵審不履行責任として構成され

ているのも，差務を媒した側と腺された側に常に契約関係が存在するから

ではなく，この点も法的･社会的廓衝から, 『輪創濯社会的接蜘をもって，

一種の契約麗係と同視しているにすぎないのである。現に”触密には契約

関係とはいえない，国又は公美団体の任命行為によって開始される公務員

の労緬関係（従髄は特別梗力関係などと称されていた。〕などにも安全配慮

陰務が認められているのであるから（昭和50年最南裁判筏),産金記唾些

務違反が露められる場合を「契約関係文はこれに準ずる関係』誤存在する

場合に限定ナる醗鍵もないものというべきである．

また，このような安…鏡務を不法行為寅任とは別に認めるべき実貢的

必要性は，不法行為の損害賠償蹄求槽が3年の禰減時効期間であるのに対し，

債務不履行の損害賠償鯖求樵の摺滅時効期間がユ0年であるという損害賠償

請求権の請誠時効期間の長短にあるが，刑事収容施般の被収容者は，身柄を

拘束されている立場上，枢利行使の実効性がある狸度閥約されているのでぁ
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るから，労働関係などよりも一層，長期の損滅時効期間により保襲すべき必

要性が高いものといわなければならない。

以上のとおりであって，錘蘇人の上配主張は採用できない。

2本件捨遜の違法性ないし被鐘瞬入の責任の有無(争点(”について

（1）偲定露

前田前錘事実に加え．…（甲1， 2．乙9， 12～15， 17～19，

21, 24, 2.s. 280 29, 31, 328 38,鉦一控蘇
人本人）及び弁勘の全趣旨によれば，以下の事実が閲められる。

ァ審察署に遠鋪勾留中の控鯨人の摂食我況等と尋察暑の対応

控訴人は，平成18年ユ0月28日に逮捕・勾留され,兵庫県葺合牲察

署留疵溺で留侭された後，同月25日から同県馨察本部篠山留侭場で留

翫された．同月29日には, '神戸中央市民痛院で受診し，鹿水鍵状が偲

められたことから輸被が実施された．この間..控鮮人は，逮捕後は一貫

して食事を取らず，楯幽留鰹溺に収奪後は湯茶も飲まず，さらに，給与

される食事に関して梼山の豚飯は総対に食わん，響察の水は－切飲まな

い皆を述べて約1通閃絶欽食の状態にあうた． 、

イ神戸拘廷所に勾留中の控僻人の摂食状況簿と拘置所の対応

控癖人は,率ユ8隼ユ0月.31．日から平成ユ9竿5月10日までの間，

神戸拘遼所に収容されていた。控訴人の入所時の体重は60. 2趣であ

った。ここでも，控訴人は，当初は，治療は－罰受けない，水も飲まな

いと述べ，食事はロにつけておらず．自己の意志で食亭を取ろうとはし

なかった．そのため．当初は点滴処低も行われなかった承，拘置所の医

師は，控解人に封し，いざという時は強制的に点滴等を行う旨を控解人

に脱明した。

なお，控醗人は，神戸拘置所において，抗不安蕊（セルシン),､抗てん

かん薬（テグレトール)，睡眠栗《フェノバール）等の処方を受け,その

後も追加処方を受けた。

その後も,控訴人は，不食登維鏡し，同年’1月’日･点檎を一旦は拒

否したものの･同月2日,､控蘇人の同窓を得た上で,点濃溌実麓された。

同月4日の診察時，控瞬人は， 『鼻から入れるくらいならエンシュアを

口から飲聾」と述べていた．

控解人は，同月7日の夕食時から．経醍饗痢（エンシユアリキツ.ド）

を飲用するようになり,以降,少量の食写を摂取し,同栄養剤壷飲用した。

同年’2月ころからは,支給された食事営全…するようになった鱗，

洞葬件の判決後から，再び食欲低下を来し，適宜，間栄奨剤を処方され

ていた．

なお,控翫人賦･神戸拘磁”癖中には,施鮫で提供される食事以外に，

自我で，チ画コレート，飴，氷砂織紳ぐツク入りのジュースなどを間食

として廓入して適塞取していた．

ウ大阪拘露に勾留中の控暁人の疫食状況簿と拘置所の対応

例控醗人は，平成エ9年5月10日，神戸拘匠所から大雄置所へ移送

された。移送の際，神戸拘置所から控訴人の「捕状違緒頚』 （乙，3）

が引き継がれた・同審面には，不安…，不眠堅便秘痙，アレルギ

ー性鼻炎，末繍循環不全， うつ瘤などの控癖人の傷痛名とそれに封する

治療内容のほか，参考情穣として， 「自己意志による欠食留置厨での

智展中，また神戸拘砥尻入所後約一週間自己意志による欠食承見られ，

輪被・＝ンシユアリキッF処方にて剣応した．その後蛭ロ摂食に問題は

ないが判決が出てから再び食欲低下を来し適宜エンシュアを処方して対

応している。」との記戦がされていた。堂だ；控豚人は，大阪拘置所入

所の醗,上記の神戸拘■所で鴎入した聞食類の蜜りを大阪拘低所に持ち
込んだ。

入所時鐘康診断において,血圧は. 『(収緬索) 138mHg/(拡襲
も

期） 66画雌｣，体重はr76鹿』であった．控解人から全身倦怠感及

び不安…症の申出があったが。全身倦怠感については，大庭拘促所医
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務部外科医師の■■■鋲醗察したところ’瞳孔,対光反射,心音‘
血圧及〔癖拍等に異常が鱈められず，底部の触診でも異鴬は認められな

かった。不封纒症については榊科受診を予定することとした。

㈱平成'9年5月’’日,大阪拘置所医務部糖神科医師仙師が控

豚人を診察したところ，控脈人から，強度の不眠，自軸経失飼症及び

うつ症状の申出があった｡■医師は,診察の結果,経過観察すること
とし．控癖人に睡眠蕊等も処方しなかった。

控所人は，入調から1ユ食（同月10日の夕食から同月14日の朝

食茨で）を不食していた．ただし．控誘人は，食専とともに提供される

お茶などは飲んでいたし，神戸拘置所から持ち込んだ閲焚類も時鋳，食

していた。

これに対L.舎房担当顧貝は，食事を給与するたびに摂取するよう指

導していたが，控聯人は。同月10日の夕食について『いりませんpわ

しは，ここでは食べる気はありません.」と，間月11日は三食につい

て「いりません．食べません.』 「ここに居るあいだは食べません｡』等

"、同月12日は言全について，手を握り． 『いらん.」吟．同月.13

日の三食について「いらん｡」と。同月14日の朝食について， 「いら

ないですb」とそれ罰も述べて相変わらず，提供される食事を取らなか

った。

働■■医師は,平成］9年6月ユ4日,控豚人を霞察したところ,血圧
は． 「(収縮期) 152mHg/(拡張期)86mgj,極は「71駒｣・

・であり，入所時と比較して6唾の体醒呼認められた．しかしながら，
控翫人の身長は， 172画であるから，体重γX瞳に和けるBMI (*

デイマス指鋲体重と身愛の関係から算出される，人の肥満度を表す体

裕指数）は23であり． 日本肥満学会の摺毎では，その正常範囲（誓通

､体重）である18． 5以上25宋涜（18． 5未満が低緬（痩せ型）

どされる。）に稻さまっていた。

■医師は,控醇人が大騨医所入厨時から食事を摂取するよう指導
されているのに,給与した食宰を全く授取しない状況承継鍵している上

に,■医師から.遭日,食事を取るように指導されても. ｢こんなも

の食えるか｣と述べたことから,控野人がこのまま不食巷総統した場合，

場合によっては，その生命に危険が及ぶおそれがあると判断し，控訴人

に対し,本艤医を鋤することにした。その判断の根拠は， ，，食不

食及び体重域少の事実，並びに，食事拒絶を錠鯨するとの控誘人の意思

表示のみであり，その他の健康状態，すなわち, ､脈拍数，体温辱の検査

や問診はしなかった｡なお,■ﾄ医師は‘その魔,控豚人の血被を採取
し，検査に回したものの，その結果は同月’8日に出ており，本陣量

を実施する陳の判斯根拠とはされていなv,b

㈲識’9年5月’4日午煎ユユ時30分ころから同85分ころまでの

間，大阪狗歴所医務部診察室において,■医師の指示の下,本俳捨置
が錨された．

酢師睦准看速一吋 面うに対し,栄麹膚飴を実
施する旨告知し，栄袋“の方法と･して，鼻腔から冑の内翻にカテーテ

ル（ゴム製，痙径約9…，長さ約80m)という轡を押入して栄饗剤

を注入すること，また,管には円滑剤のゼリーを盈付した上で挿入する

ものの・撤入の際には痛みが生じたり，出血す．ろ掛合もある旨観閲した

上で’立ち会っていた処遇部門の職員に対し、控癖人をベッドへ移動さ

せるよう指示するとともに｡l■及びI■に対し､クツニミール《経鴎
栄養剤》 1200斗回カロリーの楠紛を揖示した承，その醗,本件捨遼

錘につき控解人の同念撞得なかった。

処遇部門の職員2名は,控扉人の両鴎を抱えて車椅子から立たせた後，

鯵察籾槙のペシドに控鮮人を仰向けに寝かせ.栄養鐸の実施に際し，

控豚人が抵抗して身体を揺さぶらないよう．処遇部門の職員3ウ 4人で

…人の頭部及び両手足を押さえて身体を固定し，経符栄美カテーテル
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の先蝋にゼリーを塾付して禅入し，カテーテルが胃に到達していること

を砿鱒の上,■が,ｶﾃｰﾃﾙに注射筒を接銃して経懸条鍵剣12．

oｷﾛｶﾛﾘｰ分を注入した｡注入j冬了後,B,■医師の招示に
より，カテーテルを引き抜いたところ，控解人の鼻腔から出血が認めら

れたので,■医師の指示により止血処“:行われた．なお'I■医師
は，本件措騒の実施の前にjその代替手段として，神戸拘匠所で実飽さ

れていた点滴処厭について控醗人の同意の有綴を碇露していをいし，ま

たクリニミールは経麗栄養鋪であり，経口で飲むことも可龍であり，ま

た別にエンシュアリキッドという栄養剤も存在し，現に控玩人は神戸拘

歴所ではこれ麓経口摂取していたが，控豚人に対し，栄義剤の経口摂取

も促していない．

勵控訴人は，平成19年5月18日の時点でも． 「鼻の飼子が悪く月曜

日（注:本件措霞日〉に出来た傷からまだ少し出血していますjと診療

願せんに罷述していた。 ,

倒事実餌定の補足鋭明

按控訴人は，本件措低につき控鮮人の然示の承鰭辨あったと主頚している

が，前記認定のとおり，控蘇人は，本件措澄嘩譲， 3， 4人の拘慨所磯貝か

ら，頭部及び両手足を押さえられ,身体を固定されていたというのであるか

ら，仮に・控解人主喪のように，本件播霞の殿に， 『何をするんや」 『やめ

てくれ」などという発曾がなかったとしても，控訴人が本件措価につぎ黙示

の承鰭をしていたと認めることは困懇である。

(3)判断

ア本件播睡が行われた平賎ユ⑨年5月ユ1日は，索だ刑事収容施践謹が施

行されるより前であるが，同法は，既に平成ユ8年6月8日に公布されて

おり，その施行日は,本件措皮の約2週間後である平成19年6月1日と

されていたのであるから，本件措睡についても，同法の趣旨に照らして検

肘するのが相当であると解される（この点については控雰人．被控豚人と

賎70巻4号1”3（碕》

もに異なる見解を主狼していなし､｡)。

イ拘低所内の診療行為や医療上の措匿においても，診擦や措匿醤受ける被

収容者の承鰭を得ることが原則である師泰収韓殴法62条1項1号）。

しかしながら，同項2号は,検収容者が『飲食物を接取しない場合にお

いて,その生命に危険が及ぶおそれがあるとき』には,被収容讃が診療等

を拒否した場合でも．診療簿を行うこと郡できると規定している。

そして，この診療等は,摂食の拒否によって生命への危険鱗現実に切迫

するまで出来ないとすると，場合によれ賎醸療等が遅きに失して被収奪

春の生命が失われたりする危険鱗あるからj生命への危険が現実に切迫す

る態で持つ必要ぱなく，相当期同拒食を続けている状態で，銭収容者の言

動などから今後も長期間にわたって摂食拒否登統けることが明紘であり，

生命に危険が及ぶおそれが認められれ感そのような危険の発生を見越し

て，合理的な範囲で実晦ずること溺肝されると解するのが相当である。

ちっとも，摂食の拒否に対する医療上の捨匿といっても，本件のような

鼻腔経管栄養補給措屋のほかにも,.･被収容者に経口で栄養剤を飲用させる．

こと（自主的嚥下）や点欄処漣等謬考えられ，婚匠の種類によって，身体

の侵襲の租度も異なるところ，拘砥厨内の鯵療辱に関しても，当然，被収

容者の人樵が“されるべきである上側事収納雛'雑隠),社会
一般の保健衛生及び医療の水準に照らして行われなければなら愁いこと

《同法56条）に照らすと，検収容者の摂食拒否によって，その生命に危

険が及ぶおそれが認められるからといって，医節承どのような栄養楠給措

鯉を選択するかについて自由な裁郵が侭められているわけではないとい

う苧きである．

とりわけ，鼻腔経管栄義補給鑑幽ま, ､鼻腔からカテーテルを通すという

措霞の性質上，本件のように鼻腔内に笹がつし､て鼻血が出る危険性がある

ほか，摺匪中に患者が勤いたりすると，カテーテルが気管や肺に入る危険

性があるなど非霧に危険性の高い措鉦である上(” ｜もこれ密
民集70巻9号1”4（“）



認めている｡)，その独微も．経口飲食が可能な被収容者に対し，鼻腔か

らカテーテルを通すということで，屈辱的な感傭を抱かせるものであるか

ら，同措匿の遷択に当たって坤重に行う必要があるというべきである。

以上の点に照らナと，医師は，被収容者の摂食拒否に対し，栄養補給措

遼を実麓するに照しては，まず,被収容者に対し，出来る限り，自発的に

食事を摂取するよう促すとともに，次いで，具体的な栄斐揺給措澄登鋤

する場合には．被収容者の同窓を取り付けるよう賦み，さらに．同窓が得

られない場合には，鰯検査によって被収容考の健康状腰を十分に検証し， ．

その鯖呆を蹄まえて，同法62条1項2号の『生命に危険が及ぶおそれ｣・

の有無を判所した上,強劇的でbかつ危険性も高い鼻“笹栄舞補給措圏

を実施するより前に，輩ず，点滴処江や経園栄養剤の自主的嚥下など，よ

り独創的でなく，危険も少ない代替的手段の実施を戯みるべき注霊…が

あると解するのが相当である。

そして，この注意鐘務は，身挿束に伴う…醗人の強創力行使に本来

的に内在する一鮫的な銭密であるほ鎚前配･ユの安全配…としての蕊

麓でもあるというべきである．

ウこれを本件につし､てみると,前配認蓉実によればbl■医師としては，
本件措鯉に腺し，控酵人に対し、食率の摂取鞍促して拒絶されたことは臨

められるものの，点演処鉦…栄養剣の自主的嚥下（経口疾取）などの

実施を蝕みた形跡がない上,控脈人がこれまで11食不食にしていること，

本件措丘の鮒の体重認定において6 4日駒の入所時の体重から5蛇減少し

ていることのみを判断根拠として，控豚人の同意を得ることなく，本件措

母を実施したのであるから，上記の鏡諮違反力色懸められ，本件鐇低の実施

は違法であるというべきである。

この点につき診被控所人は．①控酢人然点滴処匿に樫カナる態度をとり

焼けるとは考え懸かったし,経屡栄養銅の自主的輪下(錘口授敵）も実現

可鮨性が低かった｡牽蘇人が11食分の疾食を拒否し，その態度から長

期にわたって摂食を拒否する意思が覇確であり，控醇人の極力§わずか4

日岡で6陸も波少したから，控弄人の生命に危険が及ぶおそれがあったと

主韻している。

しかしながら，前露定のとおり，控解人は，神戸拘臣所収容中には，

点滴処醗や経悶栄養剤の自主的嚇下鰹ロ摂取）に応じているのであるか

ら,密ることもなく,実現可飽性が低いなどと即所できるものではない．

むしろ，前配露定のとおり･神戸拘置所収容中には，控訴人誤， 「鼻から

入れるくらいならエンシュアを口から飲む｡』と述べてし､たことなどから

すると，控酵人は．本件措置のような鼻睦蛭管栄養楠給措匠を極度に嫌っ

ており，本件においても，医師が鹿得すれ感少裁くとも鯉栄饗剤の自

主的濃下(経口摂取)には応じていた可鰭性が高かったというべきである．

また，甑かに．控誘人の体重は，わずか4日問に5殉減少しているので

あるが，他方で．神戸拘腫所入所時の極はeO. 2画であったこと，減

少後の体重でも,BMIは正霧値園内であったこと，その余の控鯨人の身

体状況は不羽であることからすると， 11食の不食と体重”という事実

のみからは．控所人の生命に危険瀞及ぶおそれがあると判断することは困

懸である．今後の鍾愛拒否についても，控豚人が今後も一切摂食しないと

まで断官していたことを園めるに足りる匪拠はないし，神戸拘匝厨収容中

も途中からは支給された食事を全壁取していることからすると，むしろ

その可龍性は低かったというべきである．

なお,匪提(乙22)によれ感法務技官医務鄙長の■■■は,本

跨置を実施したことは適切な凋断であるとの窓見を述べていることが魔

められるが，上龍で厩示した理由がら,､同窓兄は採用モきない。

したがって,被控廃人の上記主張はいずれも採用できない．

エそうすると,■医師力錘解人に対して本f儲置を実麓したことは違法

であり,■医師に過失も認められるから,塞蘇人は,控瞬人幽し，

本件措置実施につき。国家賎債法1条1項に基づく担害賠倹責任を負うと

）理70巻4号
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ともに,安墨息農務違反として債務不履行に基づく損害賊償安任も負担

しているものというべきである。

3控蘇人の国家賠償法1条1項に基づく掻審賠償錆求梱の時効消滅の有無（争

制3》について

． 前罷認定のとおり，本件措屋が行われたのは，平成19年5月14日である

から，韓段の事棺の認められなし嘩件においては，不法行為時も同日であると

ころ，控訴人が本件蘇醗を提起したのは，前配前提事調6混瞳のとおり‘平成

23年7月19日であるから，既にその時点で3年を経過していることは明ら

かである。

そして.鞍控豚人は,本所において,上記消誠時効を援用する旨の意思表示

詮しているから（前妃前提事剣7》，控誘人の国家賠償法1条1項に基づく捉

害賠償舗求権は時効により滴威したものというべきである（国家醸債法4条，

民法724条飢段)．

4控院人の損害額(争点(4Dについて

前記鱈定のとおり,控解人は，本陣園により，鼻から出血するという傷害

を負った上，両手両足を拘束された状態で仰向けにされ，鼻腔から強翻的にカ

テーテルを胃に達するまで挿入されるという屈辱的な扱いを受けたことによ

り，糟神的苦痴謹枝ったものと推翻できる。

しかしながら,他方で.前露認定のとおり，上記の鼻からの出血は軽度のも

のであったこと，本件措醗は，栄養補給摺置であって，播厘自体によって控鮮

人が損害を被ったとは認あ難いこと・控鮮人も支給された飲食を1ユ食も不食・

にするなど，医師誠栄舞翻鵜措狂を考虜せざるを得ない状溌にした点で落ち度

が認められるものである．

以上のほか,本件に現れた醗般の事情を考慮すると，控解人が本件描画によ

って被った鈴的諏を慰耐するに足りる慰謝料額は, 50万円をもって相当
と認める。

5結飴

以上によれば，控鯨人の安全麺怠…反《侭務不履行）を理由とする損害

賠償鯖求は，損害金50万円及びこれに対する藤送達の日の翌日である平成

23年8月6日から支払済みまで民法厨定年5分の割合による遅廷損害金の支

払を求める限度で理由があるがら認容すべきであるが，その余は理由がないか

ら索却登免れなし》■ ．

よって,原判決を上霞の趣旨に変更することとして.主文のとおり判決号-る．

(大阪高等識判所第13民輌）

民集70巻4号10"(") 1函（”）民集70巻4号



j.資料2

平成30年度新任判事補研修

参照判例（刑事裁判）
｢合議における判例調査の在り方」

－1月21日 （月）使用一

①強盗殺人殺人強盗予備窃盗邸宅侵入被告事件

［昭和23年3月9日・昭和22年.(れ）第204号・最高裁判所第3小法廷判決］
捌集2巻3号140頁）

②殺人，器物損壊被告事件

［平成29年4月26日・平成28年（あ).第307号・最高鍵判所箪2小法罹渋寧L平取29年4月26日・平成28年（あ).第307号・最高裁判所第2小法廷決定］
(刑集71巻4号275頁）

『



①
○
鎚
盗
殺
人
殺
人
強
盗
溌
備
窃
盗
邸
宅
侵
入
被
告
事
件
巽
一
達
一
鍼
雛
篭
鮖
融
識
蓋
）

判

【
上
告
人
】
被
告
人
・
■
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
癖
霞
人
戸
田
宗
孝
・

裁

【
稔
察
菅
】
十
観
寺
．
宗
鯉
鴎
與

事刑

【
鑛
一
膨
】
京
都
地
方
裁
剣
所
羅
二
鞠
】
・
大
腫
高
等
蕊
鈍
厨

画
法
津
一
九
九
像
人
ヲ
殺
シ
ク
ル
讃
〈
死
刑
父
《
鑑
靭
若
少
ご
一
革
以
ム
ノ
塵
役
エ
鍵
異

Ｏ
主
丈
．

あ
る
。

三
、
判
決
に
引
用
し
た
庭
繍
に
つ
き
、
そ
の
適
法
で
あ
る
理
由
を
露
明
す
る
必
要
は
な

い
⑨

四
噸
頚
盗
殺
人
の
行
篤
逢
維
了
し
た
後
、
薪
た
な
決
憲
に
も
と
ず
い
て
別
の
機
宙
に
人

遙
殺
し
た
．
と
き
は
、
そ
の
殺
人
行
鴬
が
時
間
的
に
躍
盗
愛
人
行
篤
に
接
錘
し
、
そ
の

犯
・
跡
を
腰
ぺ
い
す
る
懲
園
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の
七
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
溺
箇
麺

、

立
の
殺
人
罪
を
祷
成
す
る
。

【
麥
照
】
日
本
鬮
恋
法
の
施
行
に
斧
う
刑
事
鴎
罷
鶴
の
愈
赴
的
鐙
鮭
に
関
す
る
銭
律
嬢
一
二
像
鑛
一
戎
証
人
そ
の
他
の
者
（
被
告
人
を

除
く
。
）
．
の
供
迩
企
録
軍
し
走
霧
顕
え
ば
こ
れ
に
代
わ
る
ぺ
を
番
頚
絶
、
被
告
人
の
鯖
求
誠
あ
る
と
含
喰
、
悉
。
焼
鑓
考
又
は
作
成
者
を

公
剣
調
日
に
お
い
て
風
間
す
る
麹
会
を
被
皆
人
に
奥
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
匪
鉋
と
歩
る
こ
と
談
遥
も
な
い
心
但
し
、
そ
の
糎
会
を
輿

え
る
こ
と
が
置
き
子
、
又
は
著
し
く
困
熊
な
漫
合
に
験
、
裁
剣
厨
は
、
こ
れ
ら
の
書
麺
に
つ
い
て
の
個
鰹
及
び
按
皆
人
の
憲
銭
上
の
雄

利
達
遮
当
に
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
融
拠
と
す
る
こ
と
承
で
き
る
。

飛
事
豚
訟
銭
郁
三
六
．
鎌
鋪
一
頚
有
卵
〃
替
洩
威
露
ス
ニ
ハ
蝿
卜
舞
ル
《
キ
事
穴
及
匿
嬢
呈
依
り
之
ワ
鹿
メ
タ
ル
麹
由
ヲ
暁
明
シ
法
令

〃
適
用
ヲ
示
梁
へ
し

荊
法
錦
二
四
○
俸
頭
鑑
人
ヲ
侭
シ
承
ル
小
キ
《
無
調
又
《
七
年
以
上
〃
懲
役
１
虐
異
死
笥
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
死
刑
又
〈
錘
須
違
筏
邑
鍵

一
套
靭
廷
に
お
い
て
識
舎
人
に
蹄
”
烏
籾
鯨
塵
念
措
置
法
弟
三
一
燦
第
一
項
本
文
の

規
定
に
よ
る
供
・
遮
者
叉
は
作
成
者
達
部
問
す
る
擢
利
の
あ
る
星
と
途
告
げ
て
、
そ

の
・
風
間
の
論
求
を
す
る
か
ど
う
か
逢
砿
あ
な
く
・
て
も
、
建
議
て
は
な
砥

●
今

二
、
罪
と
な
る
べ
き
事
斑
に
つ
書
髭
鐇
鏡
切
を
圭
一
る
に
は
、
犯
鵡
事
資
の
記
戦
と
相
ま

っ
て
霊
銭
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
七
舎
る
程
度
砿
。
そ
の
認
明
を
す
れ
ば
十
分
で

一
、
刑
露
堕
葦
措
題
法
第
三
一
條
錨
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
披
告
人
の
凱
問
鯖
求

捷
と
裁
材
所
の
告
知
謹
務

二
、
詞
決
に
示
す
べ
き
．
騒
銭
麓
明
の
程
度

三
引
用
し
た
題
擢
の
適
法
な
理
由
を
溌
明
・
す
る
こ
と
の
要
否

四
狸
鐙
殺
人
行
爲
に
時
間
的
に
接
垂
し
て
行
わ
れ
た
殺
人
行
為

禿

甚翫刑
嘩誘

學鑛
る義播
こ務睡
と、漉
の倒俸
要溌一
杏淀二

恵蕊
鐘べ一
殺遣愛
人準
露文
鵠暁。
に囲規
時の定
間程に

難き
遼引鐘
し用告

てし人
行た＠
わ…
奴蜂岡
たの箇
産鐸
埜穗
舜と

…識．
由劉

０
割
洪
喪
旨

０
割
示
事
項

一
四
一
〔
毛
）

一
閏
◎

（
一
家
）



β

に
妃
戦
し
た
各
吻
件
並
び
に
柔
這
藩
糟
瓶
声
本
（
霊
鎗
一
選
）
手
拭
一
本
（
霊
第
四
窪
の
存
在
』
と
摘
示
し
て
い
る
が
璽
審
公

判
願
書
の
罷
戟
に
よ
れ
ば
こ
の
判
示
瞭
銀
物
に
閲
し
痢
事
醗
訟
潅
鐘
一
昔
四
十
一
鋒
の
手
談
荏
行
っ
た
か
否
か
が
明
瞭
を
妖
い
て

い
る
か
ら
こ
れ
も
藍
だ
適
法
な
露
鍵
と
臨
め
る
こ
と
が
砥
來
な
い
も
の
で
あ
る
季
・
負
）
更
ら
に
又
原
判
決
ば
『
各
死
亡
の
原
因

が
判
示
の
遁
胸
で
あ
る
こ
と
は
鑑
定
人
■
ロ
ロ
ロ
で
同
人
等
に
對
す
る
各
鑑
定
書
中
そ
れ
ぞ
れ
の
旨
の
寵
載
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
．
こ
れ
を
認
め
る
』
と
言
っ
て
い
る
が
「
そ
れ
ぞ
れ
の
旨
の
臨
戦
』
と
い
う
表
現
で
は
何
の
．
こ
と
か
良
く
理
解
し
鑑
い
も
の
で

あ
り
判
決
の
證
議
溌
明
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
些
曾
わ
な
け
れ
ば
な
る
主
い
崖
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

【
圃
園
鱈
一
】
晶
園
雲
の
碧
捧
ぅ
謬
雲
誉
驚
鶉
篶
學
る
雲
筆
二
霧
云
妻
は
鑿
人
農
襄
皇
毒

合
に
供
遮
者
又
は
作
成
者
を
甑
問
す
る
樋
禽
を
被
告
人
に
あ
た
え
な
け
れ
ば
所
定
の
書
類
を
鍵
錬
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

っ
て
い
る
の
で
参
っ
て
公
割
期
日
に
お
い
て
被
告
人
に
濁
し
供
迩
曹
又
は
作
成
着
を
既
問
す
る
楓
利
の
あ
る
こ
と
を
告
知
し
て
そ

の
観
悶
の
購
求
を
ず
る
●
か
ど
う
か
を
砿
め
る
と
坐
は
望
ま
し
い
こ
と
に
は
遮
啄
な
い
が
之
通
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
前
配
法

鋒
に
遼
反
す
る
も
の
と
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
原
審
が
騎
旨
主
張
の
各
致
審
飢
間
闘
寄
に
つ
き
剰
察
誘
詮
法
所
定
の
霊

録
調
の
手
譲
を
と
っ
た
丈
で
そ
の
主
張
の
よ
う
な
特
別
の
鹿
詮
を
と
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
。
之
を
逢
法
で
あ
る
と
い
う
と
と
は

驚
景
い
。
従
っ
て
霞
判
決
が
雷
旨
主
渥
の
各
裁
審
凱
間
鬮
害
の
醍
戟
遼
霊
錘
と
し
た
こ
と
は
逵
湊
で
は
な
い
。
又
原
審
第
一
同

・
憂
判
調
書
に
要
れ
ば
戦
判
袈
は
事
蜜
鯛
の
維
丁
後
睡
譲
鯛
を
な
す
旨
を
告
げ
各
被
告
人
に
對
Ｌ
謹
錘
品
を
示
し
意
見
癖
解
の
有
無

を
問
う
た
と
あ
っ
て
本
件
被
告
人
に
鋤
し
て
も
之
琶
示
し
て
調
事
醗
醗
法
第
三
百
四
十
一
億
所
定
の
手
絞
を
資
行
し
た
こ
と
が
明

内
扇
旨
露
昌
白
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
が
賎
旨
主
眼
の
各
匿
錘
鞠
の
存
在
を
匿
繍
と
し
た
こ
と
ば
勿
瞼
遼
渋
で
は
永
い
。
又
判
決
に
お
い
て
罪

と
な
る
べ
き
事
震
に
つ
選
匿
錘
醗
明
を
す
る
に
ほ
そ
の
推
迩
判
断
の
生
じ
た
所
以
を
明
か
に
す
る
た
め
に
犯
罪
事
賓
の
記
載
と
相

鰯
雛
率
灘
難
鶏
騨
》
綴
灘
綴
淡
繍
稚
蝋
纈
擬
粥
一
画
室
（
一
塾
）

一
四
二
曼
八
〕

本
件
上
雪
荏
梁
却
す
る

○
理
由

韓
霞
人
戸
田
宗
孝
上
告
趣
意
害
第
一
職
紘
『
原
判
決
は
罪
と
な
る
べ
き
審
震
を
露
め
た
霞
鍵
に
閲
す
る
晩
明
が
不
十
分
で
あ
り
從

っ
て
理
由
不
備
の
遼
浅
が
あ
る
。
叉
不
奮
な
鐙
銭
に
基
い
て
事
賓
を
認
定
し
た
違
法
が
あ
る
。
即
ち
（
イ
）
日
本
固
憲
窪
の
施
行

に
伴
う
刑
事
訴
訟
法
の
嬢
念
的
措
置
に
関
す
る
法
律
第
土
蕊
に
態
れ
ぱ
鑑
人
そ
の
他
の
者
（
被
告
人
を
除
く
岩
供
錨
を
録
取
し

た
書
類
又
は
こ
れ
ぬ
綴
わ
る
べ
き
審
類
は
被
告
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
ほ
そ
の
供
述
者
叉
欧
作
瞳
者
を
公
判
期
日
に
裁
い
て
訊
問

す
る
漉
脅
を
被
告
人
に
奥
へ
な
け
れ
ば
こ
れ
を
澄
鍵
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
管
を
規
定
し
て
あ
り
原
審
に
お
け
る
公
判
期
日
は

昭
和
二
士
卒
九
月
十
一
日
で
あ
る
か
ら
同
法
附
則
第
三
頃
に
照
し
て
る
ど
の
規
定
が
原
審
の
霊
擦
鯛
に
適
用
の
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
原
審
譲
判
長
が
公
判
調
日
に
お
い
て
賎
撞
飼
を
な
す
に
際
し
て
は
。
す
べ
か
ら
く
刑
事
解
醗
謹
第
百
三
十

五
錐
や
新
憲
法
の
基
本
的
人
稿
の
埠
重
に
閲
す
る
趣
旨
等
に
照
し
て
、
・
被
告
人
に
右
の
潅
俸
に
よ
っ
て
真
へ
ぢ
れ
て
い
る
防
禦
楓

の
あ
る
こ
と
を
告
げ
そ
の
請
求
を
議
す
か
否
迦
の
麺
明
を
す
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
原
審
公
判
調
書
（
罷
錨
第
九
ご
子
以
下
）
を

●
■

調
べ
て
み
て
も
単
に
刑
事
訴
匪
法
第
三
百
四
十
七
篠
の
規
定
に
縫
っ
て
被
告
の
意
見
撞
家
め
て
い
る
だ
け
で
と
の
顧
明
樋
を
行
使

し
た
形
跡
を
認
過
る
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か
り
で
な
く
原
判
決
中
に
も
漫
麟
と
霞
人
■
ロ
ロ
ロ
や
霞
入
口
■
■
■
Ｔ
謝
す
る
迩
審

醜
聞
調
書
の
臨
戦
を
澄
鐵
と
し
て
掲
示
し
て
あ
る
だ
げ
で
こ
れ
が
右
錘
の
浅
燦
に
照
し
て
適
法
な
詮
擦
で
あ
る
所
以
蓮
明
示
し
て

い
な
い
。
又
從
來
一
般
の
判
決
も
こ
の
學
に
い
で
Ａ
い
な
い
様
に
見
受
け
ら
れ
る
け
れ
ど
、
し
か
し
乍
ら
右
述
し
た
理
由
に
華
い

て
こ
れ
は
證
鑪
罷
明
と
し
て
不
十
分
で
あ
り
又
右
匿
鍵
は
ま
だ
誼
法
な
鐙
鐙
と
な
る
前
鍵
を
鱗
い
て
い
る
と
解
す
る
の
が
正
鐵
で

あ
る
と
思
う
。
〈
ｓ
叉
原
判
決
は
そ
の
判
示
事
賓
を
認
定
ナ
ろ
壁
錬
の
一
・
と
し
て
『
（
◇
押
收
の
主
文
霊
墳
及
び
筆
一
言



一
四
四
（
言
）

侯
っ
て
巌
鍾
の
内
容
を
知
る
と
と
が
で
き
る
程
度
に
そ
の
聡
明
を
守
れ
嫁
足
り
る
も
の
で
そ
れ
以
上
に
鮮
細
に
そ
し
で
叉
引
用
し

【
璽
旨
第
皀
た
冬
匿
擁
の
遮
法
な
霊
鍛
で
あ
る
理
由
に
つ
．
い
て
迄
一
妾
髄
明
を
加
え
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
か
ら
も
原
剥
決
が
詮
鍵
と
し
て

引
用
し
た
論
旨
主
張
の
各
鎮
審
飢
問
鰯
番
に
つ
い
て
そ
の
適
法
な
鐙
鍛
で
あ
る
寧
田
を
開
示
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
之
逓
遼

法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
勿
賎
で
あ
る
。
そ
し
て
叉
原
判
決
は
速
罪
事
賓
中
に
各
被
審
者
の
死
因
を
一
群
畔
細

に
明
記
し
た
上
そ
の
醗
鐘
ど
し
て
鑑
定
人
一
口
■
■
車
癖
感
に
係
る
各
鑑
定
書
中
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
旨
の
認
戦
』
を
引
用
し
た
の
で

あ
っ
て
右
雨
着
を
對
照
し
で
誼
珍
ぱ
各
鑑
定
書
に
記
載
を
ら
れ
て
い
る
麺
因
に
つ
い
て
の
同
趣
旨
の
鴎
職
に
よ
り
犯
罪
事
賢
中
に

題
威
し
た
各
被
害
巻
の
死
因
を
認
定
す
る
と
．
い
ふ
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
沙
ら
、
原
判
決
の
睦
螺
聡
明
は
鱗
け
る
と
こ

ろ
が
あ
る
も
の
と
い
う
と
と
職
で
き
な
い
。
従
っ
て
原
判
決
に
理
由
不
繍
の
建
法
が
あ
る
と
す
る
鑑
冒
蕊
一
職
は
凡
て
理
由
が
な

し
た
こ
と
が
苑
示
さ
れ
も
岡
澤
三
・
亭
鐙
に
わ
い
て
海
難
菫
の
懇
行
に
副
つ
蟹
い
て
両
津
三
の
渥
行
鋲
三
月
．
一
日
午
茂
夫
賭
三
十
分
顔
行
わ
れ
ぬ

己
泉
禦
息
頂
量
に
、
．
資
罫
』
農
に
？
け
で
恩
し
冨
愚
農
孟
念
単
貧
と
い
う
簡
鼠
篭
参
弓
日
の

記
載
で
な
い
こ
と
雀
参
酌
ず
れ
ば
、
右
「
向
逼
』
が
『
同
日
」
の
腰
囲
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
ゐ
み
な
ら
ず
、
侭
に
原
鈍
決
が
右
月
を
日
匡

町
正
し
た
鍋
合
毛
の
訂
垂
の
仕
方
が
陰
旨
主
頚
の
よ
う
に
刑
率
醗
醗
稜
鯵
七
蛍
一
俸
厨
毒
の
方
爽
に
反
す
る
乙
．
と
鋲
あ
っ
た
と
し
て
も
右
の
方
爽

違
背
肱
同
法
銭
閥
百
十
峰
解
一
千
一
鍵
に
い
わ
ゆ
る
興
浅
に
囲
事
の
捺
印
を
妹
ｔ
掻
合
に
顔
貧
ぜ
ず
そ
の
た
め
直
に
剣
決
の
無
鋤
琵
準
ず
も
の
で

は
な
い
か
ら
、
、
原
剣
注
が
尭
示
錨
二
の
犯
行
に
つ
い
て
犯
行
の
厩
吟
也
示
さ
な
か
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
ほ
起
き
な
い
。
鍵
っ
て
原
興
決
に
は
卵

と
な
る
ぺ
含
事
麦
を
麹
示
し
た
い
錘
謹
は
左
：
、
醗
厨
隼
二
唾
は
頚
由
が
な
聡

同
鰭
三
職
は
「
原
判
決
は
法
律
の
鐸
翰
苓
遮
用
荏
譲
っ
て
い
る
違
法
が
あ
る
。
即
ち
？
）
原
判
決
は
法
令
の
適
用
を
一
示
す
に
営

っ
て
「
繋
一
お
頚
整
殺
人
の
職
ほ
同
法
第
二
四
○
鋒
後
段
第
六
十
像
に
」
骸
蟹
す
る
暹
曾
っ
て
い
る
が
一
個
の
頚
盗
罪
を
犯
ず
た

め
に
數
人
達
殺
害
し
瀧
と
き
ば
縦
令
そ
の
殺
人
行
爲
は
同
一
の
目
的
匙
遼
行
す
る
の
手
段
と
し
て
行
っ
た
場
合
と
難
も
之
を
敷
頓

の
頚
盗
致
死
卵
に
間
擬
す
る
の
が
営
然
で
あ
る
。
こ
の
道
と
は
鍵
來
大
審
院
の
判
例
も
同
一
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
判

示
「
ま
あ
鰻
盗
殺
人
の
砿
」
に
つ
い
て
は
刑
法
鰭
二
四
○
鋒
後
段
銘
六
十
燦
の
外
に
刑
法
第
五
十
五
像
が
鐘
用
さ
れ
な
け
れ
ば

涯
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
谷
〕
又
原
判
決
は
剰
示
第
三
の
事
査
に
濁
し
て
瑠
法
第
百
九
十
九
像
壌
六
十
像
を
適
用
し
て
い
る
が
本
件

配
鐘
並
び
に
原
判
決
の
判
示
自
盟
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
様
に
判
示
蔓
一
万
殺
人
は
判
示
第
一
お
函
霊
殺
人
の
罪
跡
を
通
減
す

る
た
め
に
、
叉
時
間
的
に
も
、
こ
れ
に
総
鞍
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
．
刑
注
第
二
亘
一
手
八
像
の
趣
旨
に
も
照
し
合
は

せ
て
剰
示
第
二
の
頚
塗
殺
人
行
鴬
竺
認
分
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
鐙
で
あ
っ
て
。
こ
れ
と
は
別
個
潤
立
の
犯
罪
と
露
あ
こ
の

郡
分
に
荊
法
第
百
九
十
九
像
瞳
謹
窮
す
る
の
は
相
営
で
な
い
と
思
う
。
（
○
又
原
判
決
は
「
鐇
一
．
（
二
○
邸
宅
侵
入
と
彊
盗
謹

傭
と
は
一
個
の
行
爲
雪
面
の
罪
名
に
飼
れ
る
も
の
で
あ
り
も
露
声
（
ご
・
三
）
の
霊
盗
豫
傭
第
一
《
（
一
己
の
窃
盗
第
一
芯
各
頚

灘
詫
隷
鍵
鍵
溌
謹
驍
瀦
議
綴
蟻
一
図
鍾
（
雲
》

固
鯵
一
語
は
扇
興
決
は
罪
逵
な
る
べ
き
事
琵
琵
阻
示
し
て
い
な
い
不
細
溌
あ
る
。
即
ち
犯
鰯
事
焚
を
明
示
ず
る
た
め
に
そ
の
日
吟
の
斐
示
は
不

可
険
・
の
蕊
件
で
あ
る
が
原
到
決
は
荊
示
蟹
一
の
事
変
を
示
ナ
に
鋳
っ
て
「
（
節
晦
）
そ
こ
で
び
■
車
が
前
嗣
黒
範
及
び
銀
巻
諏

準
》
毒
甦
恒
一
恒
垂
（
下
畷
）
」
と
記
域
し
甘
附
を
記

④
短
刀
二
回
を
そ
れ
ぞ
れ
懐
中
に
し
被
皆
人
雨
名
及
び
■
甲
城
『
同
月
』
午
後
八
時
四
十
分

戦
し
て
い
潅
い
。
そ
の
飼
段
の
飼
載
に
照
し
畷
塗
殺
人
の
嘩
醗
を
行
っ
た
日
雪
亭
八
日
で
あ
る
こ
と
は
知
り
得
る
け
れ
ど
劉
示
犯
罪
の
日
極
毛

の
像
の
飼
畷
に
願
し
て
＄
囲
賊
を
峡
い
て
い
る
。
こ
の
聖
は
麗
ら
か
に
『
聞
日
』
と
記
鐘
す
る
・
の
盆
同
月
と
隈
記
し
た
も
。
と
鰹
め
ら
れ
る
け
れ

ど
若
し
『
月
』
を
『
日
』
に
町
延
し
電
の
訂
正
腱
つ
い
て
露
印
を
峡
４
と
倉
は
ば
ｐ
飛
事
訴
溌
法
鋪
七
十
二
像
に
趣
雷
す
る
も
の
と
言
は
な
け

お
ば
な
ら
な
い
し
そ
の
鎗
果
同
蜜
鏡
函
一
○
俸
嬢
二
十
一
零
に
咳
鴬
す
る
と
と
腱
な
る
電
あ
ら
う
こ
と
と
考
え
合
は
せ
る
と
こ
の
硬
記
は
錨
局
こ

の
縄
決
事
炎
摘
示
を
不
側
な
も
の
と
な
す
べ
趣
大
き
な
欠
鉄
香
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
』
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

●
●

醗
旨
鐙
鏑
の
「
阿
凋
」
と
い
う
丈
曾
の
罰
段
の
丈
章
に
被
霄
人
鯵
渉
同
月
（
二
月
の
こ
と
〉
一
事
．
八
日
午
後
八
野
頃
倒
示
錐
二
の
犯
行
の
相
麟
藍

い
。



鐙
石
事
賓
に
つ
い
て
は
数
爾
の
頚
盗
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
で
は
あ
る
零
之
が
犯
意
濫
溌
捜
し
て
行
わ
れ
・
右
が
更
に

判
示
第
一
（
ご
全
〉
の
鰻
霊
愈
憾
及
び
同
三
）
の
窃
錘
と
共
に
全
盛
と
し
て
湿
意
と
鰭
綴
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
る

の
で
、
以
上
の
全
隠
に
識
Ｌ
て
刑
法
鋪
五
十
五
鋒
を
適
用
し
錘
箇
の
魑
盗
殺
人
罪
に
鍔
し
別
箇
に
同
謹
篠
を
迩
隔
し
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
と
爆
ぜ
ら
れ
る
か
・
ら
、
原
判
決
が
こ
れ
を
一
雷
の
慰
盗
殺
人
罪
と
Ｌ
て
問
擬
し
た
と
す
る
こ
と
は
賞
ら
な
い
。
又
瞳
判

決
が
刑
法
銘
五
十
四
棟
第
一
項
前
段
第
五
十
五
鎌
を
引
用
し
て
「
錯
局
曇
も
重
い
■
■
■
■
■
椎
調
す
る
鴎
鐙
殺
人
罪
の
一
罪
と

し
』
と
剃
示
し
て
い
る
事
置
に
蜜
ず
れ
嘩
右
の
二
罪
と
Ｌ
』
と
い
う
の
は
、
右
■
■
■
■
■
に
劃
す
る
鰻
盗
殺
人
罪
の
一
罪

と
し
て
礎
断
す
る
鶴
旨
で
あ
る
こ
壁
即
ち
論
旨
主
頚
の
連
綴
犯
を
親
癖
す
る
府
舞
の
全
鬮
腱
謝
し
鐙
を
重
い
■
■
■
■
■
二
に
翻
す

る
頚
窪
殺
人
罪
の
刑
を
も
っ
て
虚
断
す
る
と
い
う
趣
旨
壱
あ
る
乙
逵
が
明
白
で
あ
る
か
ら
℃
原
翻
決
が
こ
れ
灌
一
罪
と
擬
制
し
た

も
の
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
は
誉
ら
な
聡
叉
原
判
決
が
溺
鵡
の
よ
う
に
刑
法
第
五
十
四
像
鰭
一
項
前
段
と
共
に
同
法
鋪
五
十

五
鋒
を
適
用
し
て
い
る
事
蜜
に
殻
す
れ
ば
・
陳
劉
決
が
『
第
一
．
（
こ
の
邸
宅
侵
入
と
睡
錘
鐡
繊
と
は
一
個
の
行
鍵
雪
一
個
の
罪

名
に
飼
れ
る
も
の
で
あ
り
』
と
判
示
し
た
の
は
論
旨
主
狸
の
趣
綬
懇
を
組
成
す
る
議
鐘
の
狩
舞
の
中
事
賓
上
圃
時
に
邸
宅
侭
入
罪

に
骸
ろ
過
の
が
鐺
一
（
こ
の
騒
塗
踵
衝
の
行
舞
壱
あ
る
こ
み
鞍
示
し
た
迄
の
こ
と
電
溌
律
上
に
お
い
て
右
謹
綴
犯
を
題
成
す

・
ろ
行
露
の
全
寵
が
前
鴎
邸
鼈
侵
入
の
行
舞
と
刑
法
第
五
十
四
錬
鐇
一
罫
爾
段
・
關
爆
に
立
つ
こ
と
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と

解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
原
判
決
が
右
雨
者
の
間
に
刑
法
鐺
五
十
四
像
銘
一
項
鮒
段
の
開
侭
が
あ
る
廷
と
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
と

鯖
難
す
る
匡
と
は
雷
ら
准
い
。
之
藍
要
す
る
に
畷
劉
決
は
判
示
鑿
茜
事
資
に
つ
き
戴
箇
の
弱
鐘
殺
人
罪
の
成
立
を
鴎
め
正
濫
に
．

【
裏
■
誠
目
邪
滋
第
五
十
五
侭
を
適
用
し
た
も
。
雷
そ
の
適
用
駐
誤
っ
た
遼
法
は
存
し
な
い
。
或
嶋
刑
灌
雲
青
四
十
像
後
段
の
彊
盗
殺

人
罪
は
蕊
盗
た
る
着
が
彊
盗
を
議
す
磯
含
に
お
い
て
他
人
駐
殺
害
す
る
こ
と
に
典
ｐ
成
立
す
る
犯
罪
で
あ
っ
て
一
道
翠
錘
殺
人

鶴
雛
鰯
燃
雛
繍
鯨
總
繍
艤
鱗
繍
離
職
辮
擬
鶴
一
画
七
（
蓋
〕

一
筒
の
逼
塞
罪
を
犯
す
た
め
に
鍾
人
を
殺
害
し
た
と
き
は
た
と
え
そ
の
殺
人
の
行
爲
が
同
一
の
目
的
遼
謹
行
す
る
た
め
の
黍
段
と

し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
数
個
の
頚
塗
馴
入
罪
に
問
擬
す
べ
き
と
と
揮
麓
旨
宝
謹
の
通
り
で
あ
り
、
原
判
決
懇
そ
の
法
令

適
用
の
部
の
煎
段
に
お
い
て
『
雲
ろ
鰻
盗
殺
人
の
餓
は
刑
法
第
二
百
四
十
篠
後
段
第
六
十
催
に
該
営
す
る
』
と
判
示
し
て
い
る

こ
と
は
こ
れ
叉
論
旨
指
摘
の
遼
玖
で
あ
る
が
原
判
決
は
一
方
Ｄ
犯
節
零
費
の
部
の
末
尾
の
と
こ
ろ
に
は
．
●
『
第
一
（
一
）
（
二
）
の

鑓
盗
錬
備
薗
全
〉
の
窃
盗
、
霞
お
麹
霊
殺
人
の
所
鏡
は
そ
れ
ぞ
れ
犯
窟
涯
糧
蕊
し
て
行
わ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
更

に
法
令
適
用
の
部
の
後
段
に
お
い
て
は
「
第
一
（
・
己
（
二
）
の
頚
盗
謹
備
第
一
（
一
己
の
窃
盗
墓
ろ
各
輯
蓑
殺
人
の
所
爲
は

そ
れ
ぞ
れ
犯
意
逓
猫
種
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
同
窪
鐺
五
十
四
像
第
一
項
前
段
第
五
十
五
篠
第
十
像
に
よ
り
結
局
最
も

重
い
重
■
■
■
■
■
に
識
す
る
狼
逐
殺
人
の
一
罪
と
し
」
ど
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
逗
以
上
を
糠
合
す
れ
罐
原
判
決
は
劉
本

一
四
麦
（
菫
〕

蛭
殺
人
の
所
露
は
そ
れ
ぞ
れ
犯
涯
猛
織
綴
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
法
第
五
十
四
像
鐺
一
項
前
段
第
五
十
五
傑
鎬
十

像
に
よ
り
籍
局
愛
も
重
い
■
■
■
■
■
に
鍔
ず
る
霊
窪
殺
人
の
・
一
罪
ど
し
（
中
略
）
被
告
人
雨
名
逓
い
づ
れ
も
死
刑
に
農
す
る
。
』

旨
を
判
示
し
て
い
る
が
、
刑
法
鏡
五
十
五
像
に
所
鬮
．
罪
と
し
て
虚
断
す
る
』
と
い
う
の
は
、
・
判
示
の
如
く
数
個
の
行
爲
の
中

蛾
喝
重
い
一
個
の
犯
罪
で
あ
る
と
擬
制
す
る
と
延
壱
は
な
く
て
戴
侭
の
犯
罪
を
唯
蝋
に
虚
分
上
一
犀
と
し
て
域
扱
う
と
い
う
意

味
で
あ
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
原
判
決
は
ど
の
雛
に
お
い
宅
荊
選
第
五
十
五
像
の
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ

ｂ
℃
。

●
■

な
け
れ
ば
な
ら
詮
い
。
父
同
淫
蕊
五
十
四
擁
第
一
項
前
段
の
規
定
は
連
稜
犯
と
し
て
の
第
一
・
・
○
）
（
二
）
の
騒
遥
懲
備
及
び
嬉

一
（
一
己
の
窃
霊
並
び
に
墓
石
頚
盗
殺
人
の
所
舞
の
曇
圏
と
鐇
一
（
こ
の
邸
宅
鍾
入
と
の
鰯
係
に
お
い
て
麹
用
さ
れ
る
べ
き

雷
あ
る
の
に
原
判
決
は
こ
の
墨
に
出
で
て
な
鷺
と
れ
亀
ま
た
渋
律
の
適
用
莚
誤
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
』
と
い
う
の
で
あ
つ

て
℃



Ｏ
謬
照

原
審
判
決
の
主
文
及
び
理
由

主
・
丈

核
骨
人
雨
名
達
い
ず
れ
も
死
溺
に
虎
す
る

押
艇
の
銀
巻
鞘
錘
刀
一
・
ロ
（
醗
嬢
九
及
び
確
譲
十
鍵
）
及
び
黒
謂
鍾
刃
一
画
（
睡
鱈
十
一
鏡
）
嘘
い
ず
れ
も
こ
れ
遼
謹
孜
十
る
。

押
吹
の
カ
ラ
ー
一
本
（
睡
鑛
八
醜
）
鼠
色
背
演
上
衣
一
謡
（
睡
錐
十
二
醜
〕
ヅ
イ
シ
ャ
ッ
一
銭
（
鐙
第
十
三
醜
）
鼠
色
ズ
瀬
シ
、
チ
皿
ジ
キ
、
雛

下
及
び
セ
ル
地
ズ
承
ン
各
一
鞍
（
露
繁
十
垂
乃
至
十
八
醗
）
ば
い
づ
れ
も
こ
れ
金
擬
客
署
■
■
■
■
■
の
粗
綴
汲
侭
翠
付
す
る
。

趣
虫

一
勺
・
犯
罪
事
壷
‐

被
鴬
■
冨
靭
十
ヵ
年
九
凋
裂
投
入
管
し
昭
和
二
章
九
月
復
員
し
、
農
の
謡
屋
蟻
謹
露
で
い
た
が
表
唇
中
に
尾
毎
つ
た
賭
博
鷺
ふ

け
る
典
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
昭
和
一
手
．
一
年
二
月
下
旬
輿
に
ほ
約
二
千
画
の
燈
全
瀧
遥
登
三
月
二
日
の
新
園
切
客
の
閥
係
上
毛
の
全
餓
を
あ

せ
り
、
詮
騒
錘
ま
で
企
て
た
。
又
彼
告
入
■
■
■
は
昭
和
二
十
年
八
尺
一
日
現
役
入
管
し
阿
児
二
十
日
復
員
し
て
か
ら
正
索
に
つ
か
な
い
で
、
さ

っ
性
い
も
等
の
囲
寅
を
し
た
り
、
糞
は
錘
異
や
賭
博
鯵
に
ふ
け
り
、
昭
迩
芋
一
年
二
月
下
旬
顔
に
は
約
玉
子
回
の
攪
金
が
で
き
、
新
回
切
舞
の

開
係
廼
侭
擢
者
か
ら
餓
し
い
偶
促
を
受
け
金
策
に
あ
巻
つ
た
索
、
廷
題
塗
童
宅
企
て
筵
。
稜
脅
人
函
名
と
犀
審
相
被
管
入
酉
■
■
■
と
は
野
で
ふ

ち
毛
れ
ぞ
れ
知
合
の
問
栃
で
謬
っ
た
顔
、
た
室
綣
ま
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
天
日
被
舎
人
■
■
方
で
三
名
鯛
舎
す
義
や
■
■
手
技
告
人
晒
名
と

同
稼
金
鑓
に
窮
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
鐘
醤
人
雨
名
追
ロ
ロ
モ
姓
●
義
同
し
．
て
樋
人
か
ら
金
品
篭
遜
琴
し
我
う
と
企
て
次
の
よ
う
送
犯
行
金
璽
誕

る
・
に
至
っ
た
り
・
・

箪
一
、
被
普
人
爾
名
學
■
■
と
相
銭
の
上
、
・

灘
蕊
蕊
蕊
擢
篭
艤
蕊
議
灘
鍵
轆
一
画
錘
〈
言

害
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
頚
塗
殺
人
の
行
鴬
を
し
た
後
先
の
犯
行
の
謹
鍵
を
防
ぐ
た
め
改
盗
て
共
謀
の
上
数
時
間
後
別
の
場
所

に
お
い
て
人
を
殺
害
し
た
こ
と
明
白
で
あ
る
か
ら
、
翫
飽
の
法
理
腱
よ
り
被
告
人
等
が
劉
示
■
■
口
逓
殺
害
し
た
行
鋳
腫
■
■
・

■
画
餅
薯
に
湾
す
る
鰻
盗
殺
人
罪
碇
包
含
巷
ら
れ
ろ
と
と
詮
く
別
筒
濁
立
の
殺
人
罪
弦
構
成
す
る
も
の
と
い
わ
燕
け
れ
ば
な
ら

、
の

な
い
。
．
従
っ
て
原
判
決
が
之
に
濁
し
刑
法
第
百
九
十
九
鋒
甦
謹
用
し
た
の
は
正
鴬
で
あ
る
。
輪
旨
鑛
三
鮎
は
凡
て
理
由
が
な
い
。

（
篭
の
他
の
上
曽
諭
胃
及
び
鋤
決
謹
薗
は
省
畷
寸
る
。
）
・

よ
っ
て
刑
事
諒
訟
法
第
四
百
四
十
六
膝
に
よ
り
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

以
上
は
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
あ
る
。

（
裁
判
長
識
判
官
長
谷
川
太
一
郎
裁
判
官
井
上
登
識
劉
官
、
庄
野
理
一
裁
判
官
・
島
保
裁
判
官
・
河
村
又
介
）

一
四
八
（
富
〕

の
行
舞
を
維
了
し
灸
後
新
燕
決
意
に
基
い
・
て
別
の
機
會
に
他
人
髭
殺
害
し
た
と
き
は
右
殺
人
、
宿
爲
は
。
た
と
え
時
間
的
に
先
の

頚
溌
殺
人
の
狩
鴛
に
接
筵
し
そ
の
犯
跡
莚
隠
ぺ
い
す
る
意
圃
の
下
に
行
わ
れ
た
簿
管
雷
あ
つ
乙
亀
．
別
箇
調
立
の
殺
人
罪
を
棒
威

し
、
之
瞳
先
の
騒
盗
殺
人
の
行
篤
と
共
に
包
括
酌
に
観
察
し
菫
箇
の
盟
盗
殺
人
罪
と
み
る
こ
と
は
静
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
隈
割
決
鏑
示
の
富
貴
に
よ
れ
ば
披
告
人
磁
外
二
名
と
共
謀
の
上
京
都
市
』
画
】
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・

■
■
■
■
■
■
■
■
方
家
人
を
殺
害
じ
て
金
品
遼
頚
琴
し
よ
う
と
決
意
し
、
昭
謹
一
十
一
竿
十
二
皇
子
八
日
午
後
十
一
蒔
頃
よ
り

雪
亘
．
周
嘉
一
箪
塁
の
擢
韓
い
て
右
■
方
罵
豊
■
■
■
■
斎
堤
防
下
■
■
宵
蓑
黒
■

■
■
■
■
■
■
■
堤
防
雲
に
雷
で
■
鼎
二
筆
殺
害
し
て
■
書
，
金
品
琶
寒
し
た
嘗
犯
篭

認
蕊
を
防
ぐ
た
め
割
季
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
被
告
人
等
の
顔
を
見
知
っ
て
い
る
判
添
■
■
■
産
殺
害
し
よ
う
と
相
鱗
し
℃
同
人

破
告
人
等
の
顔
を
見
知
っ
て
い
る
判
添
■
■
■
壷
殺
害
し
よ
う
と
相
鱗
し
℃
同
人

を
同

の
ま
ま
内
に
露
い
出
し
三
月
一
日
午
前
六
時
三
十
分
霞
同
獅
に
お
い
て
圃
人
逢
殺



ザ

右
の
寒
愛
は
、
各
被
害
者
の
死
亡
の
原
因
及
び
犯
意
趣
纏
の
鰯
を
除
い
て
、
、

灘
灘
灘
鍵
鍵
》
鍵
艤
畿
鰯
》
灘
慧

灘
も
芸
＊
だ
Ｌ
、
同
市
一

言
右
の
窪
家
簡
に
総
い
込
参
、
謹
悔
入
園
名
及
び
■
■
斎
共
画
し
て
、
必
死
に
な
っ
て

雲
論
す
る
霊
見
遼
押
え
つ
け
、
錘
誉
入
■
■
歩
綾
告
入
口
■
■
の
鑿
曇
書
寒
走
前
記
の
鎮
審
舘
霊
刀
看
藝
亮
の
頚
部
等
寺
銭
ケ
所
謹
突
聖
剃
噌

電
の
議
釆
霊
鋤
醗
調
侭
に
よ
る
函
與
の
た
建
同
人
謹
ぞ
の
掻
起
部
死
さ
管
た
。

な
も
筑
記
俸
一
〈
ご
（
二
〕
の
迩
塞
霊
側
、
錐
一
雪
一
〕
の
密
迄
『
嬢
一
這
頭
塗
殺
人
・
厩
嬬
は
勺
是
れ
箸
加
湿
赤
達
級
銀
し
て
な
童
れ
た
毛

こ
と
は
必
建
窄
あ
る
か
ら
、
義
蕊
を
防
止
す
る
た
め
■
■
を
も
穀
誓
し
ま
う
と
相
馳
ず
ろ
に
至

頁
午
創
六
嫁
三
千
分
邸
前
夜
の
米
の
嚥
副
に
つ
い
て
纐
酸
零
丞
で
倉
た
と
い
つ
で
、
同
人
悲
同

か
ら
霊
れ
漣
し
、
同
市
二
■
■
・
厨
宥
の
空
家
簡
に
総
い
込
参
、
錘
携

雲
論
す
る
霊
見
遼
押
え
つ
け
、
錘
皆
入
■
■
が
綾
曽
八
■
■
■
＠
膳
尾
亡
喉
准
訂
恩
ａ
型
詮
瀦

の
酒
お
る
。

一
、
瞭
操

に
鐙
し
、
鈍
の
逗
鍾
錐
中
率
に
哉
騨
が
で
蓬
だ
か
ら
手
解
っ
て
く
れ
当
議
し
て
竜
・
向
久
達
同
市
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
衷
伽
堤
防
下
■
■
■
・

■
爾
誓
償
恩
、
同
景
蕊
二
聴
頃
震
ず
■
が
塁
■
。
持
つ
這
い
た
塁
養
建
言
製

で
侭
鳥
逼
■
〔
鑑
■
胃
鳥
桑
っ
勝
て
、
画
意
累
含
腕
一
一
鍵
）
篭
農
諦
健
曾
↓

を
に
し
で
つ
な
蓮
合
わ
ぜ
庭
も
の
〔
睡
鐺
閏
醗
）
署
．
毛
②
頚
部
琶
面
く
足
を
興
っ
て
剛
け
な
い
主
う
に

や

し
ゃ
亀
の
譜
果
岡
入
金
鐙
の
錫
涯
窒
息
死
ざ
ぜ
た
。
藍
れ
握
ら
被
管
人
ど
ｎ
勺
翌
三
項
一
日
や
節
共
耐
し

け
て
極
く
郵
妙
、
そ
の
藷
畢
同
人
を
そ
の
謁
麺
壁
息
急
死
き
楚
た
。
モ
レ
で
引
溌
含
同
跨
刻
頃
同
家
に
傷
た
■
■
■
駈
鍔
の
魂
金
鐘
七
童
一
壱

回
魂
ぴ
背
虞
蛭
衣
圭
鑛
ン
、
ワ
感
，
シ
キ
ッ
、
靴
下
愚
、
蕊
竜
窪
鎮
八
建
鑛
茜
観
、
俸
蛍
墨
、
鑛
菫
垂
乃
至
俸
手
八
邊
盆
錘
琴
山
た
。

■
、
鎮
貫
噸
彊
愛
び
鴎
の
聖
う
腱
■
■
■
方
へ
押
し
か
〃
漣
漆
、
鐙
。
親
驚
詣
愚
■
■
〔
霧
■
胃
葉
。
鬮
震

闘
蓼
…
亀
…
…
晶
謹
震
童
農
■
嬢
薑
■
。
…
※

の
筵
め
■
■
宥
律
わ
れ
て

電
酋
，
、
又
被
俊
人
■
壷
■
鳶
悪
曇
っ
挺
瀞
壱
参
諺
の
歪
、
篭
し
■
蕊
邑
。
翼
叢
雲
墨
く
と
ゞ
髄
記
犯
霊
癒
ぐ
露
雲
ゞ

警
一
、
銭
湾
入
雨
名
及
至
■
■
絃
前
肥
の
失
う
に
金
品
頚
奪
の
目
的
證
逵
し
な
が
っ
た
淀
め
、
同
互
一
十
八
日
午
復
八

露
鐙
更
に
既
迩
也
決
行
ま
る
先
及
び
そ
の
崇
段
等
に
つ
い
て
い
る
い
昌
栢
蕊
し
た
紬
采
、
披
掛
八
画
■
画
が
知
合
の
同

国
■
ロ
酉
画
ロ
ロ
ロ
ロ
卓
然
裕
羅
な
生
活
達
し
て
い
る
の
雷
回
家
に
行
っ
て
勺
撰
緯
瀞
全
国
卓
證
米
の
狩
塞
に
し
た
で
、
被

の
世
蹄
造
す
る
よ
う
に
鱈
っ
て
■
ロ
酉
に
手
持
認
金
が
い
く
ら
位
あ
る
か
を
薮
め
た
上
、
同
人
等
家
人
を
蕊
し
て
金
品
を
硬
零
し
我
う
と
淫
室
し

蕊
鰹
簿
簿
藍
蕊
霊
謹
溌
蕊
蕊
礪
霊

窯
蓬
蝿
齢
蓬
酢
驚
薄
繩
紬
掴
蕊

景
■
織
震
ず
米
謹
迩
數
渉
る
ど
瀞
し
て
凸
■
蘂
）
鳥
露
い
園
し
『

掴
重
…
“
薑
篝
陰
”

し
、
更
に
一
ロ
ロ
ロ
マ
蕊
害
す
る
た
め
誘
い
出
そ
う
と
し
た
が
、
同
人
が
既
に
一
》
一
一
一
一
一
一
一
》
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
舞
■
■
零
）

同
日
午
縫
十
一
吟
興
同
所
で
被
悔
人
雨
名
及

し
、
を
②
紬
釆
左
頚
動
脹
扱
傷
に
及
ろ
幽
血
の
た
め
同
人
を
一
七
の
錫
に
鄭
死
に
引
き
謹

甲へ二一）
家
女
騨
卓
亘
亘
一
国
厨
有
の
却
却
罫
二
圏
を
窃
戒
し
だ

ｃ
、
）
昭
和
菫
十
一
年
室
員
二
十

被
皆
人
噸
名
及
奎
■
■
豚
京
都
市

筵
の
謹
猟
を
し
た
。
．
．

ｅ
壱
・
町
且
二
十
八
頁
午
後
二
痔

阿
且
二
十
八
賃
午
後
二
時

識
皆
八

頃
が
ら
同
云
時
頃
窯
遥
の
間
感
睦
・
の
目
随
で
越
智
人
一
口
画
画
添
訓
胴
の
錘
刀
進
鯉
中
に
し
、

同
市
画
■
一
方
に
行
き
、
圃
盗
、
睡
徹
壁
し
瞳
。
．

紬
ぷ
司
直
冊
星
蝿
・
昆
促
測
記
も
雀
ノ
ー
■
■
■
が
叡
碇
画
燭
刃
逸
穣
中
に
し
、

嗣
名
蕊
ぴ
一
一
睡
同
日
午
後
六
癖

一

〈
日
午
後
十
時
唾
顕
峯
の
目
的
で

●

頃

識
貸
人
扇
名
及
び

方
に
行
き
、
頚
墜
の
謹
繍
を
し
た
。
・

前
同
玩
で
節
凸
■
■
■
■
■
厨
壷
の
銭
巻
籟
痘
刀
冒
霊
繧
九
及
び
蕊
十
醸
琶
及
び
廓

が
被
告

雰
塞
鱈

一
五
○
・
曇
乗
〕

有
の
黒
誼
鯉
刀
一
員
睡
錐
十
一
鯉
）
を
渡
中
に
し
、

の
竹
趨
戸
垂
こ
じ
開
放
両
邸
宅
内
に
鍵
入
し
冨
園

。
た

。
毛
乙
廼
被
皆
人
雨
名
及
び

一
五
一
（
二
毒
）

の三
周
一
高
富



Ｐ
侭
Ｒ
旧
塵
戯
儲
，
く

Ｊ
“
風
４
，
鋤
”
須
川
筋
弾
■
郎

測
駅
．
⑪
鰯
獣
到
韓
農
＆
風
粋
く
潟

奪
ど
．
・
癖
即

⑲
趣
《
．
州
岬
嚥
畔
》
郷
》
蝿

轡
錘
梨
翠
伽
岬
螂
恥
嘩

剣
鯵
》

卿
．
津

・
賎
く
抱
隠

ｒ
、
〃
Ｒ
埜
風

潟
侭

里
謁
哩
埜
展
願
Ｏ

Ｂ
報
癖
坤
軸
：
継
岬
蠣
隈
叩
蠣

Ⅱ
盛
縛

卿
盈
・

１
，
〃
今
奨

嘔
．
恥
錨
幽
蝿
蝿
噸

嘩
細
懇
蝉
郡
卵
Ｕ
噂
・
Ｋ
Ｏ
Ｊ
暇
。

一
》
》
一
》
》
州
一
一
岬
峰
唖
》
》

Ｐ
削
灸
Ｐ
“
■
画
鴇
斗
』
蝋
Ｉ
や
い

亀
叫
型
灼
叫
箇
鴇
樅
凪
璽
・
開
嵐
９
９

幕
倫
爵
穏
伶
思
十
卿
遥
９
睦
剖

囲
罰
噸
岬
辨
艸
熱
・
州
か

一
》
“
↓
》
《
蝿
砕
蜂
睡
拙
恥
州
州
・
》
、
恥
》

・
Ｕ
ｌ
愈
弗

一

・
錨
，
昼
一
剤
鋤
〒
梯
９
夕

岬
》
．
〉
》
岬
．
・
処
》
蕊
醒
噸
酔
‐
唾
》
軸
《
。
．
》
唖

・
・
Ⅷ
》

回

・
坤
率
呼
率
柵
騨

恰
》
》
》
・
》
恥
》
心
》
傘
．
鐸
細
鐸
卸
識
・
蝿
鋤
率

・
鋸
》
蜘
織
率
恥
酔
櫟

一
》
《
》
一
》
》
一
一
一
一
‐
一
一
一
・
一
一
一
吟

1P蝋や、關硬
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刑事裁判②

○殺人，器物損壊被告事件 当審における未決勾留日数中310日を本刑に算入する。
○理 由

弁護人久保博之の上告趣意は，判例違反をいう点を含め，実質は事
実誤認，単なる法令違反の主張であって，刑訴法405条の上告理由
に当たらない。

所論に鑑み，本件における正当防衛及び過剰防衛の成否について，
職権で判断する。

，第,審判決及蛎判妻の認定並びに記録によれば,本件の事実
関係は，次のとおりである。

（1）被告人は，知人であるA(当時40歳）から，平成26年6月

2日午後4時30分頃，不在中の自宅（マンション6階）の玄関扉を

消火器で何度もたたかれ，その頃から同月3日午前3時頃までの間, ‐
十数回にわたり電話で, ｢今から行ったるから待つとけ。けじめとった

るから｡」と怒鳴られたり，仲間と共に攻撃を加えると言われたりする

など，身に覚えのない因鐵を付けられ，立腹していた。

（2）被告人は， 自宅にいたところ，同.日午前4時2分頃,Aから，

マンションの前に来ているから降りて来るようにと電話で呼び出され

て，自宅にあった包丁(刃体の長さ約13.8cm)にタオルを巻き，
それをズボンの腰部右後ろに差し挟んで， 自宅マンション前の路上に
赴いた。

（3）被告人を見付けたAがハンマーを持って被告人の方に駆け寄っ

て来たが，被告人は,Aに包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることな
く，歩いてAに近づき，ハンマーで殴りかかって来たAの攻撃を，腕
を出し腰を引くな．どして防ぎながら,今包丁を取り出すと,殺意をもっ
て,Aの左側胸部を包丁で1回強く突き刺して殺害した。

2刑法36条は，急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関
による法的保謹を求めることが期待できないときに，侵害を排除する

276（1”刑集7】巻4号

（維鰯s鱈嘉襲蕊割
【上告申立人】被告人

【被告人】■■■■弁謹人久保博之
【第1審】大阪地方裁判所平成27年9月17日判決
【第2審】大阪高等銭判所平成28年2月10日判決

○判示事項

侵害を予期した上で対抗行為に及んだ増合における刑法36

条の急迫性の判断方法

O決定要旨

行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ塙合，侵害の

急迫性の要件については，対抗行為に先行する窺傭を含めた

行為全殿の状況に照らして検肘すべきであり．事案に応じ，

行為者と相手方との従前の関係。 予期された侵害の内容．侵

害の予期の程度，侵害回避の容易性．侵害場所に出向く必要
性．侵害増所にとどまる相当性, ・対抗行為の準備の状況（特

に，凶暴の準備の有無や準鯛した凶器の性状簿） ．実障の侵
害行為の内容と予期された侵害との異.同．行為者が侵害に臨

んだ状況及びその際の意思内容.等を考慮し，緊急状況の下で

公的樋関による法的保餓を求めることが期待できないときに

私人による対抗行為を許容した刑法36条の趣旨に照らし許
容されるものとはいえない場合には．侵害の急迫性の要件を
充たさないものというべきである。

【参照】刑法36条急迫不正の侵害に対して， ・自己又は他人の梅利を防衛す
るため，やむを得ずにした行為は，罰しない”

2防衛の程度を超えた行為は、情状により，その刑を減軽し,.又は免除す
ることができる。

○主 文

本件上告を棄却する。
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防衛及び過剰防衛の成立を否定した第1審判決を是認した原判断は正

当である。

よって，刑誘法414条，386条1項3号， 181条1項ただし

書，刑法21条により，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定

する。

(裁判長裁判官菅野博之裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる

裁判官山本庸幸）

要旨

前記1の事実関係によれば，被告人は'Aの呼出しに応じて現場に

赴けば0Aから凶器を用いるなどした暴行を加えられることを十分予
期していながら,Aの呼出しに応じる必要がなく．自宅にとどまって
警察の援助を受けることが容易であったにもかかわらず，包丁を軍備
した上,Aの待つ場所に出向き,Aがハンマーで攻撃してくるや，包
丁を示すなどの威嚇的行動を取ることもしないままAに近づき,Aの

左側胸部を強く刺突したものと認められる。このような先行事情を含
めた本件行為全般の状況に照らすと，被告人の本件行為は，刑法36
条の趣旨に照らし許容されるものとは認められず，侵害の急迫性の要
件を充たさないものというべきである｡したがって，本件につき正当
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弁護人久保博之の上告趣意
（原々審判決5頁， 6頁） ．原審は，原々春の認定には経験則等に照らし

不合理な点はないとしている（原判決4頁）。

②原々森及び原審の餌定の根拠

原々審は，①Aと被告人との間の口鮠及びAが被告人を呼び出したこ

と，②Aが武器等で被告人を攻撃してくることを想定して被告人が三徳

包丁を持参したこと，③Aが被告人をハンマーで襲った験，被告人は鷲

いて立ち止まったり，たじろいだり, Aから遠くに離れようとする織子

がなく。平然と歩いてAに近づいたこと，④Aの3撃目の攻魅の前に

Aの懐に踏み込んで突き刺したこと，⑤被告人が包丁をAに示したり，

摂り回すといった威職的行動や，斬りつけるといった行動を一切取ってい

ないこと.，⑥被告人は．理解できない理由に基づくAの行動や言勵に立

腹していたこと，⑦短時間で極めてスムーズに強い殺意に基づいてAの

左胸部付近を狙ってカー杯突き刺していることなどから秒極的加害窓思を

認定しており，原審も原々審の判断に誤りはないとし， さらに⑧被告人が

用いた包丁が殺燭龍力のある凶器であることから，これを持ち出したこと

自体が被告人の穣極的な加害激思を抱寵させる事情といえると判示してい

る。

C)最高銭判例に反すること

ア最判昭和46年11月16日及び最判昭和60F9月12日に反するこ
と

最判昭和46年11月16日は，急迫とは， 『法益の侵害郡現に存在し

ているか，または間近に押し迫っている」ことをいい， 「刑法36条の．

防衛行為は，防衛の意思をもってなされることが必要であるが，相手の

如害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって，ただち

に防衛の意思を欠くものと解すぺきではない』と判示してし､る。

また，最判昭和60年9月12日は， 「急迫不正の侵害に対し自己又は

○上告趣意巷

第1組論

原判決には，殺人罪について，正当防衛を露めずに有罪にした判例違反があ

る。重た’殺意を認定し，積極的加害意思を肯定して殺人罪の成立を認めた原

判決には影尋を及ぼすべき重大な事実窓露があり，原判決を破棄しなければ著

しく…に反十る。

よって，原判決は速やかに破棄されなければならない。

以下，理由を述べる。

第2原判決を破棄すべき理由

1本件の争点及び上告趣意書の擢成

本件の争点は，第1･に殺意の有無，第2に正当防衛乃至過剰防衛の成立の可

否である。第2の争点については，専ら，穫梗的加害意思の有無が争われてい

る。

以下では， まず，我極的加害意思についての判例違反について述べ，本件刺

突行為について詳述した後，殺意及び稜極的加害意思について重太左事実膜認

があり0原判決を破棄し厳ければ著しく正賎に反することを述べる．

2穣極的加害憲思を鱒めた原判決には判例違反がある二と

（1）原々密及び原審の露定

原々審は,､被告人には，本件現溺に赴く際，単なる怒りや攻撃的な感情に

とどまらず,Aが武器等で攻撃してきたら．その機会を稜極的に利用し

て． Aを包丁で刺すなどしてやろうという攻撃意思があり，被告人の本

件攻錠は，その攻撃意思を実現するための加害行為であったと認定し
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他人の樹利を防衛するためにした行為と認められる限り，たとえ，同時

に侵害者に対し愉悪や怒りの念を抱き攻撃的な意思に出たものであって

も，その行為は防衛のための行為に当たると解するのが相当」と判示し

ている。

本件において，原々審は，⑥被告人は，理解できない理由に基づくA

の行鱗や言動に立旗していたことを癖定L,原容は‘原々審の認定を是

隠しているところ，かかる餌定は，相手の加害行為に対し憤激または逆

上して反鍍を加えたからといって，ただちに防衛の意思を欠くものと解

すぺきではないと判示した最判昭和46年11月ユ6日に反する。また，

同時に侵害者に対し憎悪や怒りの念を抱き攻撃的な意思に出たものであ

っても，ただちに防衛の意思を欠くものとはいえないと判示した最判昭

和60年9月12日に反する。 、 、

イ最判昭和6.2年7月21日に反すること．

積極的加害意思について言及した最判昭和62年7月21日は， 『刑法

36条が正当防衛について侵害の念迫性を要件としているのは,創翻さ

型た侵害を避けるべき難路を塵する趣旨ではなし､から，当然又はほとん

ど翰実に侵害が予掘されたとしても，そのことからただちに侵害の急迫

性が失われるわけではないと解するのが相当であ｣ると判示している。

本件において．原女審は，③A力鞍告人をハンマーで襲った際，被告

人は驚いて立ち止まったり.,たじろいだり, Aから選くに陸れようと

する犠子がなく，平然と歩いてAに近づいたこと，⑤被告人が包丁を

Aに示したり，振り回すといった威嚇的行動や，斬りつけるといった

行酌を一切取っていないことを積極的加害愈思の露定に用いているが，

これらの客補を露定して評街することは被告人に侵害回避挫務を醸すも

のであり，最判昭和52年7月21日に反する。

側小括

よって，原判決は量商裁判例に違反するから，速やかに破棄されなければ

ならない匂

3本件刺突行為の麗定について判決に影馨を及ぼすべき泣大な事実娯露がある

こと

（1）原々春及び原審の罷定

原辱審は，本件実行行為について， 『現場の防犯カメラの映像等によれば，

後述するとおり，被告人は．石頭ハンマーを持って駆け寄ってくるAに，

平然と.徒歩で近づいてAの2回の攻撃に対応しつつ本件包丁を持った右

手を引いて狙いを付けるとともに, Aが3回目の攻撃に入るや, Aの

懐に踏み込んで勢いよく包丁を突き出し, Aの左側胸部を突き刺してい

る． 」 （原々審判決3頁）と爵定している．

原審も，殺意の認定に関連Lて， 『被告入は,ハンマーで攻撃してくる被

害者から態れようとする素摂りを全く見ぜず，被害者の最初の攻撃を左腕

で防ぎながら自分の右腰付近に右手を回し， 2回目の攻撃も回避しつつ差

していた包丁を取励出し, ･さらに被害者が被告人との間合いを保ちながら

ハンマーで殴りつけようとしていたところ1こ近づいて，被害者に向けて包

丁を突き出しているのであるから，包丁がその刃体の長さよりも3センチ

メートル近く深く被害者の左側胸部に刺入したのは，披告人瀕非常に強い

力で包丁を突き刺した結果とみるとのが相当であ』るとして,原々審の認

定に誤りはないと判示している（原判決2頁） 。

原々審も原審も，被告人による本件刺突行為は, Aが2回目の攻撃をし

てきた後であり，この時の刺突行為が非常に強い力であったと偲定してい

るが，以下のとおり，かかる罷定には重大な事実誤認がある。 ．

②被告人による刺突行為は, Aの犬ハンマーによる3蒙目の攻撃の後で

あること

ア被告人はAの大ハンマーによる2撃目の攻撃の前にAの懐に踏み込
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んでいないことが防犯カメラの映侭から砿駆できること

原々審は上記のとおり, Aの2撃目の攻蛾後, 3撃目の攻掌の前にA

の懐に踏み込んで勢いよく包丁を突き出したと偲定している。

防麺カメラの映像を見ると（甲70) ,徳かに，被告人はAの3撃目

の攻畢の前に包丁を突き出している猟被告人はAの体に密若するよ

うにハの懐には飛び込んではいない。

つまり，被告人が包丁を突き出した後，被告人は，被告人の頭部に向か

っていた.Aの大ハンマー攻撃を上半身と頭を反らして回避し，その後，

被告人はAの体に接近しているというのが，防犯力.我ラ映像に配録さ

れた客観的事実なのである（修正前の防犯カメラの時刻表示；3時52

分42秒）．

この二とは，甲70の映像を＝マ送りして麺すれば,. Aと被告人と

の間に，被告人が用いた包丁の刃の大部分が露出していることからも明

らかである。

イ被告人がAの3撃目の大ハンマー攻撃に対し上体を反らすことで回避

できたという事情からAと被告人との距鮫がある樫度あったというの

が“的事実であること

Aが用いた大ハンマーの長さは，約47センチメートルあるく弁2） 。

Aの身長が約169センチメートル（甲62)であることから，大ハ

ンマーを振り回していたAの腕の長さは少なくとも70センチメート

ル（ちなみに弁鍾人は身長163． 5センチメートルで，碗の長さは約

70センチメートルであった。 ）である。大ハンマーの長さとAの碗

の長さを考えると，仮にAが脇を締めた状態で大'、ンマーを握ってj，

たとしても，被告人がAの3回目の大ハンマー攻撃に対し上体を反ら

すことによって回避するには,被告人と月の距睡がある程度なげれば，

例えばはおおよそ1メートル近くなけれぽ，後告人はAの3錠目の大

ハンマー攻鎚を避けることはできないはザである．

． よって，被告人がAの3撃目の大ﾉ､ﾝマー攻撃に対し上体を反らすこ

とで回避できたという事情からAと被告人との距離がある程度あった

というのが客観目鐸実である。

ウ被告人の.Aに対時する立ち姿からすると‘被告人の包丁による反撃は

力が入らないものであったこと

被告人は包丁を右手に持っていたのであるが，被告人はAに対し，左

足を前方に腫き，右足を後方に辰いており, Aに対し左半身の態勢で

あった．

Aと対鰐した時の被告人の立ち湊が左半身であったということは，被

告人の左足を起点に考えた場合，被告人とAの距醗はある糧度近かつ

たといえるが‘被舎人の右肩を起点に考えると, Aとの距罷は被告人

自身の半身分遠い距離にあった。

被告人がこのような態勢であったからこそ，被告人は上体を反らすこと

で, Aの3撃目の大ハンマー攻肇を回避できたのである。

また，左半身の状態で右暁の包丁を突き出しても，体重那乗ることはな

く，腕の力だけしか加わらない。つまり，左半身の態勢から，右腕を突

き出しても,力が乗らない,いわば,へっびり腰の状態の威力しかなか

ったのである。

よって，被告人が自身の左足を右足よりも前に出した状憩で右手の包丁

を突き出したとしてもjそれは全く力が入らないものであったというの

が客観的事実である．

エ小括

上配の客観的事実からするとn Aの2撃目の攻撃の際に被告人が突き

刺した包丁の刃がAの体に刺さったとしても，その際の刺突は‘包丁

の刃先がわずかに刺さった程度であったと考えるのが自然である.．

、
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被告人がAの左胸部を狙って包丁を突き出したとするならば，被告人

自身の体重を乗せるため,右足を前に出す必要がある。しかし,被告人

が右足ではなく，左足を前に出していたという事実からは･ Aの攻撃

に対し、体重も乗せないまま，無我夢中で反撃する過程で包丁を前に出

したと考えるのがむしろ自然である。

よって, Aの2撃目の攻撃後, 3季目の攻撃の前にAの樫に踏み込

んで勢いよく包丁を突き出したとの認定は鯉りである。

③Aに生じた刺し傷はA自身の行勤により発生した蓋然性が高いこと

原々審は， 』峡告人が本件に用いた包丁の刃体の長さが約13． 8センチブ

ートルであるのに対じ,. Aに生じた刺し傷が包丁の刃体の長さを上回る

約16． 5センチメートルであり，医師の所見によれば．著しく強い力が

加えられたものと推定されていて，非常に強い力で月の左侭騰部を突き

刺したことが慰められるとしている（原々審判決2頁）。

しかし.防犯カメラの映像を見ると, A.の3撃目の大ハンマー攻撃後に

被告人とAの体が接近し，修正前の防犯カメラの時刻表示3時52分4

5秒において, Aが左手で被告人の右腕を制そうとしており, Aは被

告人に体を預け． Aのかかる行動に対し，被告人は，修正前の防犯カメ

ラの時刻表示3時53分42秒ころまで，後ずさりをし, Aは修正前の

防犯カメラの時刻表示3時53分44秒に膝を付いて四つん鐙いの状態に

なっている（甲70)。

被告人が所持していた包丁の刃先がAに刺さったのが， ハの3撃目の

大ﾊﾝﾏｰ攻撃の直前である修正前の防犯カメラの時刻表示3時52分4

2秒であると仮定すると,修正前の防犯カメラの時刻表示3時53分42

秒までの1分もの間，被告人の包丁はAに刺さっていたということにな

る．

また，被告人の包丁の福は，約3センチメートル（甲64．.写真2）であ

るのに対し, Aの燭の幅は4． 4センチ，最大伸展長は5． 0センチ

（甲62）であることからすると, Aの傷は，包丁のー突きで生じたも

のでは錘く, Aに刺さった重重, Aの動きによって包丁が上下に移動

して生じたものであると考えるのが自然である。 ・

さらに，被告人は, Aに刺さった包丁が’Aのセーターに引っ掛かって

抜けなかったのを覚えていると供述しているところ（被告人供述調書

（1）23頁） ，これは被告人がAに刺さった包丁を抜こうしていたこ

とを示すものであり，包丁を抜こうとしていた際にAの踊口が広がった

可龍性もある．

加えて，包丁の幅よりも, Aの侭の幅力§大きいことからすると，きっか

けは被告人の攻撃であったにせよ，むしろ，被告人に向かって前進してい

たA自身の動きによって生じた傷であると考えるべきである。 、

このような事精からすると, Aに生じた傷は，被告人のみの刺突行為に

よって生じたことについて合理的雄疑いを超える立鉦がされているとは到

底言えない。

③被告人がAの頭を賎り上げたことはAの発言に端を発するもので．

殺意の昭定の根拠にはならないこと

被告人がAの頭を蹴り上げたのは, Aが「ありがとうjとか「A ,

逝きますか，死にますか』と発雷したことがきっかけである（被告人供述

飼裾（ユ） 27頁）．このような訳のわからない言葉を聞き，何らの落ち

度もなし､のに,いきなり大ﾊﾝﾏｰで襲われたことに腹が立ち,激憎し，

被告人は.Aの頭を蹴り上げてしまったのである。かかる時点で，傷害の

強い故意は罷められるものの，このような実行行為後の亭情に端を発する

行勤で殺意を認定することはできない。

被告人は．B鉦人に対し，救急車を呼ぶように依頼した（被告人供述調

審（1） 28頁， 29頁）のであり，これは強い殺意や積極的加害意思を
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否定する事情である。

なお, B匪人は, Aのたばこをくれという発曾以外は聞いていない旨

征曾しているが(B睦言22R) , B匪人は，被告人及びAの近く

に常にいたわけではなく, 30秒以上雛れていたこともあったから（甲7

O;修正前の防犯カメラの吟刻表示;3時52分59秒から3時53秒3

．4秒まで) , B鉦人がAのたばこをくれという発曾以外は聞いていな

い旨睦言しているとしても, Aの「ありがとうjとか「A,逝きます

か，死にますか』という発言や，被告人の救急車を呼ぶように依頓する発

言がなかったということにはならない。
□ ●

(5)被告人には殺意はなく，被告人の包丁での一突きという態椴や殺意から

讃極的加害意思を認定することは重大な事実娯認であり経験則に反するこ

と

ア殺意が露められないこと

Aの致命傷は, Aとのもみ合い若しくはA自身によ.って生じたも

のである蓋然性溌高い以上，被告人の殺意が合理的な疑いを超える種度

まで立鉦されているとは到底言えない。また，原々審判決は，被告人が

四つん通いになったAの頭部を蹴り上げたことを砲定的殺意の根拠に

しているが,､被告人が四つん楚し､になったA.の頭を賎つたことは単な

る憤怒の感情に過ぎないから，やはり殺意は閲められない．

よって，殺意を認定した原判決には,重大な事実誤認があり，破棄され

なければ著しく正驍に反する．

イ・穣極的加害意思も認められないこと

被告人がAの3繋目の大ハンマー攻鍛の前にAの懐に踏み込んだ事

実はなく, Aの左側胸部を狙っで力一杯突き刺した亭実はない．

よって，穫極的加害意思につき，④Aの8撃目の攻撃の前にAの霞

に踏み込んで突き刺したこと．⑦短時間で極めてスムーズに強い殺意に

基づいてAの左胸部付近を狙って力一杯突き刺していることを頼極的

加害意思の麗定の根拠とした原七審及び原審には重大な毒実誤認がある。

積極的加害意思を寵定Lた原判決には判決に影密を及ぼすべき重大な事実膜

認があり，原判決を破棄しなければ藩しく正鵠に反すること 。

(1)種極的加害激思の定蕊と考怠要素

穆極的加害意思とは， 「予期された侵害の槻会を利用し積極的に相手に対

して加害行為をする意思』を言1W,相手方の侵害の楓会を利用した加害行
●

為であるから，侵害の確実な予期が前提となる。そして，行為者と相手方

との従前の関係，侵害の予期の程度，行為者の反撃の準備の状況，侵害に

臨んだ理由，相手方が攻撃に至るまでの経緯，反撃の態機等が考慮要素と

される捌事事実偲定重要判決50選上58R)。

積梗的加害意思は.殺意とは異なる法的な撰念であって,殺意が露定され

ても，稜極的加害怠思が否定された判例は．札幌高判昭和63年10月4

日，京京商判昭和62年1月19日，大阪地判平成19年12月27日な

ど多数存在するから，そもそも殺意を穣極的加害意思の露定の－事情にす

るのは照りである。

積極的加害窓思というのは，誤解を恐れずに言えば．相手が攻撃してく･る

のに，言わば「かこつけて」 ，相手を傷めつけてやろうとか，殺そうと思

う意思を言う。

このように『かこつけて」という要素を考慮しなければ，殺意があるイコ

ール，稜極的加害意思があるということになってしまい｡法的概念を分け

た窓味が綴くなってし漢うからである。 ．

そして， 『かこつけて』という事情を考えるにあたっては，従前の人間関

係が相当悪化するなどしていて．相手の攻撃にかこつけて，相手を傷めつ

けてやろうなどと菰極的に攻撃を加えることについて，一般人が了解可館

な，相当浬度の動槻が必要となる．

4
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しかしながら，以下で詳途ｻﾞるとおり，本件では，被告人がAの攻鍍に

かこつけて, Aを殺そうとする動樋は全くなく，穣極的加害意思を認め

る他の事情もない。

②被告人が侵害の槙会を利用してAを殺害しようという勤観がないこと

ア被告人とAとの従前の関係

そもそも被告人とAは，縛別親しい間柄ではなかったものの，友人関

係にあった．〈弁15，被告人供述鯛書（ユ）4， 5頁)。

Aが衿告人に対して，“で不合理な難癖をつけてきたのは，犯行前

日午後4時30分ころからであり （甲67) ,これ以前にトラブルはな

く，これ以前のトラブルは立睡されていない．

本件犯行前日の平成26年6月2日午後4時30分ころ, Aが禍火器

で被告人宅のドアを叩いたという出来事があったが（甲69） ，その腺

被告人は在宅していなかった（被告人供述飼害（1）8頁） 。 Aによ

る行動を知った被告人は，平成26年6月3日午前3時27分ころまで．

＆との接触を避けるためi .外出していたのである（弁1 ．写実第1号，

被告人供述飼書（ユ） 12頁） ．

イ被告人がAとの接触を回避していたこと

被告人はD Aによる暑物損壊行為を発見した時点でAに対し攻撃を

加えるような行動を一切取っておらず，常軌を逸するAの行動に対し，

恐怖心を覚え，外出している（被告人供述飼害（1） 12頁）。

被告人はAの連絡先を知っていたし. Aは被告人を探していたので

あるから，被告人がAに玄関のドアを叩いたことについて激高し, A

に攻撃を加えようと思えば,容易であった｡にもかかわら子,被告人
はAと実隙接触していていないのであるから，被告人がAと会うた

めに外出をしたわけではなく,被告人がAとの接触を回避しようとし

ていたことは明らかである。

このような回避行動は，被告人の穣極的加害意思を否定する重要な事憎

であるにもかかわらず，原々客及び原審で全く考慮されていない。

ウ Aの行動，雷動から碩極的加害意思を推認することはできなﾙ､こと

理解不龍なことを一方的に言われた場合に平静を保てる人間は多くなく‘

大半の人間が不愉快な気持ちを抱き，興奮するなどするのが普通であろ

う。被告人も。意味不明な鱈をするAに苛立ちや当惑，恐怖，憤慨の

．気持ちを有していたと思われる。

しかしながら，電話での会話の吟点では，被告人はA.から具体的な攻

撃を一切受けていなし､のであり．被告人がAの攻撃にかこつけてA

を傷めつけてやろうとか,殺喀やろうという人間関係は全く見えてこ

ないのである．

被告人が抱いていたAに対する不愉快な気持ちから，ただちに, A

が襲ってくるのにかこつけて，殺してやろうという意餓を推鴎するのは

経験則に反するものと言わざるを得ない。

少なくとも，被告人が包丁を腰に入れた時点で, Aに対し，強い碇定

的殺意を持っていたことや積極的加害意思を鴎めるに足る征拠はない。

=C･の仲裁の時点で被告人は冷静な犠子であったこと

Aは,深夜2時という時間に, C宅を訪れ,被告人に電鯖をしてい

るが,被告人と鱈したcば;被告人の犠子が冷静であったと篭してい

る(C証言14X,16頁）。

仮に被告人が, Aの攻撃にかこつけて, Aを殺傷しようと思ってい

たのであれば． .Cとの麓の藤にも，積極的で攻撃的な発言波出てしか

るべきであるが，被告人は冷静であったというのであるから，やはり，

被告人にはAを殺傷しようとする勤機は見当たらない。

オ被告人は, Cの仲裁以後, Aと藷し合い郡できると考えたこと

被告人は, Aと直接会った理由について． Aと藷し合うためである
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と供述しており （被告人供述翻替（1） 15頁） ，原審弁璽人も，被告

人はAと諾し合うつもりであり，被害者の攻撃を十分想定していたと

は富えないと主喪している．(控所趣意書7頁） ．

かかる原審の弁護人の主喪に対し，原審は， 『⑤本件犯行の約2時間前

には．被害者那電鯖で被告人に対し『今から行ったるから待つとけ。け

じめとったるから。』などと怒鳴っていたことや（原審C供述） ，そ

の後も被告人と被害者との間でi分間に満たない通篭が何度も繰り返さ

れていたという通話状況（原審甲67）などからすると，早朝，被害者

から電蕗で呼び出された被告人が，被害者と容易に話し合えるような状

憩であると認鱗していたとみることはできない． 」 （原判決3頁）と判

示している．

しかしながら0 Cが仲裁に入る前は, Aが被告人に電鱈を掛けた回

数が24回中19回であり （甲67，平成26年6月3日午前2時1．5

．分16秒までの電話のやり取り） ，侭方, Cが間に入った後，被告人

とAIX, 13回電藷のやり取りをしているが， うち被告人が5回,A

が8回発信している（甲67，平成26年6月3日午前2時ユ,5分1

6秒以降の電鰭のやり取り）．

上露電露の発信状況をみると,Cが間に入った後は，被告人の方から

Aに連路を取る回数が割合的に増えている.。 Aとの賭し合いが可能

と被告人が思ったからこそ,被告人の方からAに発信したのであり。

かかる客観的状況は, C溌間に入った後，被告人がAと話し合える

と思っていたことを強く推認させるものである．

Aは, Cが被告人と .Aの間に仲裁に入った後, Cから，家に帰

るように輪され， 『もう帰ります」と言ったのであり (.C睦言11
R) , Aと被告人との愈露での会藷も，最初のころよりは薄ち箸いて

きたと強く推認できる． c仲戟後の状況からすると，被告人がAと

謡し合いができる可龍性鋲あると思っていたとしても全く不自然ではな

い。

さらに，平戚28年4月5日付け被告人作成の陳述香にも, Cが仲餓

に入った後は． Aと普通に話ができたとあり， このことからも被告人

がAと話し合うことができると思っていたことは明らかである。

力小括

消火器をドアに叩きつけたり．意味不明な難癖をつけたりしていたA

に対し，被告人がAに対して恐怖心を抱いたり，腹を立てたりしたで

あろういうことは推偲できるものの，このことから，ただちにAが襲

ってくるのにかこつけて, Aを殺そうという積極的な勤機を見出す罠

と．は困雄である。

よって・原判決には重大な事実醗認があり，破棄しなければ著しく正鶴

に反する。

(3)被告人はAと会う前にホルモン《屋で酒を飲み，シャワーを浴びている
こと

被告人は, Aと会う前に, Aを避けるために，西成のホルモン屋に行

ったり，津守公園や天王寺公園に行ったりして時間を潰している（被告人

供述溺癖（1）34頁)。

また,､被告人は，帰宅後シャワーを浴びている（被告人供述餌窪（･1） 1

3頁）。

原々審判筏は，現錫に赴いた時点で積極的加害意思があるとしているが，

仮に，理解できないAの行動や言動で被告人波立腹していたことを根拠

にするのであれば，現場に赴く以前からある程度の加害意思が被告人にな

ければ不自然である。 ．

しかしながら，被告人は，前述のとおり, Aとの接触を避けようとして

おり， またシャワーを浴びるなどして，いわば日常生活を送っていたので
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あり‘これらは加害意思と相容れない行動である．

このような客観的な行動からしても，被告人には． Aが襲ってくるのに

かこつけて, ･Aを殺傷しようという種種的な動槻は見出だせない。

㈹被告人はAを呼びつけて出向いたのではなく, Aの呼び出しに応じ

ただけであること ．

Aは午前4時ころという，通常人が活動をしない時間椿に,被告人を被

告人の家の前に呼び出しているのであり，被告人は穣極的に現場に赴いた

わけではない。

東京高判昭和62年1月19日は．凶器を準備して侵害の予想される現場

に行き，相手方が攻撃する姿勢を示したので櫓先を制して攻塗した事案で

急迫性を肯定した銭判例であるが,､相手方に呼びつけられ現場に赴いたこ

とを稜極的加害承思の豚定にあたり，消極的に評価したものである。

かかる銭判例からすると，被告人がAに呼びつけられたという事実は稜

極的加害激思を否定する事情として重視しなければならない。

(5)被告人が最翻から凶器を示していないこと

彼に被告人が, Aの攻錠にかこつけて. Aを殺侭する窓図を有してい

たのであれば, Aと対時する段階で，包丁を隠すこと無く，示していた

はずである。

なぜなら, Aによる最初の攻華によって，被告人が頭部にダメージを受

けたり，腕等を負傷したりする鞍どすれば§ Aを殺侮する可龍性が無く

左る若しくは可龍性が低くなってし震うからである．被告人が穣極的加害

意思を有していたのであれば，震ず武鰯を取り出して椴先を開するはずで
ある。

被告人がAに対して包丁を娃初から示していないという事実は，持参し

た包丁が複敬で襲われた時の蔑身用であり，賭し合うつもりだったという

被告人の供述を裏付けるものである。

⑥被告人が想定していたのはAと若い衆2人による拉致の可能性であり‘

Aが武器を持って攻畢してくるという確実な予期はないこと

ア原々審判決及び原判決の認定

原々審判決は，②Aが武器等で被告人を攻錠してくることを想定して

被告人が三徳包丁を持参したと淫定し，原判決はこれを是認している、

しかし，以下に述べるとおり，被告人はAが武器等で被告人を攻撃し

てくることを予想していなかった。

イ Aの被告へに対する脅迫文言

A賎.被告人に対し，静岡のやくざの名前を出したり．若し､衆を2人

連れて行くなどの脅迫文言を述べており，被告人はAの言葉が冗陵な

どではないと感じていた（被告人供述調書(1) 10頁） 。また, A

は入れ墨を入れており （被告人供述閥書（ユ） 6頁） ，被告人はAが

やくざではなし､と思っていたが, Aがやくざと繋がりがあり，やくざ

の若い衆を連れて，被告人を拉致するかもしれないと思っていた（被告

人供述嗣啓（ユ） 33頁， 4］頁） 。 ．

Aが複数のやくざを連れてくるかもしれないと被告人が考えていたこ

とは, Aが入れ墨をしていたことや， 「拉致るjという言葉（被告人

供述關雷（'） 3’頁） ， 「静岡のほうのやくざjと具体的な地名（棲
告人供述調書(1) 10頁) ,具体的な組の名前を出した（弁15･8

頁，被告人供述潤省（1）32頁）ことも影審していると思われる。

また， ハはpに対し， ．『しばくぞ，山につれていくぞ，さらうぞ，

家行くぞ，俺は，静岡の00組や，今舎弟を呼んでる」と脅しており

（弁’4．10頁, 11X) ,被告人に対しても同じように脅迫したも

のと考えられ, Dに対する脅迫文箇を被告人に言ったとすると，被

告人が複数人による拉致の可龍性があると考えたのは全く不合理なこと
ではなし、

刑集71巻4号293（171） 2“（172）刑集71巻4号



このように, .Aの被告人に対する脅迫文言から，被告人が想定してい

たのは，あくまで複数人による拉致の可能性であった。

ウ．被告人がAから因縁蓮つけられていた E. , Dが武器によ

る暴行を受けていなかったことを知っていたこと

穂かに， Aは被告人宅のドアを消火器で叩きつけるという常軌を逸し

た行動をしており, Aはcの自宅で，興露L.た大きな声でr今から

言ったるから待つとけとか，献じめとったるからjという言葉を被告人

にしているが(･C睦言4頁) , Aが本件以前の他者との直塵におい

て武器を使用したということを被告人は聞いたことはなく 〈披告人供述

調書（1） 7頁） ，また，被告人は･ Aから因縁をつけられたE

, 0と会ってい愚が,｢A.から武器による暴行を受けていない

と聞いていた（被告人供述霞書（1）39頁） ．

Aから因縁をつけられた g , D が, Aから武器等によ

る暴行を受けていないことから，被告人はA雛武器等を用いて襲い掛

かってくることは予想していなかった。

エ被告人がAから因録をつけられていた E , DがAと話

し合いをしてトラプルを回避していること

披告人は" Aと鱈し合うために, Aの呼び出しに応じた（被告人供
､ ■ P

述詞書（1） 15頁）

実際, Aから因縁をつけられていた E , Dは, Aと話

し合いをし，その結果, A.は，被告人に対してのみ激高しているもの

の, Aと、 E , Dは鰭し合いで終わっている。

このことからすると，被告人が E･ , Dと同様にAと鱈し

合いで理解し合えると考えたとしても不合理ではない。

オ複数人で来る可龍性が全くないと考えていたわけではないこと・

被告人は, Aとの愈話で，拉致るとかしばくとか脅迫して､､たAに

対して衝い返した理由をについて『、とかE と会うて，拉致とかな

かった｡しばかれもしていないと聞いていたから．大丈夫や思うし。 」

（被告人供述詞癬（1） 39頁）と供述しているが，この供述から，被

告人が, Aと若い衆2人に襲われるとか拉致されない可龍性が全く無

いというように考えていたというわけではないb

実際に，被告人はAに語気強く脅されているのであり， 自らの身の安

全を図る必要があるから，可能性として，複数人による暴行や拉致を考

えるのは自然である。

力小括

被告人はヅA1人だけであれば，拉致されることはないと思っていた

し， ユ人であれば包丁まで要らないと思っていたが（被告人供述閥書

(1) i8H) ,実験に若い衆2人が来ていた場合のことを想定して，

防衛のために，家にあった包丁をタオルで巻き，腰に入れて現場に行っ

たのである．

よって，原々審判決が，②Aが武器導で被告人を攻華してくることを

想定して被告人が三徳包丁を持参し，これを是認した原判決には重大な

事実誤認があり，原判決を破棄しなければ著しく正義に反する｡．

②被告人は, Aの周りに2, 3人の男がいると認厳したこと

被告人は， リサイクルエースの自動販宛観の前にいたAの周りに2， 3

人の男の人がいたことを露鰯している（被告人供述鯛審(1)20H).

Aは，被告人の姿を砿認すると，すぐに被告人に対し向かっており，ま

た，被告人がAの周りに2， 3人の男がいたことについてどのように感

じたのかについての披告人の供述はない。

しかし，被告人は, .Aの「若い衆2人」という脅迫文曾を聞いており，

複数人の拉致の可餡性を強く意鰯していた。

よって' Aの周りに2, 3人の男がいたのを被告人が毘餓した時点で』
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瞬時に, Aの周りの･2｡ 3入の男がAとともに被告人に暴行するなど

し，成り行き次第では，護身用に隠していた包丁を用いて防衛する必要が

あると考えたものと強く推露することができる．

⑧先に攻華してきたのはAであること

先に大ハンマーで被告人に嚢いかかったのは, 4である。これに対して．

被告人は防御したが。すぐには反撃していない．

また，理解不龍な因縁をつけてきたのはAであり。さらに前述したとお

り，被告人はAとの接触を避けようとしていた．

東京増判平成8年3月12日は，けんかが一旦収まった後に，その相手方

が包丁を持って仕返しに来ることを予想して護身用に包丁を携帯していた

ところ，路上において相手方が包丁で切りかかってきたため，その腹部を

所挽の包丁で突き刺して殺害した事案についで，被害者がけんかのきっか

けを作ったこと，相手方が先に攻撃してきたこと，相手方と.の接触を避け

ようとしていたことを重視し･.正当防衛を留め，殺人罪につき無罪とした。

なお,･東京地判平成8年3月12日の事案でも当麟被告人は威職行動を取

っていないが，穣捷的加害意思は認定されていないから，威露行動を取っ

ていないからといって直ちに積極的加害意思を認めることはできない。

東京地判平成8年3月エ.2日の事案で正当防衛が餌められたのは，当該事

案で表れた事僧につき経験則等に照らし，正当防衛を寵めることができた
からである．

東京地判平成8年8月12日の察案と本件事案は重要な事情につき重複す

る事情があり，東京地判平成8年3月12日の事案で正当防衛が認められ

るのであれば，本件でも正当防衛瀧露められなければ，踏理則，経験則に

反するし，薯じく正装にも反する｡

②生命の危険が切迫した状況下で，威識的行醐壱蕊蕃付けることはできな
いこと

ア原々審判決及び原判決の認定

原々審は，③Aが被告人をハンマーで襲った際，被告人は驚いて立ち

止まったり，たじろいだり, Aから遠くに離れようとする様子がなく，

平然と歩いてAに近づいたこと，⑤被告人が包丁をAに示したり，

猿り回すといった威噂的行勵や，斬りつけるといった行勵を一切取って

い姪いことを稜模的加害意思の混定の根拠とし,震た原判決も原々審判

決の認定を是露しているQ

しかし，上記事傭は，積極的加害意思を認める根拠にはならない。 ・

ｲ・被告人の当時の心理状況を考慮すると，被告人に威職的行動等を轆務付

けることはできないこと
｡ 9

客観的事実としては，防犯カメラの映像にあるとおり' Aは被告人の

姿霧砲認するや否や‘被告人に対し，走って向かってきてV,る°

しかし悲がら, Aが大ハンマーを持っていることを被告人が認識した

のは, Aが持っていた大ハンマーの鉄の方を向けて殴りかかってきた

ときである力､ら（被告人供述調書（1） 22頁） 6被告人の当時の意餓

としては, Aが自分に向かってきていることにつし》て特段の窓職は厳

かった（被告人供述調書（1）48頁， 49頁）．

被告人は左目が弱視であって，また， リサイクルエース側,つまり.A

の後ろ側に自動販売槻があり (B'証曾11頁) ,かかる自動販売樫の

明かりが，被告人にとっては逆光となり，被告人はAの姿や細かい挙

動, .所持物を偲餓しにくい客観的状況であった．このような被告人の認

礒能力及び冥揚の客観的状況は, Aが大ハンマーを持っていることに

被告人は気がつかなかったという被告人の供述を亜付けるものである。

被告人の意職としては' Aが走って向かっていることがわからなかっ

たし（被告人供述痢寄（1）49頁） ，仮に,. Aポ走ってきているこ

とがわかったとしても．それは従前の電露での種子から，被告人に対し
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て，強く含いた恥ことがある漫度の感党で，走ってきていること以上に

特段意味を見出すことが出来なったに過ぎない．

このように考えることは, Aとの電鱈のやり取り, E , p

がAと話し合いをした当時の状況から自然である．

よって,被告人が，被告人に対して走ってきていたAに対し，歩いて

近づいた三とは，当時の択況からして不自然なことではない。

被告人は， Aから殴られる直前にAが大ハンマーを持っていると露

顔したのであるが，被告人は当初, Aが武器として用いたハンマーが

1メートルもの畏さの大ハンマーであると思った（被告入供述關書

（1） 2ユ頁） 。実際は1メートルもの長さはなかったが，被告人の意

識としては，それほど大きく見えたのである。 Aが所持していた,､ン

マーが大きく見えたというのは, B睡人が，事件発生後，警察官に対

し、 Aが持っていたﾉ､ンマーの柄の長さが1メートルくらいで，ヘッ

ドが10センチ掛ける10ｾﾝﾁ掛ける20センチくらいあったと錨し

ており (B証曾14a) ,第三者であるB鉦人ですら, Aが所持

していたハンマーが非裕に大きなものであったと本件事件当時に認蟻し

ていたことからすると，実醸にAから襲われた被告人が．単に釘を打

つ程度の大きさのハンマーではなく，壁を破壊するために用いる「大ハ

ンマーjであると， とっさに思ったことは自然であり，合理性がある。

Aの凶器は,ヘッドが約14センチメートル×約5センチメートル，

ヘッドの全体の長さが約47センチメートル，全体の重さが2. 06キ

ログラム，ヘッドの重さ承1． 8キログラムあるもので（弁2） ，壁を

破壊する･ことも可龍な極めて危賦なものである。

Aの犬ﾊﾝﾏｰ攻建は,刑法96条が想定する「急迫不正の侵害｣そ

のものであり，生命の危険承脅かされる極めて急迫した事態であるから，

Aが大ハンマーを持っていると被告人が鹿磯した後に，被告人に冷静

な意職や判断を求めること自体不合理である．また，最判昭和52年7

月2エ日が， 「刑法36条が正当防衛について侵害の急迫性を要件とし

ているのは,孟遡皇型進塁登堂謹墜ゑ雲童盤謹錘丈曇態型建埜1L

としていることからも或噂的行励等を蕊務付けることは経設則等に反す

る。

ウ被告人が平然と歩いていたことは, Aが大ハンマーを持って走って向

かってきていることを認蔵してい姪いことを裏付けるものであること

被告人は, Aに向かって普通に歩いておりb.鷲し､て立ち止まったり，

たじろいだり, Aから遠くに雄れようとする樫子はない。これは防犯

カメラの映像からも認められるし， 目撃者のB鉦人の匪言，被告人の

供述からも認められる。

原々審が，上記事情を積極的加害意思の麗定の根拠にしているのは,被

告人がAの武器等による攻撃を予見していたからこそ, Aの行動が

予想どおりであって，冷静に対処できたということを考えたからである

と鐸される。

上記の思考は－見すると，飴理則，経験則に反するものではないように

も思える。しかしながら，果たしてそうだろうか。

被告人が, Aの武器等による攻撃を予見していたのであれば.むしろ，

Aの攻箪に対し，立ち止まる，半身に構える等の防御態勢書とり，防

御態勢からの反撃のための準備をするのが通常ではないだろうか。また，

被告人が, Aの武器等による攻撃を予見していたのであれば，持参し

ていた包丁による反錠のために距離を取ることの方がむしろ普通ではな

いだろうか。

原々審が認定するとおり，仮に被告人がAによる武器静の攻撃を予見

していたとしても，その武器が具体的に何なのか，長い木刀なのか， ド

アを叩いた消火器なのか，刃鞠なのか，拳銃等の飛び道具なのかまでは
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予見してなかったはずである。刃物でいきなり鰹われれば，被告人は最

初の一撃で致命塔を負ってLまうかもしれなし．､。

このような事態を回避するには，まずは. Aの所持していた武器を砧

認するのが自然であろう。

Aが大ハンマーを武器に選んだのは．たまたまであり．しかも本件事

件の直前に，現潟のすぐ近くのリサイクルエースで願達したものである

から‘刃物で襲われることはないと思って,平然と素手で防御をしたと

いうことはあり得ない。

被告人は． Aに向かって瞥通に歩いており，蕊いて立ち止震ったり，

たじろいだり． Aから遠くに離れようとする犠子はないが， これは，

むしろ, Aが武器惇を持っていると予想していなかったからこその行

動と考える方が,･蹟週唄‘．遜験則に照らし相当である6

エ小括

よって，被告人に“的行動を求めること自体，経醗則に反するもので

あるから，原々審が，③Aが被告人をハンマーで襲った畷，被告人は

鷲いて立ち止まったり，たじろいだり･ Aから遠くに躍れようとする

．犠子がなく，平然と歩いて. Aに近づいたこと，⑤被告人が包丁をA.

に示したり，握り回すといった威嚇的行賎や，斬りつけるといった行動

を一切取っていないことを積極的加害意思を認める根拠にしたことは重

大な事実誤認にあたり，薯しく正農に反する。

(10)包丁で一突きにしたという態犠から被告人の殺意があることイコール，

被告人の積極的加害意思を囲めることは軽験則に反すること

ア原々審及び原審の認定

原々審は，⑦短時間で極めてスムーズに強い殺意に基づいてAの左胸

部付近を狙って力一杯突き刺しているごとを根拠に，被告人の職種的加

害意思を認定しているが， これは取りも直さず，殺意があるから講権的

加害意思を認定したものである。

しかし,かかる躍定は酷理則,遅験則に反する。

イ殺意と種極的加害窓思は別概念であること

被告人は, Aの左側胸部を狙ったことも，包丁で力一杯突き刺したこ

ともないが,仮にそのような亭実を露定できるとしても,穣極的加害意

思は否定される。

例えば,暴力団幹郊から夜突然自宅に来るとの電露を受け，その際の剣

幕から，成り行きによっては喧嘩になり，相手方が仲間を連れ凶器を携

えて来ると考え，マキリ包丁を用意したという札幌高判昭和63年10

月4日の享案では，相手方が自宅に来るなり，居丈高な言動をとり，い

きな･り頭部を殴打してきたことから，マキリ包丁，被害者の左側胸部を

2回突き刺し，左顔面を突き刺し．さらに胸部を突き刺し続けた行為に

ついて，札幌高判昭和63¥10月4日は積極的加害意思を否定した。

この事案では包丁を繰り返し突き刺我という愈穂から強い殺意が伺われ

るが， このように強い殺意が鱒められる場合であっても，積極的加害意

思は否定されているのである。

よって，⑦短時間で極めてスムーズに強い殺意に基づいてAの左駒部

付近を狙って力一杯突き刺していることを根拠に，被告人の積極的加害

意思を隠定することは重大な事実誤隠であり，著しく正蕊に反する。

(11）包丁の持ち出しだ職では稜極的加害意思は認められないこと

ア・原聯の露定

・原審は，⑧被告人が用いた包丁が殺傷館力のある凶鴇であることから，

これを持ち出したこと自体が被告人の積極的な加害意思を推認させる夢

情といえるとしている． ．

〃f包丁の持ち出し壱積極的加害意思の根拠とすることはできないこ．と

このような麗定では,包丁を持ち出した全ての事案において，お・よそ
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正当防衛が露められないことになり，今まで我が国が顎み上げてきた判
例法理に反することになる。

包丁を持ち出した事案でも，積極的加害意思が否定された判例があるこ

とは既に詳述したとおりである。

よって，原審の認定は，飴理則，経験則に照らし不合理であり，著しく

正蕊に反する。

(12）被告人はB証人に救急車を呼ぶように依頼していること

被告人は, B征人に対し，救急車を呼ぶように依頼した（被告人供述

詞書（ユ） 28頁． 29頁）．

被告人が, Aの襲撃にかこつけて． Aを殺傷しようと意図していた

のであれば, Aを助ける発曾をすることはあり得ないことである。 ，

救急車を要鯖したことは，被告人の稜極的加害意思を否定する事傭であ

るのに，これを考慮していない原判決には重大な事実膜露があり， これ

を破泰しなければ薯し<正蕊に反する．

(13） 〃話

以上検討してきたとおり，本件の事実関係では，菰極的加害意思を認定

することは到底できない｡

被告人の行為は, Aによる大ハンマー攻撃という急迫不正の侵害に対

し， 自己の生命身体を防衛するためにやむを得ずにした行為であり，正

当防衛が成立する。殺人罪について‘被告人は無罪である。

にもかかわらず，本件事実関係の下で，積極的加害意思を麗定した原判

決には重大な事実膜露があり，これを破棄しなければ著しく正蕊に反す
る。

を認めた原判決は速やかに破棄されるべきである。

以上

O上告趣意補充響

第’被告人はAの左胸郁付近を狙っておらず，また積極的に包丁を力一杯突き
刺した事実はないこと

1本件は，殺人罪について,被告人の反撃行為そのもの及び反撃行為の前後が

毘録された防犯カメラのビデオ映偉が残っており，客観的な事実について検征
可龍な証拠鱗ある事案である。

にもかかわらず,原々審及び原審は，映像をつぶさに敵認せず，もっぱら被

告人がAの健に踏み込んで勢いよく包丁を突き出し, Aの左胸部を突き刺

したという事実を駆定し，被告人の殺窓及び積極的加害意思を露定している。

2 しかしながら，被告人の反撃行為が寵録されたデｵの映像からすると,被

偉人の殺意及び積極的加害意思を露定することは到底できず，原々審及び原審
には重大な露誤認がある．

（'）本件において最も重要な事実は，被告人の反繋魍勢では力を入れることが
不可能であったという事実である。

すなわち，被告人がAに反撃する際，被告人は包丁を右手に持っていた
のであるが，被告人はAに対し，左足を前方に置き，右足を後方に置いて
おり, Aに対し左半身の姿勢であったという客観的事実が葎するのであ
る．

左足を前に出した態勢では，被告人の体重の力は乗ることがなく，腕の力

だけしか加わらず，その結果，被告人のAに対する反撃はへっぴり腰の択
態の威力しかなかったものであった．

（2）また, Aの3繋目のハンマーによる攻駐を被告人承状態を反らすことで

回避できたことから，被告人とのAとの距離は約エメートルほどの躍離が
あったという事実も重要である。
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したがって,殺意を鹿定し，正当防衛及び過剰防衛の成立を否定して殺人罪
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被告人は右腕を目一杯伸ばしても， 自分の半身分, Aとの距薩が存在す

るため，被告人が右腕を出した際には，包丁の刃先がAの体にわずかに刺

さった程度であった。これは，被告人の用いた包丁の刃の大部分が厩出して

いることからも明らかである（甲70,修正前の防犯カメラの時刻表示;3
時52分42秒）。

被告人の包丁が深く刺さった状態になったのは，被告人の反撃後, Aが

左手で被告人の体を制そうとし,被告人に体を預け（甲70，修正繭の防犯

カメラの時刻表示；3時52分45秒から3時53分42秒まで) ,その後，

Aは膝を付いて四つん這いの状態になったことからして（甲70,俊正前

の防犯カメラの時刻表示；3時53分44秒) , Aが齢人に向かって前

進していた際若しくは膝を付いた原に包丁が深く刺さった蓋然性が高い。包

丁談深く刺さっていたことをもって，被告人の刺突行為が力一杯のものであ

ったと認定することはできないのである。原々審及び原審は，被告人の反錠

後の映像すら適切に評価していなし％

(3)被告人は｡ Aの突然のハンマー攻撃という急迫不正の侵害に対1,,とっ

さに自分の生命身体を守るために所持していた包丁で無我夢中で反撃をした

だけであり，殺意はなく，正当防衛が成立するから，本件で被告人を殺人罪
で罰するのは著しく正義に反する．

○参 照

第ユ審判決の主文及び理由

主 文

被告人を懲役9年に処する。

未決勾留日数中290日をその刑に灘入する。

押収してある三徳包丁1本（平成27年押第80号符号1）を没収する。

理 由

（罪となるべき華）

第1被告人は，知人であるAから，平成26年6月2日午後4時30分頃，

不在中の自室の玄関扉を消火器で殴打されたり，また，そのころから同月3日

午前3時ころまでの閲,十数回にわたり危話で身に覚えのない因織をつけられ

て怒鴻りっけられたり,仲間とともに攻撃を加えるなどと曾われたりしてお

り‘そのようなAの言励に立瞳していた.そして,被告人は,同日午前4時

2分頃, Aから．被告人方マンション前に来ているから降りてくるよう建麟

で呼び出されたため．それに応じ, Aが武器等で攻撃してきたら，その握会

にAを包丁で刺すなどしてやろうという意思をもって,自室にあった三徳包

丁をズボンの腰部右後ろに差しはさみ自室を出た。

被告人は，同日午前4時8分頃,大阪市 ． （中略）

路上において, A (当時40g)が石頭ハンマーを持って披告人に向かつ．

て駆け寄り，被告人の頭部を目掛けてそのハンマーの柄の部分で殴りかかって

きたり‘被告人の腰部付近目掛けてそのヘッド部分を摂り回してきたりしたた

め，前紀のとおりAを包丁で刺す旨決意し,殺意をもって, Aの左側胸部

を．右手に持った三徳包丁（刃体の長さ約ユ3． 8センチメートル，当庁平成

27竿押第80号符号1)で1回強く突き刺し，よって,同日午前4時S0分

頃,､同市阿倍野区内の痢鏡において，同人を左駒部・左肺刺創に基づく血被吸

第2結論

本件の事実関係において，被告人の殺意を認定する二とや積極的加害意思を

跡定することは重大な事実醗露であるし，正当防衛を認めないというのは最商
裁判例にも反するものでもある．

した頑って，殺人罪につき，被告人を有罪とすることはできないというべき
である．

以上
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引による窒息により死亡させて殺害した。

第2被告人は，平成26年5月19日午後10時84分頃，大阪市

（中賂) F店において,株式会社 （代G

表取締役制 ）が購するﾚジｽﾀｰのお客樺用ﾀｯﾁパﾈﾙを右手の拳
骨でたたき翻り（損害見積額14万.6448円） ，もって他人の物を損壊した。
（鉦拠の標目） 省略

（争点に識る判断一判示第1の事実について）

第1殺意について

、 犯行に使用された凶器である三徳包丁（以下『本件包丁」という｡）は,刃体

の長さ約13．．8センチメートルとﾙ､う殺傷侭力のあるものである●また,本件

包丁は, Aの肋骨を切断し,左肺を食通し，傷の深さは，本件包丁の刃体の長

さを上回る約16． 5センチメートルであり，医師の所見によれば，著しく強い

力が加えられたものと推定されていて，非常に強い力でAの左偲鱗部を突き刺

したことが餌められる。

そして,現場の防犯カメラの映像等によれば,後述するとおり，被昏人は,石

頭ハンマーを持って駆け寄ってくる．Aに，平然と捷歩で近づいてAの2回の

攻翠に対応しつつ本件包丁を持った右手を引いて狙いを付けるとともに, Aが

3回目の攻撃態勢に入るや, ･Aの懐に踏み込んで勢いよく包丁を突き出し, A

の左側胸部を突き刺している。したがって，被告人は, Aの左胸部付近を狙

って菰極的に本件包丁を力一杯突き刺したといえる． 、

以上の刺突状況やそれまでの経緯及び刺突後四つん適いになったAの頭部を

被告人が蹴り上げていること等を考慮すると，被告人は, Aが死亡する危険性

が商い行為をそれと分かって行ったという憲味での殺意が露められるのは当然，
それ以上にAに積極的に重篇な傷害を負わせ，その上でA瀞死亡しようとし

まいとどうでもよいという憲味での強い殺愈をもって, Aを突き刺したと露め
られる°

第2正当防衛及び過蜘防衛について

1関係歴拠によれば,判示の犯行に至るまでの前提状況のとおり, Aは．当陶，

その理由は明らかではないが技告人に対し強く立璽しており,そのため被告人方
の玄関扉を消火墨で殴打するという常軌を逸した行動を取り,その後.被告人と
多数回電匿で口陰となっていたことが豚められる． C征曾によればb本件当日

の午前2時ﾕ5分頃の通鯖の時点では, Aが被告人に対し「今から行ったるか

ら待つとけ』と怒弱るなどし’それに対し被告人が立塵した様子で言い返すなど

しており，仲鋤な役翻を果たしたC･がAに薄ち藩くようよう首って別れた

際にも, Aは納得していない穏子だった．そして，その後も, Aと被皆人の

間では，多数回にわたり電話のやり取りがあり．午前4時頃という時間帝に,A

は，被告人を現場路上まで呼び出している。

このような状況を路震えると，被告人が本件現場に赴いた時点で,被告人及び

風の争いは沈静化しておらず，それまでのAの行動や発言内容からも, 4
の求めに応じて被告人が現場に赴けば, Aが，武器等で被告人を攻撃じてくる

ことは十分に想定できる状態であったといえる。そのよう･な状況下で,被告人は，

自室にあった三砲包丁を持参することとし，タオルを巻いてズボンの腰部右後ろ

に差しはさみ，本件現郷こ赴いている。

2本件現饅において, Aがハンマーを持って被告人の方に勢いよく駆け寄って

いくと,被告人は,それ}こ鷲いて立ち止まったり，たじろいだり, Aから遠く
に障れようとする機子は全くなく，そのまま平鈴と歩いてAに近づき， 1回目

の攻撃に左腕を出して対応すると，その時点で右手を包丁を刺していた右腰付近
に回し’ 2回目の攻撃に腰を引いて剣応すると，右腰付近から三徳包丁を取り出
し。 Aが8回目の攻撃態勢に入った時点では，包丁を持った右手を引いてA

を攻繋で含る態勢を取り，騨時にAの懐に踏み込んで，前囲認定のとおりの本
件攻撃に及んで聯る。 Aがハンマーで被告人に殴りかかってから，被告人がA
を突き閥すまでは’約5秒という極めて短い時間であり，この間，被告人は，
包丁をAに示したり,･摂り回すといった威鴎的行動や,斬りつけるといった行
動は一切取っていない。 ‘
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3 これらの被告人の行動状況から見て，被告人は, Aが武器を使用するなど‘
被告人に相当な危険のある攻撃をしてくることを+分に想定の上で本件現場に
赴いたと認めることができる。そして，被告人は,理解できない麺由に基づくA

の行動や言動に立腹していたことや,本件現溺で“的な行動等を一切取るこ

となく，短時間で極めてスムーズに強い殺意に基づいてAの左購部付近を狙っ

てカー杯突き刺していることを考えると,被告人は,本件現場に赴いた時点から，

Aが武野等で攻撃してきたら，その機会を穣極的に利用してo Aを包丁で刺
e 』

ずなどしてやろうという強し､加害の意思があったと閲められる。

4被告人は．本件奨場に赴いたのはAと謡合いをするためで‘包丁を持って行

ったのは, Aが仲間を遮れてくるなどした場合に憶えて鐘身するためであっ

た，また，気が付くと, 4がいきなり殴りかかって嘗ていたため， とっさに包

丁を突き出したもので0 Aの身体のどこを狙うというつもりもなかった旨供述

する。しかしながら‘被告人とAの本件直前の通館状況に照らしても，按告人

とAの争いが収襲っているとか‘落ち着いて篭し合えるような関係にあったと

は認められないことは前述のとおりである。また, Aが先に攻撃をしてきたの

はその通りであるが，その後の被告人の本件攻撃の状況は，犯行現場の防犯カメ

ラに映った被告人の行励から考えても前述のとおりであって, Aに対する和極

的な攻撃として包丁を突含刺したものと見るほかなく，もとより防御的な憩度は

露められないむしたがって，絞告人の供述は信用できない。

なお，弁硬人は． Aのハンマーによる3回目の攻確が，被告人の頭部に対す

る生命への危険を有するものである点を指摘する．しか･し，前配麗定のとおり，
被告人は, . 'Aがz回目の攻箪が終わり3回自の攻撃趨勢に入るのとほぼ同時
に, Aを突き刺しに行って心､るから，被告人がAの3回目の攻撃により生命

の危険を感じて本件攻畢に及んだものではなく，弁鍾人の指擴は前提を欠くもの

である。したがって, Aの3回目の攻撃は,前田判断に影癖を与えるものでは
ないひ

5以上によれば，被告人には，本件現場に赴く際，単なる怒りや攻駐的な""に

・刑集71巻4号309（187）

とどまらず, Aが武器等で攻筆してきたら，その機会を種極的に利用して,A

を包丁で刺すなどしてやろうとい．う攻撃念思があり．被告人の本件攻撃は，そ

の攻撃意思を実現するための加害行為であったと認められる6

よって，按告人は本件攻撃に出ることが正当化される状況にはなかったといえ

るから，被告人には，正当防衛も過剰防衛も成立しない．

（法令の適用）

罰 条

判示第1の事実刑法199条

判示第2の事実刑法261条

刑種の遇択

判示第1の事実有期慾役刑を選択

判示第2の享実悪役刑を選択 ・

併合罪の処理 刑法45条餉段‘ 47条本文, 10条唾い判示第1の

罪の刑に47条ただし密の刷限内で法定の加函

未決勾留日数の蝉入 刑法21条

没 収． 調法19条1項2号， 2種本文(判示第1の殺人罪の犯

罪行為の用に供した物で，犯人以外の者に属しない。）

解騒受用の不負担 刑事瞬訟法'81条'項ただし存

（麹の理由）

1通刑の中心となる殺人罪の犯行は,駿傷館力のある刃物をその殺倒能力が最も

発揮できる用筏で使用したものであり，左興部という人の身体の中心部分を狙っ
て非倦に強い力で突き刺した攻撃の態楼から見ても． .被害者を死亡させる危険性

が非備に高いものである。その結果,被告人は,死亡という取り返しのつかない
詰果を生じさせている。 ・

筋述のとおり，本件犯行は，強い殺憲に基づくものであり，刺突後に被告人が
Aの頭部を蹴り上げる行鋤をしていることからも，そこに人の生命を顧みるよ
うな姿勢は認められない．
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他方でb被告人が本件犯行を決意した経線を考えると, .Aの被告人に対する

行動や言動は,常軌を逸した面があり，これに対し,被告人は, Aに対し言し、

返すことなどはあったものの，現楊に至るまでは，特段攻撃的な態度を示してい

ない。また・被告人には2現淫に赴く時点で種極的な攻翠の意図が犀あられると

はいえ，それはAが攻撃してきたらという条件付きのものであって，被告人が

本件攻撃に出た嘩的なきっかけ自体は, Aがいきなり被告人に対し本件ハン

マーで攻撃を加えたことにあったといえる。 ． ．

このように、被告人が本件犯行を決意した動機の面では, Aの不当な行動が

強く影葎している点ほ殺人罪の量澗を考える上でj考慮する必要がある。

2これらの点に照らすと，本件の殺人の事案は，けんかないし被害者に落度があ

る殺人事案の中で重い部類に入るとはいえず，中間的な部類に入る事案として評

価した。また，器物損壊事案については，身展手な理由で粗晶な犯行に及んでい

て.与えた財産的被害は小さくなく、その刑事責任を錘視するのは相当ではない。

3以上に加えて，被告人には侮害の嗣金前科2件があることやb殺人事案の被害

者に対する慰酎の姿勢は十分なものではないこと，他方，被告人が本件殺人の6

日後に自ら零察に出頭していることなどの点を考虐して，主文の刑が相当と判斯
く

した．

､(求刑悪役ユO年，三徳包丁1本の没収）

(大阪地方裁判所第1z刑事部）

ら，これを引用する。餓旨は‘原判示第1の事実にづいて，被告人に殺意はなく，

正当防衛が成立するのに，被告人に殺意を認め，正当防構も成立しないとして被

告人を殺人罪で有罪とした原調決には，判決に影辱を及ぼすことが明らかな事実
の誤記があるという･ものである。

そこで，記録を鯛査し，当審における事実取飼ぺの結果を併せて検肘すると，

撞告人が殺意をもって包丁を被害者に突き刺したと麗定じ.本件当時,このよう
な被告人の攻撃が正当化される状況にはなく，正当防衛や過剰防衛は成立しない

とした原判決の判断は正当であり， ･原判決が争点に対する判断として魏示する内

容も相当であるから，原判決に事実蔑碍はない。

まず，原判決の殺意の認定について‘所賎は，①被告人が本件犯行に用いた包

丁は小振りであり，殺傷能力が低いことを原判決は考慮していない，②被告人は，

被害者が駆け寄ってくるのに気付かずに歩み寄り，その後被害者がハンマーで攻

撃しようとしてきたのに気付き，攻撃を避けるため鋳我夢中で体を動かしていた

だけで,ハンマーで殴り付けた被害者の勢いもあり被告人が突き出した包丁が深

く刺さったのであって，攻錠的意図に出たものではないのに，被告人がハンマー

を持った被害者に平然と近づき，被害者の懐に踏み込んで包丁を非常に強い力で

被害者の左側胸部を突き刺した，という原判決の露定は誤っている,③被告人に

は被害者を殺害する勤槻がなく，本件直前に自宅マンションを出た腺の被告人の

織子も被害者に対する殺意を窺わせるようなものではない，④本件犯行のきっか

けは被害者から攻繋を加えられたことにあり，それ以前に被告人が攻蛙的な態度
を示したことはないという原判決の量刑の理由における鋭示ほ,被告人に殺意を

露めたことと矛盾している， として，被告人に殺意を囲めた原判決の麗定を批判
する。

しかし，①被告人が本件犯行に用いた包丁は，刃体の長さが約ユ3． ．8センチ

メートルで目立った刃こぼれも罷められない鋭利な刃物であり（原審甲64） ，

その殺傷能力が低いなどとはV,えない。②防犯カメラで擢影された映徴(原審甲
70)によれば’本件当時， 自宅マンションを出た被告人は, ･被害者のいる方へ

まつすぐに歩いて行き,被害者が換告人に向かって駆け寄ってきてもそのまま被
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第2審判決の主文及び理由

主 文

本件控訴を楽釦する。

当審における未決勾留日散中70日を原判決の刑に算入する。
理 々 由

本件控誘の趣意は，弁趣人結城圭一作成の控碑趣意書に館載のとおりであるか
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害者の方へ歩み寄っている。そして,被告人は，ハンマーで攻撃してくる披審者

から侭ｵ1'ようとする素握りを全く見ぜず，被害者の最初の攻蛾を左腕で防ぎなが

ら自分の右腰付近に右手を回し， 2回目の攻撃も回避しつつ蓬していた包丁を取

り出し，さらに被害者那被告人との間合いを保ちながらハンマーで殴り付けよう

としていたところに近づいて．被害者に向けて包丁を突き出しているのであるか

ら，包丁がその刃体の長さよりも3センチメートル近く深く被害者の左側鹿師に

刺入したのは,被告人が非僧に強い力で包丁を突き刺した鰭果とみるのが相当で

あり， これらの点に関する原判決の認定に膜りはない．③被告人が，被害者から

電話で身に覚えのないことについて多数回怒鳴りつけられ， 自宅の玄関扉を傷付

けられた挙げ句，本件当日は早朝に自宅マンション前にいるから降り‘てくるよう

呼び出され，会うなりハンマーで殴り付けられたという一連の軽過からすると，

被告人が，それ以前は被害者と比較的良好な関係にあったとしても，被害者に対

して殺意を抱くことも十分考えられる。また， 自宅マンションを出る際の被告人

の様子も，被害者に対する殺意の撞寵を妨げる調肖とはいえない。④原判決が，

本件犯行時点において被告人に殺意を麗定したことと，所践の指鏑する原判決の

…理由中の硯示との間に何ら矛盾は罷められない。その他所醗が槙々指摘する

急を踏まえて検討しても,被告人の殺意を露定した原判決の判断内容iこ,“則
等に照らして不合理な点はない｡

また，正当防術の成否について．所飴は，⑤本件当時，被告人は被害者と話し

合えば問題が解決できる状態であると認威していたのであり，被害者の攻鐙を十

分に想定していたとする原判決の認定は膜っている，⑥被告人に菰極的な加害意
思があったのであれば，より殺傷鰭力の高い凶器を選び，被害者が駆け寄ってき

た時点で凶器を手にしたはずなのに，被告人はそのような行動をとっていない,、
として，正当防衛の成立を否定した原判決の閲定を批判する。

しかし，⑤本件犯行の約2時間前には，被審者が電話で被告人に対し「今から

行ったるから待つとけ。けじめとったるから。」などと怒鳴っていたことや（原
霧c供述) ，その後も被告人と被害者との間で'分間に満たない通話が何度も
繰り返されていたという通話状況（原審甲67）などからすると，早朝．被害者
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から電騒で呼び出された被告人が，被害者と容易に話し合えるような状飽である

と認職していたとみることはできない。このような状況の中で，被告人は，攻隼

を受けた場合に館えて包丁を持ち出したのであるから，被寄者の攻隼を十分に想

定していたと認められるのであり，原判決の寵定に映りはない。⑥被告人が本件

犯行に用いた包丁は殺傷鮨力のある凶器であるから，これを持ち出したこと自体

が被告人の積樋的な加害意思を推認させる事傭といえ，より大きな刃物等を凶器

として選ぶ余地があったとしても，上記の推錫が妨げられるわけではない.また，

被告人は，被害者の攻撃を受けてから，わずか6秒程度という短時間で被害者の

賎部を深く突き刺しているのであり，どの間，取り出した包丁を被害者に示すな

どの示威行動をとらなかったという被告人の一連の行動からも, ･その稜極的な加

害意思が推認できる。被告人の被害者に対する積棲的な加害意思を認めた原判決

の露定に，経談則等に照らして不合理な点はない。

龍旨は理由がない。

よって，刑解法396条により本件控鮮を棄却することとし，当審における未

決勾留日数の算入につき刑法2i条を,当審における所訟費用を被告人に負担さ

せないことにつき刑訴法181条1項ただし書を各適用して，主文のとおり判決
する。

(大阪高等裁判所第4刑事部）
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